
 

平成２７年第１回奈井江町議会定例会 

 

平成２７年３月９日（月曜日） 

午前１０時００分開会 

 

○ 議事日程（第１号） 

第１ 会議録署名議員の指名について 

第２ 会期の決定について 

第３ 議長諸般報告 

    １．会務報告 

    ２．議会運営委員会報告 

    ３．委員会所管事務調査報告 

４．例月出納定例検査報告 

第４ 行政報告（町長、教育長） 

第５ 付託議案第１号 奈井江町第６期まちづくり計画基本構想について 

第６ 報告第１号 奈井江町高齢者福祉計画の策定について 

第７ 報告第２号 奈井江町障がい者福祉計画の策定について 

第８ 議案第１号 平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第８号） 

第９ 議案第２号 平成２６年度奈井江町国民健康保険事業会計補正予算（第２ 

号） 

第１０ 議案第３号 平成２６年度奈井江町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

２号） 

第１１ 議案第４号 平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第５号） 

第１２ 議案第５号 平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予算 

（第３号） 

第１３ 議案第６号 平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第３ 

号） 

第１４ 議案第７号 平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算 

（第４号） 

第１５ 議案第１５号 奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

   議案第２３号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する 

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

      議案第１９号 特別職の給与の臨時措置に関する条例 

   議案第１６号 奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を改正する条例 

   議案第２０号 奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す 

る条例 

   議案第２２号 奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例 

      議案第２４号 奈井江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育 



 

料に関する条例 

   議案第２６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（奈井江町屋内体 

育センター、奈井江町農業構造改善センター） 

   議案第８号 平成２７年度奈井江町一般会計予算について 

   議案第９号 平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算について 

   議案第１０号 平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算について 

   議案第１１号 平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算について 

   議案第１２号 平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算につ 

いて 

   議案第１３号 平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算について 

   議案第１４号 平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算につい 

           て 

第１６ 請願第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書  

第１７ 請願第２号 農協関係法制度の見直しに関する請願書 

 

○ 出席議員（１０名） 

    １番  遠 藤 共 子      ２番  石 川 正 人 

    ３番  三 浦 きみ子      ４番  大 矢 雅 史 

    ５番  森 岡 新 二      ６番  森   繁 雄 

   ７番  笹 木 利津子      ８番  森 山   務 

９番  鈴 木 一 男     １０番  堀   松 雄 

 

○ 欠席議員（０人） 

 

○ 地方自治法第１２１条により出席した者の氏名（１６名） 

    町 長  北   良 治 

    副 町 長  三 本 英 司 

    教 育 長  萬   博 文 

    会 計 管 理 者  篠 田 茂 美 

ま ち づ く り 課 長  相 澤   公 

くらしと 財務課 長  小 澤 克 則 

    ふるさと 振興課 長  碓 井 直 樹 

    お も い や り 課 長  馬 場 和 浩 

    ま ち な み 課 長  大 津 一 由 

    健康ふれ あい課 長  小 澤 敏 博 

    やすらぎの家施設長  表   久 義 

    教 育 次 長  山 﨑   静 

    くらしと財務課長補佐  秋 葉 秀 祐 

    教 育 委 員 長  堀   美 鈴 



 

    農 業 委 員 会 会 長  大 関 光 敏 

代 表 監 査 委 員  中 野 浩 二 

 

○ 職務のために出席した者の職氏名（２名） 

    議 会 事 務 局 長  岩 口   茂 

    庶 務 係 長  栗 山 ひろみ 

 

 

 

 

                               （１０時００分） 

                                       

開会・挨拶                             

 

●議長 

 皆さん、おはようございます。 

 只今、出席議員１０名で定足数に達しておりますので、平成２７年奈井江町議会第１

回定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

                                       

                                       

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

●議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、４番大矢議員、５番森岡議員

を指名します。 

                                       

                                       

日程第２ 会期の決定について 

 

●議長 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 おはかりします。 

 今期、定例会の会期は、本日から２０日までの１２日間としたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 



 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から２０日までの１２日間に決定しました。 

                                       

                                       

日程第３ 議長諸般報告                     

１．会務報告 

 

●議長 

 日程第３、議長諸般報告を行います。 

 会務報告は、書面のとおりですので、ご了承願います。 

                                       

                                       

２．議会運営委員会報告                    （１０時０２分） 

 

●議長 

 議会運営委員会報告について、委員長の発言を許します。 

 議会運営委員長、６番森議員。 

 

（議会運営委員長 登壇） 

 

●６番 

 皆さん、おはようございます。 

 第１回の定例会、出席大変ご苦労さまでございます。 

 本定例会までに議会運営委員会を開催致しておりますので、ご報告を申し上げます。 

 委員会開催日、調査事項、調査内容の順でご報告を申し上げます。 

 委員会開催日平成２７年１月２９日。 

調査事項は第１回臨時会に関する議会運営について。 

調査内容は、①会期及び議事日程について、②まちづくり計画の審議について。 

 委員会開催日平成２７年３月２日、調査事項、第１回定例会に関する議会運営につい

て、調査内容、①奈井江町議会委員会条例の一部を改正する条例（案）についてです。 

 委員会開催日平成２７年３月３日、調査事項は、第１回定例会に関する議会運営につ

いて、調査内容、①会期及び議事日程について、②議案審議について、③総括質問につ

いて、④町政一般質問について、⑤予算審査特別委員会の設置について、⑥請願、意見

案、陳情等の取り扱いについて、⑦会議案、調査等について、⑧要請等についてです。 

 以上、議会運営委員会を開催しておりますので、報告とします。 

                                       

                                       

３．委員会所管事務調査報告                  （１０時０４分） 



 

 

●議長 

 委員会所管事務調査報告について、委員長の発言を許します。 

 まちづくり常任委員長、８番森山議員。 

 

（まちづくり常任委員長 登壇） 

 

●８番 

 皆さん、おはようございます。 

 定例会出席、大変にご苦労さまでございます。 

 平成２６年第４回定例会におきまして付託されました調査事項の調査を終了しており

ますのでご報告を申し上げます。 

 委員会開催日平成２７年１月２３日、調査事項、調査第１号「学校経営及び中学校耐

震補強工事の実施状況について（現地調査含む）」 

 教育次長、総務学校教育係長の出席を求め現地調査を実施し、提出された資料の説明

を受け質疑を行いました。 

 調査内容は、１．学校経営の方針についてでは、教育目標、課題と改善策、教職員、

児童生徒数等であります。 

 ２．学校評価についてでは、職員、保護者、児童生徒アンケートについてであります。 

 ３．進路状況について。 

 ４．奈井江中学校耐震補強工事の実施状況についてです。  

 資料は別紙のとおりであります。 

 意見・要望としまして、学校評価においては、両校とも児童・生徒、保護者からの評

価は概ね良好であり、学力の向上においても、評価・改善・具体的方策を示しながら学

校全体での取り組みが行われているなど、努力しているところである。 

 学校経営においては、確かな学力、自己肯定感を高めることなどは、教師の力量・資

質向上が求められる。今後更に、家庭、教育委員会と共に連携し、信頼される学校づく

りに努力願いたい。 

 小中学校における耐震改修の取り組みが、本年度をもって完了した。引き続き、より

良い教育環境の整備に向け努力願いたい。 

 学校側のご理解をいただき奈井江商業高校の視察を行った。 

 高校の存続では、同校においても特色ある学校づくり、生徒確保への努力がなされて

いるところであり、本町の支援の拡充と共に大いに評価するものである。 

 今後とも学校等との連携を図り、支援が継続されるよう努力願いたいというものであ

ります。 

 次に、委員会開催日平成２７年１月２８日、調査事項、調査第２号「農業・林業事業

について」 

 ふるさと振興課長、農政主幹、農政係長、農政係主査の出席を求め提出された資料の

説明を受け質疑を行い検討しました。 



 

 調査内容は、農林水産業費各項目ごとの事業概要についてでは、産地ブランド確立支

援事業、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の概要、多面的機能支払い

制度の概要、中山間地域等直接支払制度の概要、環境保全型農業直接支払制度の概要、

日本型直接支払制度、経営所得安定対策等の概要についてであります。 

 資料は別紙のとおりです。 

 意見・要望としまして、本町における、農業・林業の事業全般にわたり、国の制度を

含めて事業の概要等について説明を受けた。 

 農業を取り巻く情勢の変化や課題に的確に対応し、良質米生産、産地ブランド化、農

業生産を支える土地改良事業などの取り組みが行われてきたことは、大いに評価するも

のである。 

 今後においても、国の農政改革が進む中、農業者をはじめ関係機関・団体と連携して、

本町農業の振興に向けた取り組みについて引き続き努めていただきたいというものであ

ります。 

 次、委員会開催日平成２７年２月１７日、調査事項、調査第３号「子ども・子育て支

援事業計画及び認定こども園の管理運営について（現地調査含む）」 

 おもいやり課長、認定こども園所長、子育て支援係長の出席を求め現地調査を実施し、

提出された資料の説明を受け質疑を行い検討した。 

 調査内容は、１．奈井江町子ども・子育て支援事業計画（第１期）素案について。 

 ２．認定こども園についてでは、奈井江町保育の状況、こども園入所状況、職員の配

置状況、平成２６年度認定こども園保育料、一時保育（利用案内と利用者数）、特色あ

る保育についてであります。 

 資料は別紙のとおりです。 

 意見・要望としまして、人口減少と少子化が進む中、子育て対策は重要な課題である。 

 本計画の策定にあたっては、「子ども・子育て会議」において検討がなされ、アンケ

ート結果や保護者、関係機関の意見を充分反映した内容であり、計画の推進について期

待するものであります。 

 認定こども園では、保護者の就労実態等を捉え、新年度から開園時間の延長が予定さ

れたことは評価するものであります。 

 今後においても、利用者ニーズや、園児の生活リズム等を考慮した運営に努めていた

だきたいというものであります。 

 次に、委員会開催日平成２７年２月１７日、調査事項、調査第４号「障がい者福祉計

画について」 

 おもいやり課長、福祉主幹の出席を求め提出された資料の説明を受け質疑を行い検討

しました。 

 調査内容は、奈井江町障がい者福祉計画第２期計画（素案）についてであります。 

 資料は別紙のとおりです。 

 意見・要望としまして、障がい者基本計画と障がい福祉計画を一体化した、障がい者

福祉計画・第２期計画（素案）では、関係機関、障がいのある人等で構成する、障がい

者地域自立支援協議会において検討がなされている。 



 

 これまでの基本的な考え方を踏襲しつつ、当事者の意見も充分反映された計画となり、

障がいのある人を主役とした支援体制が推進されるよう期待するものであります。 

 雇用と就労支援は、自立や社会参加に向けた重要な施策であり、今後においても、必

要な支援が活用されるよう望むものであります。 

 以上で、まちづくり常任委員会の報告を終了致します。 

                                       

                                       

４．例月出納定例検査報告                   （１０時１３分） 

 

●議長 

 次の例月出納定例検査報告につきましては、書面報告のとおりですので、ご了承願い

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 以上で、議長諸般報告を終わります。 

                                       

                                       

日程第４ 行政報告                      （１０時１３分） 

 

●議長 

 日程第４、行政報告を行います。 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 皆さん、おはようございます。 

 第１回定例会、大変ご苦労さまでございます。 

 平成２６年第４回定例会以降の主なる事項について、ご報告を申し上げます。 

 まちづくり課関係では、１月２０日に、「第６期まちづくり計画町民意見交換会」を

開催致しまして、区長・連合区長を始めと致しまして、まちづくり町民グループワーク、

町民委員会のメンバーなど、６０名を超える方々にお集まりを頂き、まちづくり計画の

基本構想、前期実施計画案について説明を行うと共に、意見交換を行いました。 

 ２月１９日には、「まちづくり町民委員会」を開催致しました。 

 ３カ年にわたる第３期委員会の最終日になった所でありますが、新年度予算について



 

の意見交換を行った所であります。 

 次に、ふるさと振興課関係でありますが、１月３１日、文化ホールの内外を会場に、

商工会主催の「ないえ冬まつり」が開催されました。 

 奈井江商業高校の生徒さんたちも参加する中、特産品の販売や人間ばんばなど、各種

イベントが行われたほか、ウェディング・セレモニーや管内でも初となります雪のステ

ージを使ったプロジェクション・マッピングなど、町内外から訪れた千人の方たちを大

いに楽しませたところであります。 

 以上、一般行政報告と致します。 

                                       

                                       

（教育行政報告）                       （１０時１５分） 

 

●議長 

 教育長。 

 

（教育長 登壇） 

 

●教育長 

 おはようございます。 

 第１回定例会のご出席、大変ご苦労さまでございます。 

 お手元にございます教育行政報告により、２点につきまして、ご報告を申し上げます。 

 まず１点目でございます。 

 １月１１日に開催をされました成人式でございます。 

 本年の該当者は、男性１７名、女性３０名、合わせまして４７名であります。 

 その内、男性１１名、女性２６名、計３７名が出席をし、北町長をはじめ、多数のご

来賓のご臨席を賜り、厳粛のうちに式典を挙行致しました。 

 その後、ミニコンサートを開催を致しまして、成人をお祝いしたところでございます。 

 第２点目でございます。 

 記載はございませんが、２月２７日、北海道教育委員会より、道立高校入試出願の最

終発表がなされたところでございます。 

 奈井江中学校におきましても、３年生、６２名の生徒諸君が、私立高校を含めて、１

７の高等学校の入学試験に臨んだところであります。 

 生徒諸君全員が、希望に満ちた春を迎えられるよう、祈念するところであります。 

 奈井江商業高等学校の出願状況につきましては、情報処理科、定員４０名に対し、出

願者数が５３名、１．３倍の出願率となったものでございます。 

 今後とも、高校側との連携を図りながら、魅力ある学校づくりに支援して参りたいと

考えてございます。 

 町民各位並びに議員各位のご理解とご協力を切にお願い申し上げます。 

 以上、教育行政報告と致します。 



 

 

●議長 

 以上で、行政報告を終わります。 

 

                                       

日程第５ 付託議案第１号の上程・報告・討論・採決       （１０時１７分） 

 

●議長 

 日程第５、付託議案第１号「奈井江町第６期まちづくり計画基本構想について」を議

題と致します。 

 本件については、奈井江町第６期まちづくり計画に関する調査特別委員長より、審査

報告書が議長に提出されておりますので、事務局長に朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

 （審査報告書）朗読 

 

●議長 

 奈井江町第６期まちづくり計画に関する調査特別委員長の細部報告について、発言を

許します。 

 奈井江町第６期まちづくり計画に関する調査特別委員長、９番鈴木議員。 

 

（９番 登壇） 

 

●９番 

 皆さん、改めまして、おはようございます。 

 奈井江町第６期まちづくり計画に関する調査特別委員会の審査結果について、ご報告

致します。 

 結果につきましては、先ほど局長から申し上げましたとおり、付託されました奈井江

町第６期まちづくり計画基本構想についての議案は、まちづくりのテーマ、３項目の基

本目標、５項目の政策の大綱などについて、全会一致をもって可とすることに決定致し

ました。 

 更に、前期実施計画では、委員会の審議において、各委員から出されました提言や要

望等について、充分検討され、これからのまちづくりに生かされるよう期待するもので

あります。 

 今後、議会と致しましても、予算委員会、決算委員会、常任委員会等において、改め

て検証を重ねて参る所存であります。 

 今委員会で出された提言・要望の中から抽出して、政策別に何点か申し上げます。 

 政策第１「安心して住みつづけるために」についてであります。 



 

 少子高齢化が急速に進展する中にあって、今後とも人口減少傾向が予想され、定住対

策が喫緊の課題であります。 

 個人住宅の建設支援策等において、拡充された取り組みを大きく期待するものであり

ます。実施にあたり、若年・子育て世帯への助成や保育・教育などの子育て支援とリン

クした多様な施策が十分活用されるよう、町内はもとより、近隣市町にも情報発信に努

めて頂きたい。 

 次に、地域公共交通は、生活交通手段を確保するうえで大変重要な事業であります。

町民の足として定着するよう、乗降実態等を捉えながら、本町に適した運行となるよう

努めて頂きたい。 

 次に、空き家の管理が課題となっていることから、今後示される国のガイドライン等

により、実態に応じた空き家対策の実施に向け検討願いたい。 

 次に、クリーンなまちづくりでは、近年１人当たりのごみ排出量が増加傾向にあり、

特に可燃ごみ減量や分別を一層進めるため、引き続き広報活動等に努めて頂きたい。 

 次に、地域の安全と地球環境へ配慮した、防犯灯・街路灯のＬＥＤ化更新事業につい

て、環境負荷の軽減、維持管理費の削減などからも事業の推進について努力願いたい。 

 政策第２「健康でいきいきと暮らすために」についてであります。 

 地域の安定した医療のために、先進的な砂川市立病院との病病連携をはじめ、広域的

な連携による、医療体制やネットワーク化の構築など、新たな取り組みについて期待す

るものであります。 

 次に、高齢者がいつまでも安心して暮らすために、地域に住む人が共に支えあう体制

づくりが必要不可欠であり、虐待防止や権利擁護、認知症の方々を支える取り組みにつ

いて、一層充実されるよう願いたい。 

 政策第３「心豊かに学びつづけるために」についてであります。 

 町独自の３５人学級の実施、体験農園事業、認定こども園からの英語体験など、特色

ある教育が一層充実されるよう期待するものであります。 

 奈井江商業高校の存続は、当町においても重要課題の一つであります。引き続き、子

ども達にとって魅力のある学校づくりに支援が継続されるよう取り組んで頂きたい。 

 政策第４「活力ある産業の推進のために」についてであります。 

 農業は、地域経済を支える基幹産業であり、持続的な発展をしていくことが大切であ

ります。このため、環境保全型農業、作業の効率化に向け、今後、講じられる施策のも

と、産地競争力のある農業づくりの推進に向けて努力願いたい。 

 次に、多機能型交流施設については、農協、商工会、町の３者で事業協定が結ばれて、

中心市街地の活性化に資する取り組みが継続的に展開されることを期待するものであり

ます。 

 政策第５「地域に根ざしたまちづくりのために」についてであります。 

 世代間の交流促進など、みなクルを活用したコミュニティカフェの開設では、様々な

波及効果が見込まれ、新たな取り組みを期待するものであります。 

 次に、行政情報の積極的な公開では、広報誌、ホームページのほか、様々な発信方法

の充実について検討願います。 



 

 次に、公共施設等総合管理計画においては、施設の長寿命化や維持管理等、長期的視

野に立った計画となることを期待するものであります。 

 行財政の運営にあたっては、地方交付税等が減少し、社会保障費等が増加しておりま

す。特に、各企業会計においては、介護報酬等の削減が見込まれており、さらに厳しさ

が増すことが危惧されることから、今後とも、住民の理解と共に、情報共有を図り、効

率的な行財政運営に努めて頂きたい。 

 以上が、奈井江町第６期まちづくり計画に関する調査特別委員会の審議の概要であり

ますが、引き続き、「おもいやり明日へ」をテーマとし、町民と一体となったまちづく

りを進めるため、本町の基本理念であります「町民と協働のまちづくり」が更に進みま

すよう期待し、特別委員会の報告と致します。 

 

●議長 

 付託議案第１号「奈井江町第６期まちづくり計画基本構想について」討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 付託議案第１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は、可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり、決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり、可決されました。 

                                       

                                       

日程第６ 報告第１号の上程・報告・討論・採決         （１０時２７分） 

 

●議長 

 日程第６、報告第１号「奈井江町高齢者福祉計画の策定について」を議題と致します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 



 

 定例会のご出席ご苦労さまでございます。 

 議案書の１頁をお開き下さい。 

 報告第１号「奈井江町高齢者福祉計画の策定について」 

 平成２７年度から平成２９年度までの３年間の奈井江町高齢者福祉計画を策定したの

で、次のとおり報告する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 別冊でお配りをしてございますが、概要について、担当課長から説明させますので、

よろしくお願い致します。 

 

●議長 

 健康ふれあい課長。 

 

●健康ふれあい課長 

 改めまして、おはようございます。 

 第１回定例会ご出席、大変、お疲れさまでございます。 

 それでは、報告第１号、奈井江町高齢者福祉計画の内容につきまして、別冊でお配り

をしております「奈井江町高齢者福祉計画書」により、計画の概要をご説明申し上げま

す。 

 まず、１頁目をご覧願います。 

 「第１章 基本的な考え方」の「第１節 計画策定の趣旨」でありますが、医療・保

健・予防・住まい・生活支援サービスが一体的に提供される「地域包括ケアシステム」

の一層の推進とともに、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるよう、本

町の実情に応じた認知症支援などの充実、医療と介護の連携強化、高齢者自らが担い手

として活躍できる生活支援サービスの充実などを推進していくことを、本計画で策定す

るものであります。 

 「２．法令等の根拠」につきましては、老人福祉法並びに介護保険法の各規定に基づ

き、高齢者福祉事業と介護保険事業を一体的に取り扱った内容となっており、空知中部

広域連合が策定を致します「第６期介護保険事業計画」との整合性を図りながら策定を

行ったものであります。 

 ２頁目をご覧願います。 

 「３．計画作成の時期、期間及び見直し時期」でありますが、本計画につきましては、

第６期計画と致しまして、平成２７年度から２９年度までの３年間の計画でありますが、

団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年を見据え、奈井江町地域包括ケア計画として

も策定を致します。 

 また、見直しの時期につきましては、平成２９年度とし、平成３０年度から３２年度

までの次期計画を作成する予定であります。 

 「第２節 計画策定の目指す方向」の「２．基本方針」につきましては、３頁にわた

りますが、「要介護状態の軽減、悪化の防止、要介護状態となることを予防」「住み慣

れた地域での継続した生活の実現」「ニーズに応じた多様な住まいの確保」「一人ひと



 

りの状態に応じた適切なサービスの提供」「高齢者の積極的な社会参加」「高齢者の権

利擁護」の６項目を計画策定の柱として進めることとしております。 

 ４頁目をご覧願います。 

 「第２章 高齢者の現状と推計」では、国勢調査等による「人口推移」を、５頁から

７頁にわたっては「要介護認定者数の推移」、「サービス利用者の推移」など、平成３

７年までの数値を各種統計資料をもとに推計しております。 

 ８頁目をご覧願います。 

 「第３章 サービス提供の現状と推計」では、第１節と致しまして介護保険給付対象

サービスの現状と推計を１８頁までにわたり記載しております。 

 ２４年度から２６年度までの３年間の介護保険サービスの推移の中では、介護保険制

度の定着化と合わせまして、在宅の要介護者が増加傾向にあり、在宅サービスについて

は、訪問介護、通所介護を中心に増加傾向にあります。 

 今後の推計と致しましては、在宅サービスを中心として進められることが予測されま

すので、利用者の増加を見込んでおります。 

 この中で、８頁の訪問介護と１０頁の通所介護、それと１４頁目の介護予防支援のそ

れぞれの予防給付サービスにつきましては、介護保険制度改正によります介護予防・日

常生活支援総合事業と致しまして本年１０月に移行し、今後重要となる生活支援サービ

スなどとの一体的な提供づくり、基盤づくりに、町が主体となって取り組んで参ります。 

 飛びまして、１９頁をご覧願います。 

 「第２節 介護保険給付対象外サービスの状況」では、２２頁にわたりますが、福祉、

保健サービスから生涯学習、社協事業、老人クラブ等の自主事業までに至る様々な取り

組みについてその方向性を記載しております。 

 ２３頁をご覧願います。 

 第４章「地域支援事業の推進」につきましては、図でお示ししているとおり、制度改

正によります地域支援事業の充実が図られました。 

 新たな介護予防・日常生活支援総合事業と致しまして、それぞれの地域の実情に応じ

た多様な主体によるサービス提供が可能となるよう新しい介護予防・生活支援サービス

事業として細分化されたこと、現行の１次予防と２次予防事業が、一般介護予防事業と

して統一されたこと、包括的支援事業に在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、

生活支援サービスの体制整備が加えられたことであります。 

 ２５頁にわたりますが「２の介護予防事業」では、保健センターで現在取り組んでお

ります健康づくり事業を中心に一般介護予防事業として実施致します。 

 ２５頁をご覧下さい。 

 「３の新総合事業」では、先ほどご説明致しました新たな介護予防・日常生活支援総

合事業について記載をしております。 

 ２６頁をご覧下さい。 

 ２９頁にわたりますが、（４）新総合事業の実施と致しまして、①の介護予防・生活

支援サービス事業を、ア.訪問型サービス、イ.通所型サービス、ウ.その他生活支援サ

ービスを柱として進めて参ります。 



 

 ２９頁をご覧下さい。 

 ３１頁にわたりますが「４．包括的支援事業」では、地域包括支援センターを中心と

致しまして、機能をより充実し、関係機関との連携体制を強化しながら事業を進めて参

ります。 

 ３１頁目の「５．任意事業」につきましては、桜ヶ丘団地で実施しております「シル

バーハウジング」入居者への生活援助員による安否確認等の事業を引き続き位置づけて

おります。 

 ３２頁をご覧願います。 

 第５章では「介護保険給付費及び介護保険料の推計」について記載しておりますが、

３３頁にわたります奈井江町分の介護保険給付費の推計と、３４頁、３５頁では空知中

部広域連合関係市町全体の推計に分け、記載しております。 

 ３６頁をご覧下さい。 

 平成２７年度から平成２９年度までの第１号被保険者に係る介護保険料につきまして

は、空知中部広域連合が、１市５町の介護保険対象サービスの推計費用額を合計し、国

が定めるワークシートにより算出した結果、基準月額４，９８０円となったところであ

ります。 

 現行４，５９０円に対しまして３９０円の増となったところであります。 

 その主な要因と致しましては、サービス量の見込み増や第１号被保険者保険料負担率

が２１％から２２％に変更となったことなどによる増額の要因に対しまして、介護保険

準備基金の充当、介護報酬のマイナス改定による減額調整を図りながら、基準月額を算

定したところであります。 

 ４０頁目をご覧下さい。 

 第６章の「計画推進のための具体的な取り組み」の第１節 主な取り組み事項では、

４５頁にわたりますが、「１つ目と致しまして介護サービス提供体制の充実」「２つ目

と致しまして認知症高齢者支援対策の推進」「３つ目と致しまして医療と介護の連携」

「４つ目と致しまして高齢者の居住に係る施策との連携」「５つ目と致しまして生活支

援体制の整備」「６つ目としまして介護予防の推進」「７つ目としまして高齢者の社会

参加・生きがいづくりの推進」の７項目に分け、それぞれの課題と具体的な取り組みに

ついて記載しております。 

 ４７頁では、第２節 計画の推進管理、第３節 総合相談、苦情相談、広報体制につ

いて記載しております。 

 以上、高齢者福祉計画の概要につきましてご説明申し上げました。 

 よろしくご審議の程、お願い申し上げます。 

 

●議長 

 以上、報告事項でありますが、特に質疑があれば、許します。 

 鈴木議員。 

 

●９番 



 

 只今、課長から内容について、概要について説明がありました。 

 私はここの中で、内容について、どうのこうのでありませんけれども、今回、報告の

第２号では障がい者福祉計画、そして、議会提出ではなくて、議員提出に対して、子ど

も・子育て支援事業計画というようなものも今回あるわけなんですよね。 

 その中で、今ほどの説明の一番後段で、第２節、計画の推進管理という表記の中で、

他の計画書を見ますと一番分かりやすいのが、先ほど申し上げましたように、子ども・

子育て支援事業計画、ここの中で、計画の推進、並びに進行管理ということで、表記と

しましては、ＰＤＣＡサイクルに基づいて、点検をやって新しい事業に向けていくとい

うような子ども子育て計画の中で、表記されているんですが、私とすれば、この表記は

非常に分かりやすくて、良い表記でないかなというふうに思っております。 

 したがって、横の連携を取りながら、おもいやり課、健康ふれあい課、そして教育委

員会の今の計画ですけれども、このような形で分かりやすい方向で、表記して差し支え

ないんでないかと思いますけれども、出来ればお願いも含めて説明を頂きたいと思いま

す。 

 

●議長 

 健康ふれあい課長。 

 

●健康ふれあい課長 

 只今の鈴木議員のご質問ということ、意見ということで、お伺いをしてございますが、

この高齢者福祉計画につきましても、お話の通り、子育て支援等々の計画と同じように、

ＰＤＣＡサイクル、これは非常に重要なことだというふうに考えておりまして、それぞ

れこの計画に基づいた事業をそれぞれ計画をし、実行をし、その中で、評価をする、そ

の上でまたより良いものに取り組んでいくということが基本となってございますので、

他の計画と同じように、この計画につきましてもそのサイクルを取り入れながら、進め

ていかなければならないなということが一つと、もう一つはやはり他の計画との整合性

というものも、当然大事なことになって参ります。 

 この計画の中にも私どもの担当する事業以外の教育委員会、おもいやり課等々との事

業も含んでございますので、その分につきましても、十分、他の課との連携を取りなが

ら、進めて参りたいと考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願い申し上げま

す。 

 

●議長 

 他に質疑ございませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑を終わります。 



 

 報告第１号を報告済みと致します。 

                                       

                                       

日程第７ 報告第２号の上程・報告・討論・採決         （１０時４２分） 

 

●議長 

 日程第７、報告第２号「奈井江町障がい者福祉計画の策定について」を議題と致しま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書の２頁をお開き下さい。 

 報告第２号「奈井江町障がい者福祉計画の策定について」 

 奈井江町障がい者福祉計画を策定したので、次のとおり報告する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本計画につきましては、障がい者基本法第１１条第３項に基づく、市町村障がい者基

本計画の第３期計画であり、同条第８項の規定に基づき、議会に報告をしようとするも

のであります。 

 担当課長に概要について説明させますので、よろしくご承認をお願い致します。 

 

●議長 

 おもいやり課長。 

 

●おもいやり課長 

 改めまして、おはようございます。 

 第１回定例会出席、大変お疲れさまでございます。 

 それでは、報告第２号、奈井江町障がい者福祉計画についてご説明をさせて頂きます。 

 別冊でお配りしております「奈井江町障がい者福祉計画書」をご覧願います。 

 まず、２頁をお開き願います。 

 本計画の策定に当っては、「障がい者基本法」に基づきまして、障がい者の施策全般

に渡る、基本的な事項を定める「障がい者基本計画」として、今回、平成２７年度から

平成２９年度までの３ヵ年を第３期計画として定め、町議会に報告するものであります。 

 また、図右側の「障害者総合支援法」に基づき、サービス見込み量を推計し、数値目

標を具体的に規定した「障がい福祉計画」につきまして、今回、第４期計画としている

ところでございます。 

 このように、それぞれ、法律で策定が義務づけられております「障がい者基本計画」



 

と「障がい福祉計画」の二つを「奈井江町障がい者福祉計画」として一体化した計画で

ございます。 

 この計画は、国、北海道の関連計画との整合並びに、「奈井江町おもいやりの障がい

福祉条例」の考えを取り入れながら、「第６期まちづくり計画」との整合を図りながら、

「奈井江町障がい者地域自立支援協議会」において協議を進めてきたところでございま

す。 

 ５頁をお開き願います。 

 ５頁に移りまして、第２章では、町の人口推移を記載しているところでございます。 

 ７頁目をお開き頂きたいと思います。 

 ７頁目以降につきましては、障がいのある人の状況について、過去５ヵ年の推移をま

とめているところでございます。 

 続きまして、１２頁に移らさせて頂きますが、第３章 障がい者基本計画においては、

基本理念を「障がいのある人もない人も住み慣れたまちで、共に安全で安心して暮らす

まちづくり」と定め、障がいに対する理解、誤解や偏見の解消、差別や虐待がなく、一

人一人の権利が尊重される、まちづくりの実現を目指すものとしております。 

 １３頁、第２節では、この計画の基本的方向として、４つの基本目標を定めていると

ころでございます。 

 １５頁から２６頁に渡りましては、第４節で、この基本目標に基づく、４つの施策の

推進でございます。 

 １の、「平等と人権尊重」では、まちづくりのパートナーとして全ての人の平等、人

権尊重を基本としているところでございます。 

 １６頁に移りまして、２、「理解と権利擁護」では、障がいへの理解を高めるための

広報、交流機会の促進、権利擁護の取組みを、１８頁に移りますが、１８頁の３、「協

働と共生」では、安全で安心して暮らすための、生活環境の整備、保育・教育、保健医

療の充実などの取組みを記載しております。 

 ２３頁をご覧下さい。 

 ４、「自立と参加」では、雇用と就労支援、障がい福祉サービス、交流機会の促進な

どにつきまして、推進策を示したところでございます。 

 ここまでが、障がい者基本法に基づきます「障がい者基本計画」となってございます。 

 続きまして、２７頁をご覧願います。 

 第４章では、障害者総合支援法に基づく「障がい福祉計画」であります。 

 ２９頁をお開き願います。 

 第２節では、障がいサービス提供体制の現状と実績を記載しているものでございます。 

 ３１頁に移りますが、２ 計画の達成状況では、過去３ヵ年の計画量と実績量並びに

平成２６年度の見込み量をまとめたところでございます。 

 少し飛びまして、３７頁、第３節では、第４期計画推進のための基本的事項と致しま

して、計画の基本理念につきまして、北海道の計画との整合を図りながら、３点にまと

めたところでございます。 

 この基本理念に基づきまして、下段の計画推進の基本方針では、障がい福祉サービス



 

に関する基本的な考え方として、３８頁になりますが、サービス基盤、就労の促進、相

談支援体制などの考え方を示しているところでございます。 

 ３９頁をご覧願います。 

 ３では、平成２９年度における、目指すべき数値目標の設定を示しているところでご

ざいます。 

 ４０頁に移りまして、第４節では、平成２９年度までの３ヵ年のサービスの見込み量

について、年度別に推計したものでございます。 

 少し飛びまして、４５頁になりますが、第５節では、サービス見込量の確保の方策に

ついて、事業者への情報提供や、居住の場の確保、４６頁には、地域生活支援事業、相

談支援体制などについての方策を示したところでございます。 

 なお、４８頁目以降につきましては、参考資料と致しまして、協議会の設置要綱等を

添付したところでございます。 

 以上、「奈井江町障がい者福祉計画」について、報告させて頂きました。 

 ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

●議長 

 以上、報告事項でありますが、特に質疑があれば、発言を許します。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 報告第２号を報告済みと致します。 

 ここで若干の休憩をはさみたいと思います。 

 １１時００分まで暫時休憩と致します。 

 

（休憩）                                 

                                       

日程第８ 議案第１号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１１時００分） 

 

●議長 

 日程第８、議案第１号「平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第８号）」を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 



 

 議案書の３頁をお開き下さい。 

 「平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第８号）」 

 平成２６年度奈井江町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，１０１

万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億８，９５７万３千円

とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越し

て使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 地方債の補正、第３条、地方債の追加・変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１款町税５，０４０万３千円を追加し７億９，５９９万３千円、１０款地方交

付税２１８万円を追加し２２億８，９８３万３千円、１１款交通安全対策特別交付金６

０万円を減額し０円、１２款分担金及び負担金２７９万８千円を追加し２，７７９万１

千円、１３款使用料及び手数料９２万８千円を追加し１億１，５９４万９千円、１４款

国庫支出金９８２万５千円を減額し２億６，４１５万２千円、１５款道支出金７８１万

２千円を減額し３億２，７６５万９千円、１６款財産収入２５万円を追加し１，２９２

万３千円、１７款寄付金６２万３千円を追加し１，５８０万７千円、次の頁、１８款繰

入金８，３８８万９千円を減額し２億１４３万円、２０款諸収入３７万３千円を減額し

１億６５３万円、２１款町債３，５７０万円を減額し３億１，４８３万８千円、歳入合

計８，１０１万７千円を減額し４６億８，９５７万３千円。 

 次の頁。 

 歳出、１款議会費２５万円を減額し４，２５３万２千円、２款総務費７４５万７千円

を追加し３億２，２２０万６千円、３款民生費６，６０８万３千円を減額し８億７，３

８１万１千円、４款衛生費１６７万５千円を減額し６億９，４０６万３千円、６款農林

水産業費７４５万９千円を追加し２億８，４２０万６千円、７款商工費５９１万８千円

を減額し９，１５２万２千円、８款土木費２７７万５千円を減額し５億６，７００万４

千円、９款消防費１９６万１千円を追加し１億２，０９５万５千円、１０款教育費１，

７１７万７千円を減額し２億１５５万３千円、次の頁、１１款公債費３７５万１千円を

減額し７億８，０２９万１千円、１２款職員費２６万５千円を減額し７億３４６万２千

円、歳出合計８，１０１万７千円を減額し４６億８，９５７万３千円。 

 第２表、繰越明許費、款、項、事業名、金額の順で申し上げます。６款農林水産業費、

農地費の農業基盤整備促進事業で１，３０９万５千円、８款土木費、住宅費の公営住宅

屋根改修工事で９３０万円。 

 第３表、地方債の補正、追加と致しまして、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、

償還の方法の順で申し上げますが、町道１３号東線（イ）歩道拡幅工事、１，２５０万



 

円を追加し１，２５０万円。 

 普通貸借または証券発行４．０％以内。ただし、利率見直し方式で借入れる資金の利

率見直しを行った後については、当該見直し後の利率による。政府資金については、そ

の融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借

換えすることができる。 

 変更と致しまして、過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業）でありますが、１，２

５０万円を減額し８，９２０万円であります。 

 起債の方法、利率、償還の方法については変更がございません。 

 一般会計補正予算（第８号）の概要についてご説明を申し上げます。 

 

 今回の補正につきましては、後に提案をさせて頂きます、特別会計及び企業会計の補

正予算も含めまして、事業費の確定などによる精査が主なものであります。 

 それでは、歳出から説明を申し上げます。 

 ２４頁をお開き下さい。 

 議会費では、旅費の精査により２５万円を減額計上。 

 ２５頁の総務費では、その他一般行政に要する経費で、臨時資格者賃金などの精査に

より９３万８千円を減額。 

 行政情報システムに要する経費では、自治体情報システム協議会負担金等の精査によ

り２００万５千円を減額。 

 ２６頁、開町７０年事業に要する経費では、事業の確定による精査で３５万８千円を

減額。 

 ２８頁、まちづくり定住促進対策事業に要する経費では、事業の見込み精査により３

５３万円を減額。 

 ２９頁、国際交流に要する経費では、旅費等の精査により１４２万６千円を減額。 

 ３０頁の、地域振興基金積立金では、ご寄附による積立金を追加計上したほか、利息

分の積立の精査を行い３４万５千円を追加。 

 ３２頁、選挙管理委員会に要する経費では、町長選挙、３４頁の農業委員会委員選挙、

３５頁の衆議院議員選挙では、それぞれ事業費の精査を行いまして合わせて４２２万２

千円を減額計上致しております。 

 ３７頁の民生費では、障がい者支援に要する経費で、扶助費等の見込み精査を行い３，

９４９万１千円を減額。 

 ３９頁の国民健康保険事業会計繰出金では、基盤安定負担金の確定により５２９万円

を追加計上。 

 臨時福祉給付金に要する経費では、事業費の精査を行って３３２万５千円を減額計上

致しております。 

 ４１頁の後期高齢者医療保険に要する経費では、基盤安定負担金の確定等により２３

１万９千円を減額。 

 ひとり親医療給付事業に要する経費では、扶助費の見込み精査を行い１９４万円を減



 

額。 

 ４２頁の重度心身障がい者医療給付事業に要する経費では、同じく見込み精査により

６０８万１千円の減額。 

 老人総合福祉施設事業会計繰出金では、がんばる地域交付金充当事業と致しました、

ナースコール・ボイラー更新の事業費精査を行って２５７万８千円を減額計上致してお

ります。 

 ４３頁の介護保険事務に要する経費では、空知中部広域連合への負担金の確定により

５９３万４千円を減額。 

 下段の児童手当の支給に要する経費では、扶助費の見込み精査で２２８万円を減額。 

 ４４頁、子ども医療費助成事業に要する経費では４２６万２千円を減額。 

 ４５頁から４６頁に渡りますが、認定こども園の管理運営に要する経費では、臨時保

育士賃金、また需用費等の精査を行い１３５万９千円を減額計上致しております。 

 ４７頁の衛生費では、病院事業会計繰出金で、がんばる地域交付金充当事業と致しま

した、医療機器購入に係る繰出金等の精査で８１０万５千円を追加。 

 下段の一般成人病予防事業に要する経費では、各種がん検診委託料等の精査を行い１

９９万５千円を減額。 

 ４８頁、その他予防事務に要する経費では、各種予防接種委託料の精査で３４４万円

を減額計上致しております。 

 ５１頁のごみ処理に要する経費では、中・北空知廃棄物処理広域連合負担金等の精査

を行い１１４万５千円を減額。 

 一般廃棄物最終処分場の管理運営に要する経費では、埋立地覆土委託料の精査を行っ

て１１３万円を減額。 

 し尿処理に要する経費では、ＭＩＣＳ事業負担金の精査を行い１６６万１千円を減額

計上致しております。 

 次に、５３頁の農林水産業費では、農業振興に要する経費で、国の補正予算に対応し、

青年就農給付金事業に要する経費８２５万２千円を追加計上致しております。 

 ５４頁、道営土地改良に要する経費では、事業の見込み精査で２０９万６千円を減額。 

 石狩川下流左岸事業に要する経費では、農地等緊急保全整備事業に係る償還金の精査

６６２万円を追加。 

 ５６頁、道営水利施設整備事業に要する経費では、本年度の事業確定による精査で４

６９万６千円を減額。 

 農業基盤整備促進事業に要する経費では、事業量の精査を行い２７４万３千円を追加

計上致しております。 

 ５８頁、商工費では、中小企業振興保証融資に要する経費で、利子補給交付金等の精

査を行い１６７万３千円の減額。 

 ５９頁、交流プラザみなクルの管理運営に要する経費では、光熱水費等の精査で２８

９万３千円を減額計上致しております。 

 次に、６１頁の土木費では町道新設改良事業に要する経費で、町道１９号東線（新生

橋）改修工事等の事業費精査を行い３２５万５千円を減額。 



 

 ６２頁、防災に要する経費では、防災用備品購入費等２０９万１千円を減額。 

 ６４頁、下水道事業会計繰出金では、精査を行い５２７万円を減額。 

 ６５頁になりますが、公営住宅の建設・除却・改善に要する経費では、国の予算執行

状況に対応し、平成２７年度において予定をしておりました、みのり団地の屋根改修工

事を前倒しすることとし、これと併せて精査を行い９０８万６千円を追加計上致してお

ります。 

 ６６頁の消防費では、負担金の見込み精査で１９６万１千円を追加。 

 ７３頁、教育費では、公民館の管理運営に要する経費で、光熱水費、燃料費等の見込

み精査により１１８万１千円を減額。 

 ７４頁、文化ホールの管理運営に要する経費では、ホールの大規模改修工事の一部の

次年度延期や、光熱水費等の見込み精査を行い１，２３５万８千円を減額計上したとこ

ろであります。 

 ７７頁の長期償還金利子では、見込精査で３７３万３千円を減額致しております。 

 次に、歳入について説明致しますので、１０頁をお開き下さい。 

 町税の法人町民税では、製造業等の納付実績を踏まえた見込み精査を行い、町民税で

４，７６５万８千円を追加計上。 

 １１頁、地方交付税では、普通交付税の、国の補正予算による調整額の復活が行われ

たことによりまして２１８万円を追加。 

 分担金及び負担金では、学童保育利用者負担金、道営土地改良事業負担金などの見込

み精査を行い２７９万８千円を追加。 

 １４頁、国庫支出金では、１５頁に渡りますけれども、がんばる地域交付金７９３万

３千円、社会保障・税番号システム整備費補助金４５７万円を追加計上。 

 下段にわたりますが、公営住宅整備に係る社会資本整備総合交付金で４１９万３千円

を追加計上したほか、障がい者自立支援給付費等負担金の精査を行いまして合わせて９

８２万５千円の減額計上であります。 

 １６頁で１８頁に渡りますけれども、道支出金、青年就農給付金事業補助金８２５万

円を追加、障がい者自立支援給付費の精査による合計で７８１万２千円の減額計上であ

ります。 

 １９頁、財産収入では、貸家・貸地料、基金運用収入などの精査で２５万円を追加。 

 ２０頁の、寄附金では高石様、ふるさと納税で高野様ほか２９名のご寄付６２万３千

円を追加しております。 

 繰入金、基金繰入金の地域振興基金繰入金では、農業担い手基金繰入金の精査で４２

万１千円を減額。 

 特別会計繰入金、国保健康保険事業会計繰入金では、肺炎球菌ワクチン予防接種助成

費等の精査を行い３０万３千円を追加計上しております。 

 諸収入では、２１頁、児童福祉受託事業収入で保育所広域入所委託料の精査で７１万

６千円の追加。 

 道営換地計画受託事業収入では、事業の精査で７８万５千円を減額。 

 ２２頁、重度心身障がい者高額医療収入、及び、ひとり親等高額医療収入などの見込



 

み精査で合計３７万３千円を減額計上致しております。 

 町債では、各事業費の見込み精査を行い合計３，５７０万円の減額計上であります。 

 以上における歳入歳出の差１億４２２万４千円につきましては、歳入予算２０頁中段

にございます、財政調整基金繰入金８，３７７万１千円の減額を行ったほか、歳出予算

３０頁でありますが、財政調整基金に残りを積立てを行い、収支の均衡を図ったところ

であります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長                            （１１時１８分） 

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 森岡委員。 

 

●５番 

 只今、説明がありました一般会計の補正予算ですけれども、２点、お尋ねします。 

 まず１点目は、３９頁、歳出における老人福祉費の中の臨時福祉給付金に要する経費

でありますが、３３２万５千円の減額ということでありますけども、これ確か、消費税

が上がるにあたって、影響が特に大きいであろうという老人に対して支給をするもので

ありましたけれども、あくまでこれは本人からの申請に基づく、申請に基づいての支給

でありますので、１００％ということは、難しかったのかなと、担当課に聞いても最大

限の努力をされたということは伺っておりますけれども、これ最終的に、特にこの負担

金と補助金、交付金の部分で２６９万５千円が経費ではなくて、実支給の分で減ってい

るということについては、最終的に今の段階で支給率がどの程度になったのか、まずお

尋ねしたいということと、これ年度事業ですから、３月をもって、終了ということにな

るのかもしれませんけど、今後のことについてももし何か今、決まっていることがあり

ましたら、ご説明頂きたいと思います。  

 それと、もう１点につきましては、７４頁の文化ホールにおける改修について、一部、

次年度への繰り延べということで、今年度実施出来なかったということでありますけれ

ども、その理由について、ご説明を頂きたいと思います。 

 以上です。 

 

●議長 

 おもいやり課長。 

 

●おもいやり課長 

 只今の森岡議員からのご質問でございますけれども、臨時福祉給付金のことにつきま

して、最終の支給率はという、まずお話だったと思うんですけれども、最終的な申請率

については、該当と思われる世帯数が１０７５世帯中、申請については９３５世帯とい

うことの８６．９８％が申請率というふうになったものでございます。 



 

 こちらにつきましては、先ほど森岡議員のご質問にありましたとおり、当町と致しま

しては、通常、３か月でもいい、受付期間を６か月に伸ばし、最大限周知等々をしてき

たということの、ことでございますので、ご理解の方を頂きたいと思いますし、また、

今後のことなんですけれども、まだ細かい詳細は出ておりませんけれども、また、来年

度においてもこの臨時福祉給付金というのは、子育ても合わせまして継続されるという

ことで、国の予算を通ったというような部分も聞いておりまして、今までの１万円、対

象者１人当たり１万円が今度６千円に減るというような形の中で、年金の加算部分につ

いてはなしというような形で、今の所、情報が入っているところでございます。 

 また、合わせまして、子育ての方も、１万円というものから３千円ということに、１

人当たりの児童対象者の給付額が下がるというようなことが言われているところでござ

いまして、こちらの来年度の進め方と致しましても、今年度の実施しました通り、周知

徹底をした中でまた勧奨等も努めまして、更に、１年間経過、実績を踏まえたいという

ことで、全道、全国的な率を上げれた事例も検証しながら、進めさせて頂きたいと思い

ますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 

●議長  

 くらしと財務課長。 

 

●くらしと財務課長 

 只今、森岡議員から質問ありました文化ホールの事業の関係でございますが、文化ホ

ールの大規模改修事業につきましては、過疎債を借りて事業を執行する予定で進めてお

りましたが、２６年度につきましては、全道的に過疎の事業に非常に要望が多く、奈井

江町の方で要望を出しました当初の予定額が満ど借りれない状況となりました。 

 そういったことから、当初、文化ホールの音響設備を秋以降に実施をする予定でした

が、まだ執行してないということの中で、やもえず、その部分につきまして、次年度に

執行を遅らせたということでございますので、よろしくご理解を頂きたいと思います。 

 

●議長 

 他にございませんか。 

 森議員。 

 

●６番 

 私の方からは１１頁の歳入について、捉え方として、お聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 １１頁の交通安全対策費交付金の中で、補正の中で、当初予算が６０万組んでいるん

ですけれども、補正で、６０万減額されまして、今年度は０ということなんですけれど

も、これは、財源としては、交通違反者のキップの代金が国の財源かなと思いますけれ

ども、配分の中では、各自治体や何かの事故だとかそういう割合も加味されて配分され

るのかと思いますけれども、この減額になった理由が分かれば教えて欲しいです。 



 

 

●議長 

 くらしと財務課長。 

 

●くらしと財務課長 

 只今の森議員のご質問でございます。 

 交通安全対策特別交付金の減額理由でございますが、この交付金につきましては、交

通事故の発生件数、また道路延長等を基礎に毎年度交付金の金額が算定される仕組みと

なってございますが、平成２６年度の交付金の算定基礎となっております、事故発生件

数につきましては、平成２４年と２５年の数値を算定基礎にしてございますが、この事

故の発生件数が少なかったということが、原因で、交付金の交付対象の下限額でありま

す２５万円が下限額になってございますが、算定の結果、その数字を下回ったというこ

とで、結果的に交付額が０になったということでございますので、ご理解を頂きたいと

思います。 

  

●議長 

 他に質疑ございませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

 

                                       

日程第９ 議案第２号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１１時２６分） 



 

 

●議長 

 日程第９、議案第２号「平成２６年度奈井江町国民健康保険事業会計補正予算（第２

号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書８０頁をお開き下さい。 

 議案第２号「平成２６年度奈井江町国民健康保険事業会計補正予算（第２号）」 

 平成２６年度奈井江町の国民健康保険事業会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３１１万７千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４，１５０万１千円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１款国民健康保険税５２７万円を減額し１億３，２５４万３千円、３款財産収

入２万２千円を追加し４万５千円、４款繰入金１，７３５万２千円を減額し４，８３３

万５千円、６款諸収入２，５７１万７千円を追加し５，５０４万８千円、歳入合計３１

１万７千円を追加し２億４，１５０万１千円。 

 歳出、１款総務費１３８万１千円を追加し２億３，７１２万７千円、２款基金積立金

１万７千円を追加し４万円、３款公債費３千円を追加し５千円、４款諸支出金１７１万

６千円を追加し４２５万６千円、歳出合計３１１万７千円を追加し２億４，１５０万１

千円。 

 国民健康保険事業会計補正予算（第２号）の概要についてご説明を申し上げます。 

 歳出より説明いたしますので、８２頁をお開き下さい。 

 総務費では、空知中部広域連合への分賦金の増額などによりまして１３８万１千円を

追加計上。 

 ８８頁の基金積立金では、基金利息の増額１万７千円を追加。 

 公債費では、一時借入金利子３千円をそれぞれ追加致しております。 

 ８９頁の諸支出金では、直営診療施設勘定繰出金の確定により１７１万６千円を追加

計上しております。 

 次に、歳入ですが、８３頁にお戻り頂きまして、国民健康保険税で、賦課実績による

見込み精査を行い５２７万円を減額。 



 

 ８４頁の財産収入では、基金利子の見込み精査で２万２千円を追加。 

 繰入金の一般会計繰入金では、保険基盤安定繰入金の確定により５２８万８千円を追

加。 

 ８５頁、諸収入の雑入では、平成２５年度の決算が確定したことに伴う空知中部広域

連合からの返還金２，３９５万６千円を追加計上した他、諸収入合計で２，５７１万７

千円を追加計上致しております。 

 以上における歳入歳出の差２，２６４万円につきましては、８４頁の国保基金繰入金

を同額減額計上して収支の均衡を図ったところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第１０ 議案第３号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１１時３１分） 

 

●議長 

 日程第１０、議案第３号「平成２６年度奈井江町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）」を議題とします。 



 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書９１頁をお開き下さい。 

 議案第３号「平成２６年度奈井江町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」 

 平成２６年度奈井江町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８９０万５

千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９，２４２万１千円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１款後期高齢者医療保険料６６６万３千円を減額し６，１２０万３千円、３款

繰入金２２３万８千円を減額し３，０９９万５千円、５款諸収入４千円を減額し１万９

千円、歳入合計８９０万５千円を減額し９，２４２万１千円。 

 歳出、１款総務費１万２千円を減額し２４万９千円、２款後期高齢者医療広域連合納

付金８８８万９千円を減額し９，２１２万５千円、３款諸支出金３千円を減額し１万８

千円、４款予備費１千円を減額し２万９千円、歳出合計８９０万５千円を減額し９，２

４２万１千円であります。 

 補正予算（第２号）の概要について、歳出からご説明を申し上げます。 

 ９６頁、総務費では、見込み精査で１万２千円を減額。 

 後期高齢者医療広域連合納付金では、負担金の見込精査を行い８８８万９千円を減額。 

 諸支出金では、保険料還付金３千円を減額致しております。 

 次に、歳入ですが、９４頁の後期高齢者医療保険料では、算定実績による見込み精査

を行い６６６万３千円を減額。 

 繰入金では、保険基盤安定繰入金など一般会計繰入金の見込み精査で２２３万８千円

を減額計上致しております。 

 諸収入では、保険料還付金の見込み精査で４千円を減額計上。 

 以上で、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定

をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 



 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第１１ 議案第４号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１１時３５分） 

 

●議長 

 日程第１１、議案第４号「平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第５

号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書９８頁をお開き下さい。 

 議案第４号「平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第５号）」 

 平成２６年度奈井江町の下水道事業会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９６１万２

千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９，９１０万円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 



 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１款使用料及び手数料４３万３千円を追加し１億２，４４６万２千円、２款分

担金及び負担金２２万５千円を追加し７６万７千円、３款繰入金５２７万円を減額し２

億４，８４６万７千円、６款町債５００万円を減額し１億１，８８０万円、歳入合計９

６１万２千円を減額し４億９，９１０万円。 

 歳出、１款下水道費５５１万８千円を減額し７，００２万６千円、２款公債費１９４

万６千円を減額し４億２，９０７万４千円、３款予備費２１４万８千円を減額し０円、

歳出合計９６１万２千円を減額し４億９，９１０万円。 

 内容について、歳出からを説明致します。 

 １０３頁をお開き下さい。 

 下水道費では、各事業費の見込み精査を行い５５１万８千円の減額であります。 

 １０５頁の公債費では、借入金の確定により１９４万６千円を減額。 

 予備費でも２１４万８千円をそれぞれ減額計上致しております。 

 次に、歳入について１０１頁をお開き下さい。 

 使用料及び手数料の下水道使用料では、業務用使用料納付等の増により４３万３千円

を追加。 

 分担金及び負担金では、受益者負担金の一括納入等によりまして２２万５千円を追加

計上致しております。 

 １０２頁の町債では、各事業費の確定に伴い５００万円を減額。 

 以上における歳入歳出の差５２７万円につきましては、歳入予算１０１頁、一般会計

からの繰入金を同額、減額計上して、収支の均衡を図ったところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長                            

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 



 

 議案第４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第１２ 議案第５号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１１時３９分） 

 

●議長 

 日程第１２、議案第５号「平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予

算（第３号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 １０７頁をお開き下さい。 

 議案第５号「平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）」 

 総則、第１条、平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第３

号）は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量の補正、第２条、平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予

算第２条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。 

 患者数及び入院の部分でありますが、一般病床で６．７人、１日あたり６．７人延べ

２，４４２人を減じ１日あたり２７．３人延べ９，９６８人、療養型病床群病床で１日

あたり１．３人延べ４６８人を減じ１日あたり１４．７人延べ５，３７２人、指定療養

型病床では１日あたり０．３人延べ１０４人を追加し１日あたり２５．３人延べ９，２

２９人。 

 外来では、１日あたり１２．４人延べ３，０４８人を減じ１日あたり１０６．６人延

べ２６，１０７人。 

 指定居宅サービスでは、１日あたり１．２人延べ２８３人を減じ１日あたり２．８人

延べ６９７人であります。 

 建設改良費では、電子内視鏡システム外で１３３万１千円を減額し１億７６９万５千

円。 



 

 病院外部大規模改修工事外で１５６万６千円を減額し７，２６６万３千円。 

 次の頁に渡りますが、収益的収入及び支出の補正で第３条、予算第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款病院事業収益６，５３３万６千円を減額し１１億９９６万３千円。 

 支出、第１款病院事業費用２９８万３千円を減額し１２億５２８万１千円。 

 資本的収入及び支出の補正第４条、予算第４条中「不足する額３，４１４万７千円」

を「不足する額３，４７８万２千円」に、「過年度分損益勘定留保資金３，４１万７千

円」を「過年度分損益勘定留保資金３，４７８万２千円」に改め、資本的収入及び支出

の予定額を、次のとおり補正する。 

 収入、第１款資本的収入３３３万２千円を減額し２億３，７５６万９千円。 

 支出、第１款資本的支出２６９万７千円を減額し２億７，２３５万１千円。 

 第５条、予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。 

 職員給与費で３３４万７千円を減額し５億９，１６６万４千円。 

 たな卸し資産購入限度額の補正第６条、予算第８条中「１億８，８６１万２千円」を

「１億７，９４７万４千円」に改める。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 補正予算（第４号）の概要について、収益的支出から説明を申し上げます。 

 １１４頁をお開き下さい。 

 病院事業費用、医業費用の給与費では、給料、手当などの見込み精査で２９５万８千

円を減額計上致しております。 

 １１５頁の材料費では、薬品費、給食材料費などの見込み精査で１，０２９万５千円

を減額。 

 経費では、エアーマット賃借料ほかで２８１万４千円、院内各消耗品で８６万３千円、

医療機器関係修繕ほかで７９万５千円、光熱水費で７４万６千円をそれぞれ追加計上し

たほか、燃料費などの見込み精査を行いまして、合わせまして５０万５千円を追加計上

致しております。 

 １１６頁の地域医療連携費では介護療養病棟報酬の見込み精査で３８万９千円を減額。 

 減価償却費では、建物と構築物において区分更生を行ったほか、機械及び備品の定額

償却により合わせて１６万３千円を追加計上。 

 資産減耗費では、現存資産の精査によりまして７１４万５千円を追加。 

 研究研修費では、講師謝礼等の見込み精査で、合わせて４８万６千円の減額計上をし

たところであります。 

 医業外費用の支払利息及び企業債取扱費では、利息の確定により１２万４千円を減額。 

 老人保健施設費では、薬品材料費の見込み精査で６２万８千円を追加計上。 

 予備費では９万８千円を減額計上。 

 特別損失では、過年度診療報酬過誤調整額２９２万６千円を追加計上致しております。 

 次に、収益的収入ですが、１１２頁をお開き下さい。 

 病院事業収益の医業収益では、患者数の減により総額で７，３８２万２千円を減額計

上致しております。 



 

 １１３頁の医業外収益で、国・道補助金では、国民健康保険保健事業等助成金の精査

により１５１万４千円を追加。 

 負担金及び交付金では、一般会計負担金で２６５万２千円を追加、保健センター負担

金、老人保健施設負担金の精査により、合わせまして１４万５千円を追加。 

 長期前受金戻入では、償却資産前受金の精査で６８１万２千円の追加。 

 その他医業外収益では、病衣ほか介護外収益の精査で１万５千円を追加計上致してお

ります。 

 次に、資本的支出について説明致します。 

 １１７頁をお開き下さい。 

 資本的支出、建設改良費の資産購入費では、医療機器購入費用の精査を行って１１３

万１千円を減額。 

 改良工事費では、外部大規模改修工事費用の精査で１５６万６千円を減額計上してお

ります。 

 資本的収入の企業債では、医療機器購入費用に係る財源の精査、特別地方債及び過疎

債合わせまして８８０万円を減額計上。 

 負担金では、医療機器購入に係る一般会計負担金の精査を行い５４６万８千円を追加

計上致しております。 

 以上の結果、単年度実質収支では５，５８９万６千円の赤字となります。なお、繰越

実質収支は２億３，５０３万３千円の黒字を見込んでいるところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 質疑ありませんか。 

 森岡議員。 

 

●５番 

 只今、説明頂きました平成２６年度の町立国民健康保険病院の事業会計補正予算であ

りますけれども、改めて、医業収益の減額をこの金額として見ますと、本当に厳しい状

況があるんだなというようなことは理解をしますけれども、特に、入院について大きく

減額、かなりの部分が、そういう数字でありますけれども、新年度は介護報酬の削減も

見込まれておりますし、本当に病院事業、ちょっと厳しくなってくるなという実感はす

るんですが、特に入院が減っているという状況については、入院に至るまでの重症者の

患者が少なかったということもあるんでしょうが、担当的に、どのように現状を踏まえ

ているか、ちょっと説明を頂きたいと思います。 

  

●議長 

 健康ふれあい課長。 



 

 

●健康ふれあい課長 

 只今の森岡議員の質問、特に入院収益につきましては、かなり大きな減額をしている

ということで、今回、計上させて頂いております。 

 主な要因ということになりますと、やはり、昨年３月で、常勤の内科医師が１名退職

したということで、かなり、その影響が大きいのかなというふうに思っているところで

ございます。  

 それと合わせて、終末期の患者さん、ターミナル的な患者さんが昨年度より、前年度

等々より、ちょっと増えてきている現状があるかなというふうに思っておりまして、い

わゆるその中での、入院の定着化がなかなか図られないというのが原因なのかなという

ふうに思ってございます。 

 その２点が大きな要因というふうに思ってございますが、いずれにしましても今後、

やはり、病診連携、地元開業医の先生方との病診連携並びに砂川市立病院との病病連携

ということが、私共従来進めてございますので、その部分をしっかり捉えながら、今後

も捉えながら患者数の確保に努めて参りたいと思っております。 

 合わせて、この砂川市立病院だけではなく、二次医療圏域の中でのうちの病院の役割

というものをしっかり確認をしながら、将来的なうちの病院の進むべき役割というもの

をしっかり、捉えて、患者数の確保というものを含めて、考えていかなければならない

かなというふうに思っておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 

  

●議長 

 よろしいですか。 

 

（はい） 

 

●議長 

 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 



 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

 

                                       

日程第１３ 議案第６号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１１時５１分） 

 

●議長 

 日程第１３、議案第６号「平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第

３号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書１１９頁をお開き下さい。 

 議案第６号「平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第３号）」 

 総則、第１条、平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 業務の予定量の補正、第２条、平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計予算第２

条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

 利用者数の介護保健施設サービスにおきましては１日あたり３．２人延べ１，１５０

人を減じ１日あたり４５．８人延べ１６，７３５人。 

 通所リハビリテーションでは１日あたり０．５人延べ１２０人を減じ１日あたり７．

４人延べ１，８２４人。 

 短期入所療養介護では１日あたりでは数字が出ておりませんが、延べで従前どおり１．

４人延べ５１６人ということであります。 

 収益的収入及び支出の補正第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。 

 収入、第１款介護老健事業収益１，７４５万７千円を減額し２億１，６９６万円。 

 支出、第１款介護老健事業費用５６８万６千円を減額し２億３，８７８万３千円。 

 次の頁をお開き下さい。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正、第４条、予算第６条に

定めた経費の金額を次のように改める。 

 職員給与費では２４７万２千円を減額し１億２，４６０万円。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 収益的支出からご説明を申し上げます。 

 １２３頁をお開き下さい。 

 給与費では、介護老健事業費用、営業費用の給与費では、臨時職員賃金の見込み精査



 

で２４７万２千円を減額。 

 材料費では、薬品費、給食材料費の見込み精査で３７万円を減額。 

 経費では、光熱水費で６０万２千円を追加計上したほか、燃料費、病院事業会計負担

金などの見込み精査により２８１万４千円を減額計上致しております。 

 予備費では３万円を減額致しました。 

 次に、収益的収入でありますが、１２２頁で、介護老健事業収益、営業収益で、利用

者の減により、総額１，６７６万６千円を減額計上。 

 営業外収益では、その他営業外収益、一般会計負担金の見込み精査により総額で６９

万１千円を減額計上致しております。 

 以上の結果、単年度実質収支では２，８６９万２千円の赤字となります。なお、繰越

実質収支では１，６７７万６千円の黒字を見込んでいるところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第１４ 議案第７号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１１時５６分） 

 



 

●議長 

 日程第１４、議案第７号「平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算

（第４号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書１２５頁をお開き下さい。 

 議案第７号「平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算（第４号）」 

 総則、第１条、平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量の補正、第２条、平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算

第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

 利用者数、介護老人福祉施設１日あたり１．４人延べ５２１人を減じ１日あたり４７．

１人延べ１７，１８２人。 

 通所介護１日あたりではありませんが、延べで５１人を減じて１日あたり１６．５人

延べ３，９９２人。 

 短期入所生活介護１日あたり０．８人延べ３０４人を減じ１日あたり５．７人延べ２，

０７２人。 

 建設改良事業、施設外部大規模改修工事外で２４６万２千円を減額し１億４４５万８

千円。 

 収益的収入及び支出の補正、第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 収入、第１款介護老福事業収益７９４万４千円を減額し３億２，３９２万４千円。 

 支出、第１款介護老福事業費用５３９万２千円を追加し３億７，９５４万８千円。 

 資本的収入及び支出の補正、第４条、予算第４条中「不足する額２１万８千円」を

「不足する額３１万４千円」に、「過年度分損益勘定留保資金２１万８千円」を「過年

度分損益勘定留保資金３１万４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のと

おり補正する。 

 収入、第１款資本的収入２５５万８千円を減額し１億４７４万１千円。 

 支出、第１款資本的支出２４６万２千円を減額し１億５０５万５千円。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 収益的支出から説明を申し上げます。 

 １３１頁をお開き下さい。 

 介護老福事業費用の経費で、消耗備品費１７万７千円を追加計上したほか、光熱水費、

燃料費、委託料等の見直しを行いまして４８９万２千円を減額計上致しております。 

 減価償却費では、建物、器械及び備品の定額償却の精査により５１万７千円を減額。 



 

 資産減耗費では、ボイラーほか固定資産除却費で１，１６２万４千円を追加計上致し

ております。 

 事業外費用のサービス利用者外給食材料費では、見込み精査で１６万３千円を減額。 

 高齢者生活福祉センター費では、燃料費の見込み精査で６６万円を減額計上致してお

ります。 

 次に、収益的収入でありますが１３０頁をお開き下さい。 

 介護老福事業収益の事業収益では、利用者の増減によりまして総額９５４万円を減額

計上致しております。 

 事業外収益の一般会計負担金では、見込み精査で４１万９千円を減額。 

 利用料では、高齢者生活福祉センターの利用料１３万６千円の減額。 

 長期前受金戻入では、２４７万２千円を追加。 

 その他事業外収益では、職員外食数、在宅給食食事料などの見込み精査と合わせまし

て３２万１千円を減額計上しております。 

 次に、資本的支出でありますが、１３２頁。 

 建設改良費の改良工事費で、施設外部の大規模改修工事等にかかる費用精査で６２万

６千円の減額。 

 資産購入費では、電話・ナースコール設備の更新にかかる費用精査で１８３万６千円

を減額計上致しております。 

 資本的収入の企業債では、施設外部の大規模改修工事に係る財源の精査で、特別地方

債及び過疎債それぞれ２０万円、合わせて４０万円を減額計上。 

 一般会計負担金では、同じく施設外部の大規模改修、電話・ナースコールの資産購入

等に伴う負担金の精査を行って２１５万８千円を減額計上しております。 

 以上の結果、単年度実質収支では３，０５３万円の赤字となります。なお、繰越実質

収支では２，９４９万円の黒字を見込んでいるところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を一括して行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 



 

 討論なしと認めます。 

 議案第７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

 ここで昼食のため、休憩をはさみたいと思います。 

 会議の再開は１時００分と致します。 

 暫時休憩します。  

 

（昼休憩）                          （１２時０２分） 

                                       

日程第１５ １５議案一括上程                 （１３時００分） 

 

●議長 

 休憩前に引き続き、会議を再開致します。 

 日程第１５  

 議案第１５号「奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

 議案第２３号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例」 

 議案第１９号「特別職の給与の臨時措置に関する条例」 

 議案第１６号「奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を改正する条例」 

 議案第２０号「奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」 

 議案第２２号「奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例」 

 議案第２４号「奈井江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関す

る条例」 

 議案第２６号「公の施設に係る指定管理者の指定について（奈井江町屋内体育センタ

ー、奈井江町農業構造改善センター）」 

 議案第８号「平成２７年度奈井江町一般会計予算について」 

 議案第９号「平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算について」 

 議案第１０号「平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算について」 

 議案第１１号「平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算について」 

 議案第１２号「平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算について」 

 議案第１３号「平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算について」 

 議案第１４号「平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算について」 



 

以上、１５議案を一括議題と致します。 

                                       

                                       

平成２７年度町政執行方針（町長）、及び平成２６年度教育行政執行方針（教育長） 

 

●議長                            （１３時０３分） 

 この際、町長に平成２７年度町政執行方針の説明を求めます。 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

（町政執行方針）朗読 

                                

                                       

                               （１３時３１分） 

●議長 

 次に教育長に、平成２７年度教育行政執行方針の説明を求めます。 

 教育長。 

 

（教育長 登壇） 

 

●教育長 

 （教育行政執行方針）朗読 

 

●議長 

 以上で、執行方針の説明を終わります。 

                               （１３時４６分） 

                                       

（１５議案の大綱説明）                     

 

●議長 

 一括議題の説明を求めます。 

 要旨のみの説明を受けたいと思いますので、皆さんのご理解を願いたいと思います。 

 一括議題の大綱説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 



 

●副町長 

 それでは、議案書の１４０頁をお開き下さい。 

 議案第１５号「奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

 １６７頁に提案の概要が書いてございますが、平成２６年の人事院勧告による給与制

度の総合的な見直しを行うとともに、奈井江町として、独自削減を実施するため、本条

例の一部を改正しようとするものであります。 

 人事院勧告による主な改正点と致しましては、給与表において平均２％を削減を行う

一方で、平成２７年度からの３ヵ年間につきましては、これの現給保障を行おうという

ものであります。 

 次に、独自削減についてでありますが、平成２７年度から３ヵ年間給与月額に対する

１．５％の削減を行うものであります。 

 次に、議案第２３号、１８１頁をお開き下さい。「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係す

る特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例、また、奈井江町特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費用弁償並びに嘱託手当等に関する条例の一部を改正する条例、

奈井江町教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例、奈井江町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の４条例を整

備しようとするものであります。 

 次に、戻りますが、１７２頁、議案第１９号であります。 

 「特別職の給与の臨時措置に関する条例」 

 特別職及び教育長の給与の臨時措置に関する条例の全部を改正する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本条例につきましては、平成１７年度から２６年度まで行って参りました特別職の給

料額の減額を削減率を引き上げて、４年間延長するため、本条例を改正しようとするも

のであり、町長については２０％を２２％、副町長、教育長につきましては、１５％を

１７％に改正しようとするものであります。 

 次に、１６８頁にお戻り下さい。 

 議案第１６号「奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を改正する条例」 

 奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を次のように改正する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本条例は、老人福祉寮の入居者が負担する給食費の金額について１食あたり単価から

実費相当額という形に変更しようとするものであります。 

 １７３頁、議案第２０号「奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例」 

 奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本条例は、本年４月より石狩川流域下水道奈井江浄化センター内にＭＩＣＳ施設とし



 

て浄化槽汚泥等を処理することに伴いまして、関係事務の開始及び奈井江町一般廃棄物

最終処分場に直接搬入する処分料の額を改定するため、本条例の一部を改正しようとす

るものであります。 

 次に１７５頁の議案第２２号「奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例」 

 奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本条例は、子ども子育て支援法の制定に伴い、奈井江町認定こども園における保育料

その他運営内容が一部変更となることから、これを改正しようとするものであります。 

 次に、１８４頁、議案第２４号「奈井江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の保育料に関する条例」 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本案につきましては、子ども子育て支援法の制定に伴い、奈井江町における特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料、その他必要な事項を定めるために、本

条例を制定し、平成２７年４月１日からこれを施行しようとするものであります。 

 次に、１９０頁をお開き下さい。 

 議案第２６号「公の施設に係る指定管理者の指定について」 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者を次の

とおり指定したいので町議会の議決を求める。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 記と致しまして、指定管理者の名称は、株式会社新ないえ温泉、管理を行わせる施設

の名称及び所在地は、奈井江町屋内体育センター及び奈井江町農業構造改善センターで

あり、ともに奈井江町字東奈井江１６２番地２が所在地であります。 

 管理を行わせる期間は、平成２７年度において、公共施設等総合管理計画を策定する

予定であり、平成２７年４月１日から２８年３月３１日までの１年間とし、管理業務の

範囲及び利用料金に関する事項につきましては、記載のとおりであります。 

 以上が予算に関連する議案であります。 

 次に、皆さんのお手元の予算書の方をお開き頂きたいと思います。 

 まず、議案書を読み上げさせて頂きますが、１３３頁の議案第８号「平成２７年度奈

井江町一般会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町一般会計の予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 別冊でお配りしております一般会計予算書をお開き頂きたいと思います。 

 「平成２７年度奈井江町一般会計予算」 

 平成２７年度奈井江町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８億１千万円と

定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 



 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をす

ることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」に

よる。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は３億円と定める。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 歳入、１款町税７億３８万３千円、２款地方譲与税４，５００万円、３款利子割交付

金１１０万円、４款配当割交付金１１０万円、５款株式等譲渡所得割交付金５０万円、

６款地方消費税交付金１億１，１６０万円、７款ゴルフ場利用税交付金５２０万円、８

款自動車取得税交付金７４０万円、９款地方特例交付金８０万円、１０款地方交付税２

１億９，４００万円、１１款交通安全対策特別交付金２５万円、１２款分担金及び負担

金２，３８３万４千円、１３款使用料及び手数料１億１，６７０万円、１４款国庫支出

金２億３，２６１万３千円、１５款道支出金３億７，７３９万６千円、１６款財産収入

２，３４６万１千円、１７款寄附金１千円、１８款繰入金４億４，４５６万３千円、１

９款繰越金１千円、２０款諸収入９，５２９万８千円、２１款町債４億２，８８０万円、

歳入合計４８億１千万円。 

 次の頁をお開き下さい。 

 歳出、第１款議会費４，５０７万円、２款総務費３億３，４０６万円、３款民生費８

億７，３００万４千円、４款衛生費６億７，８１５万２千円、５款労働費５６万７千円、

６款農林水産業費２億９，４７３万８千円、７款商工費１億６，６７４万４千円、８款

土木費５億８，１９８万８千円、９款消防費２億８７万２千円、１０款教育費２億２，

４９０万７千円、１１款公債費６億５，９７１万円、１２款職員費７億４，２７３万６

千円、１３款予備費７４５万２千円、歳出合計４８億１千万円。 

 第２表、債務負担行為。 

 事項、期間、限度額の順で申し上げます。 

 奈井江町体育館指定管理業務、平成２８年度、１，３５６万７千円。 

 町民プール指定管理業務、平成２８年度、１，３６５万円。 

 公共施設等総合管理計画作成支援業務、平成２８年度、６４６万円。 

 地域交流センター指定管理業務、平成２８年度から平成２９年度、３，１４５万６千

円。 

 第３表、地方債。 



 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法の順で申し上げます。 

 地域公共交通バス更新事業、５１０万円。 

 普通貸借又は証券発行。４．０％以内。ただし利率見直し方式で借入れる資金の利率

見直しを行った後については、当該見直し後の利率による。政府資金については、その

融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町

財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換

えすることができる。 

 以下、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、同様であります。 

 農業農村整備事業（土地改良事業）６２０万円。 

 農業農村整備事業（水利施設整備事業）２，４３０万円。 

 農業気象情報システム整備工事３１０万円。 

 地域交流センター大規模改修工事６，３８０万円。 

 町道１３号東線（イ）歩道拡幅工事２，９００万円。 

 消防車更新事業３，８８０万円。 

 消火栓更新事業４１０万円。 

 奈井江小学校グラウンド改修事業４００万円。 

 文化ホール大規模改修工事１，１３０万円。 

 過疎地域自立促進特別事業（ソフト事業）１億９１０万円。 

 臨時財政対策債１億３千万円。 

 今ほど申し上げましたとおり、一般会計予算の総額は、前年度より１億９，５００万

円増の４８億１千万円となり、４．２％の増となったところであります。 

 奈井江町の平成２７年度予算につきましては、過疎化と少子高齢化の進展など厳しい

財政環境にある中、定住対策に重点を置くとともに、新たに交流プラザ「みなクル」に

おいて行うコミュニティカフェの開設、認定こども園における第３子以降の無料化、地

域交流センター（道の駅）大規模改修事業、ＪＡ新砂川が建設する多機能型交流施設に

対する助成など、平成２７年度からスタートする「第６期まちづくり計画」に基づき多

様な施策が連動した総合的な予算編成をしたところであります。 

 次に、議案書の１３４頁。 

 議案第９号「平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 特別会計予算書をお開き頂きたいと思います。 

 「平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算」 

 平成２７年度奈井江町の国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億５，０８８万

２千円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 一時借入金、第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借



 

入の最高額は１億円と定める。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 歳入、１款国民健康保険税１億３，２３３万９千円、２款使用料及び手数料４万７千

円、３款財産収入４万円、４款繰入金８，６６０万４千円、５款繰越金１千円、６款諸

収入３，１８５万１千円、歳入合計２億５，０８８万２千円。 

 歳出、１款総務費２億４，７９２万８千円、２款基金積立金４万円、３款公債費５千

円、４款諸支出金２８４万５千円、５款予備費６万４千円、歳出合計２億５，０８８万

２千円。 

 国民健康保険事業会計の予算の総額は前年度比べ１，２４９万８千円、５．２％増の

２億５，０８８万２千円となったところであります。 

 歳入歳出差３，９３６万６千円につきましては、国民健康保険基金からの繰入を行い、

収支の均衡を図っております。 

 次に、議案書１３５頁。 

 議案第１０号「平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 特別会計予算書の後期高齢者医療１６頁をお開き下さい。 

 「平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算」 

 平成２７年度奈井江町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，５３７万６千

円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 歳入、１款後期高齢者医療保険料６，２６４万７千円、２款使用料及び手数料７千円、

３款繰入金３，２６９万８千円、４款繰越金１千円、５款諸収入２万３千円、歳入合計

９，５３７万６千円。 

 歳出、１款総務費２７万円、２款後期高齢者医療広域連合納付金９，５０５万５千円、

３款諸支出金２万１千円、４款予備費３万円、歳出合計９，５３７万６千円。 

 ２７年度の後期高齢者医療会計につきましては、予算の総額を９，５３７万６千円と

し、前年度と比べ５７５万４千円、５．７％の減額となったところであります。 

 次に、議案書１３６頁。 

 議案第１１号「平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 



 

 特別会計予算書の２５頁をお開き下さい。 

 「平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算」 

 平成２７年度奈井江町の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億円と定める。 

 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」に

よる。 

 一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借

入れの最高額は、１億５，０００万円と定める。 

 歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額

に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 歳入、１款使用料及び手数料１億２，０５６万３千円、２款分担金及び負担金７５万

２千円、３款繰入金２億６，６０８万１千円、４款繰越金２千円、５款諸収入２００万

２千円、６款町債１億１，０６０万円、歳入合計５億円。 

 歳出、１款下水道費８，３９７万３千円、２款公債費４億１，５９４万８千円、３款

予備費７万９千円、歳出合計５億円。 

 第２表、地方債、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法の順で申し上

げます。 

 公共下水道事業債（一般分）１００万円。 

 普通貸借または証券発行。利率は４％以内。ただし利率見直し方式で借入れる資金の

利率見直しを行った後については、当該見直し後の利率による。政府資金については、

その融資条件により銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、

町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借

換えすることができる。 

 以下、起債の方法、利率、償還の方法については、同様でありますので省略させて頂

きます。 

 石狩川流域下水道事業債（一般分）７５０万円。 

 資本費平準化債９，６９０万円。 

 個別排水処理施設事業債２８０万円。 

 公共下水道事業債（過疎債）１００万円。 

 個別排水処理施設事業債（過疎債）１４０万円。 

 下水道事業会計の予算総額は５億円となりまして、前年度と比べ５００万円、１％の



 

減額であります。 

 また、歳入歳出の差２億６，６０８万１千円につきましては、一般会計からの繰入を

行い、収支の均衡を図ったところであります。 

 次に議案書１３７頁。 

 議案第１２号「平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 別冊でお配りをしております地方公営企業会計予算書をお開き下さい。 

 「平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算」 

 総則、第１条、平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算は、次に定め

るところによる。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

 病床数、一般病床４６床、療養型病床群病床２０床、指定介護療養型病床３０床。 

 患者数、入院、一般病床１日平均２８．０人、延べ１０，２４８人、療養型病床群病

床１日平均１６．０人、延べ５，８５６人、指定介護療養型病床１日平均２６．０人、

延べ９，５１６人。 

 外来、１日平均１１２．０人、延べ２７，２１６人。 

 指定居宅サービス１日平均３．２人、延べ７６８人。 

 建設改良事業、地域医療総合情報システム外で８，７７０万７千円。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収入、第１款病院事業収益１１億６，７３４万１千円。 

 支出、第１款病院事業費用１２億３１８万５千円。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３，６１７万６千円は、過年度分損益

勘定留保資金３，６１７万６千円で補填するものとする。 

 収入、第１款資本的収入１億４，８０２万円。 

 支出、第１款資本的支出１億８，４１９万６千円。 

 企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとお

りと定める。  

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法の順で申し上げます。 

 医療機器整備事業（病院事業債）２，５２０万円。 

 普通貸借又は証券発行。４％以内。ただし利率見直し方式で借入れる資金の利率見直

しを行った後については、当該見直し後の利率による。政府資金については、その融資

条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財

政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換え

することができる。 

 医療機器整備事業（過疎債）２，５２０万円。 

 起債の方法、利率、償還の方法については、同様でございます。 

 一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は３億円と定める。 



 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第７条、次に掲げる経費につ

いては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。 

 職員給与費５億６，４９４万８千円。 

 交際費３５万円。 

 たな卸し資産購入限度額、第８条、たな卸し資産の購入限度額は１億９，１５６万５

千円と定める。 

 重要な資産の取得、第９条、重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

 種類は、器械備品で、地域医療総合情報システム一式であります。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 平成２７年度の病院事業会計予算でありますが、この病院事業会計において、単年度

実質収支につきまして２，１００万６千円の赤字を見込んでおります。繰越実質収支で

は２億１，４０２万７千円の黒字を見込んだところであります。 

 病院経営にあたりましては、診療報酬の改定や医師不足など医療を取り巻く環境が厳

しい状況の中、町民の皆様により一層安心・信頼して療養いただけるよう、砂川市立病

院との医療連携、地元医歯会との病診連携事業を始めとした取り組みによって地域医療

の充実を図るとともに、経営改善に向けた取り組みを進めながら施設運営の健全化に努

めて参りたいと思います。 

 次に１３８頁。 

 議案第１３号「平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 企業会計予算の老人保健施設会計をご覧頂きたいと思います。３７頁です。 

 「平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算」 

 総則、第１条、平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 サービス事業定員、介護保健施設サービス、短期入所療養介護５２人、通所リハビリ

テーション１５人。 

 利用者数、介護保健施設サービス１日平均４９．０人、延べ１７，９３４人、通所リ

ハビリテーション１日平均９．１人、延べ２，２３２人、短期入所療養介護１日平均１．

３人、延べ４５６人であります。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。 

 収入、第１款介護老健事業収益２億２，４３１万５千円。 

 支出、第１款介護老健事業費用２億３，９１５万３千円。 

 次の頁をお開き下さい。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりとする。 

 収入、第１款資本的収入２，６６４万４千円。 

 支出、第１款資本的支出２，６６４万４千円。 



 

 一時借入金、第５条、一時借入金の限度額は、５千万円と定める。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第６条、次に掲げる経費につ

いては、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 職員給与費１億２，１９７万７千円。 

 公債費１万円。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 老人保健施設事業会計につきましては、単年度実質収支で９０１万１千円の赤字とな

る見込みであります。繰越実質収支については７７６万５千円の黒字を見込んだところ

であります。 

 １３９頁をお開き下さい。 

 議案第１４号「平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算について」 

 平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算を、次のとおり提出する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 企業会計予算書６２頁をお開き下さい。 

 「平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算」 

 総則、第１条、平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算は、次に定める

ところによる。 

 業務の予定量、第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 サービス事業定員、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）５０人、通所介護（デ

イサービス）２０人、短期入所生活介護（ショートステイ）１０人。 

 利用者数、介護老人福祉施設１日平均４８．５人、延べ１７，７５１人、通所介護１

日平均１７．０人、延べ４，１３２人、短期入所生活介護１日平均６．５人、延べ２，

３７９人。 

 建設改良事業、イ、福祉車両整備事業外で８３５万円。 

 収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収入、第１款介護老福事業収益３億７，６６９万９千円。 

 支出、第１款介護老福事業費用３億８，０２９万５千円。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５万円は、過年度分損益勘定留保資金

５万円で補填するものとする。 

 収入、第１款資本的収入１，１７１万８千円。 

 支出、第１款資本的支出１億１，０７６万８千円。 

 企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとお

りと定める。 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法の順で申し上げます。 

 福祉車両整備事業（介護サービス施設整備事業債）４２０万円。 

 普通貸借又は証券発行。４％以内。ただし利率見直し方式で借入れる資金の利率見直

しを行った後については、当該見直し後の利率による。政府資金については、その融資



 

条件により銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財

政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換え

することができる。 

 福祉車両整備事業（過疎債）４１０万円であります。 

 起債の方法、利率、償還の方法は変更ありません。 

 一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は５千万円と定める。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第７条、次に掲げる経費につ

いては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 職員給与費１億６，０８３万７千円。 

 重要な資産の取得、第８条、重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

 取得する資産は、車両及び運搬具で、福祉車両購入一台であります。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 老人総合福祉施設事業におきましては、単年度実質収支を１６０万円の黒字、繰越実

質収支では３，１０９万円の黒字を見込んだところであります。 

 以上、各会計に関わる議案並びに予算について一括してご説明を申し上げました。 

 よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

                                

                                       

（１５議案の大綱質疑）                    （１４時２３分） 

 

●議長 

 一括議題に対する大綱質疑を行います。 

 森岡議員。 

 

●５番 

 只今、提案ございました平成２７年度の予算案、それから並びに関連する条例につき

まして、大綱１件、大綱ですから町長に質問させて頂きたいと思いますが、今回、提案

される予算にかかわる条例の中で、特別職の給与の臨時措置と、合わせて、職員給与の

削減、独自削減を続けるという、非常に重たい提案と僕は受け止めておりますけれども、

町長につきましては、確か、継続しますよというのは、２０％はね、それは公約であっ

たかと思うんですが、３役の皆さんは同じ思いでいたと思いますけれども、改めて２％

上乗せを今回はして、４年間継続するということと、それと職員の皆さん、本来であれ

ば、確か今年の３月で、独自削減部分は１回終了しているはずではなかったかと思いま

すけれども、今回、また２７年、新年度から３年間にわたって、独自に給与月額で１．

５％削減、これはもう町独自ということで、提案でありますけれども、奈井江町におき

ましては、本当にどこよりも早くから町長はじめ職員の皆さん、自分たちの身を切る改

革ということはいち早くずっとやってきたことは、十分理解をするところであります。 

 その中で町の確かホームページにもこの職員給与については、資料といいますか、頁



 

がございまして、ラスパイレス指数についても全道でもちょっと、確か、平均、中間よ

りはずっと下の方に現在あるのかなと思っております。 

 その中で近隣市町においては、今回、人事院の関わるこの給与改定については、それ

ぞれするようですが、独自については、確か周りはあまり、ちょっと確認はしてないん

ですけど、無かったような気がするんでありますが、その中で、新たな１０年の基本構

想、それから５ヶ年の実施事業を含めた中で、初年度、今年はね、２７年度初年度であ

りますけれども、特別委員会の中でも説明頂いた部分がございますが、町長としてもそ

れぞれ理事者として、これを申し入れるにあたっては、忸怩たる思いが、それはね、十

分僕も理解をするところでありますけれども、なぜ今、この独自削減措置を継続するこ

とが必要なんだということについて、改めてこの場で質問をしたいと思います。 

  

●議長 

 町長。 

 

●町長 

 今、森岡議員の質問でございますが、私共自ら２２％、１７％と削減を致しました。 

 自らが改革の先頭に立とう、こういう気持ちでいっぱいでございます。 

 同時に、職員の削減を今、給与の削減も、独自削減をさせて頂きました。 

 １．５％でございますが、ご案内のとおりでございます。 

 これについては、やはり、町民に対する姿勢といいますか、そういう立場で、地方自

治体はそれぞれ他がやったからどうのこうのということではございません。 

 奈井江町独自で丁寧に職員の説明をしながら、職員も理解と納得の上で、これを果た

さなければいけないと、こういうふうに思っているところでございまして、今、財政情

勢は決して楽観するものがございません。 

 １０年間の予想をきちっと立てた中で、先般もご論議を頂いたところでございますか

ら、そういったことをきちっと理解して頂きながら、我々が身を切る努力もしていかな

ければならないと、ただ、丁寧な説明とモチベーションを下げるようなことをしていけ

ないと、こういうふうに考えておりますから、この点については、十分に理解をして頂

きながら、奈井江町独自の削減をしたということを一つご理解を賜りたいと思うところ

でございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長 

 鈴木議員。 

 

●９番 

 私からも大綱質疑をさせて頂きます。 

 副議長であり、私が申し上げると、またきついとおっしゃられるかもしれませんけれ

ども、お許しを頂きたいと思います。 



 

 今ほどの質疑の中で、なぜ、理事者はじめ職員の皆さんが、身を切らなければならな

いのか、という質疑ではなかったかと思います。 

 今ほどの町長の説明でしたら、姿勢として、そういった方向を町民に向けて、示して

いかなければならないという答弁だったと思います。 

 もう少し、内容を精査しますと、やはりこれまでも、高い時では５％の給与、職員の

皆さんにお願いをしてですね、実施をしてきたと。 

 しかしなかなか人口減少に歯止めがかからないということが大きな実態ではないかと

思うんですよね。 

 ８，０００人の人口から、７，０００人を切るまでの相当の年数がかかりましたけれ

ども、私が議員になった平成１５年から、この１２年間で１，５００人、本当に急激な

人口が減ったと。 

 主な要因については、もちろん亡くなったこともありましょうけれども、少子化、更

には雇用促進住宅が２つなくなってしまったというようなことも大きな原因かと思いま

す。 

 そこで、まちづくり計画１０年の中で、新しいのですよ、町長は、人口減を食い止め

たい、または少子化を食い止めたいということで、定住化に関わる助成措置、子育て支

援、少子化に対する支援というものを助成措置を行っていきたいと、具体的に言えば、

第３子以上の保育所の利用料の無料化等々がそこでお金がかかるということが、もう当

たり前のようになって、理解をしなければならないと思いますし、加えて、奈井江商業

高校の存続のためにということで、これまでの、平成２６年だと５００万ぐらいだった

と思いますけれども、これが１千万以上になるというようなことを考えた時に、このよ

うな政策を取らなければ、人口減に歯止めがかからないというのが町長の考えだと思う

んですよね。 

 そのことについて、今一度説明を頂きたいと思います。 

 また、もう１点、病院経営についてでありますが、先ほど補正予算可決になりました

けれども、依然として、入院、更には外来患者の増加に繋がっていかない、補正予算の

中では、組み立てとして、人数を減らしていかざるを得ないと。 

 このことの、先ほど質問の中で、課長から説明がありましたけど、私なりに考えてい

ますのは、この執行方針にもありますように、４名の常勤医師、これの確保に引き続き

努めていきたいということがありました。 

 私の見る中では、内科医師３名、それから整形外科１名ですけれども、曜日、もしく

は日にちによってこの先生の時には非常に患者数多いんです、特に外来ですよ。多いん

ですけれども、他の時には少ないというような実態が私なりに感じているんですよね。 

 そこで、やはり多い先生に合わせて、患者さんがついてもらう、昔からあるのは、先

生に患者さんがつくというのは、町長もご承知かと思いますけれども、そういった方向

性を理事者が真剣に考えていかなければ、一層患者さんが少なくなるというようなこと

になると思いますけれども、このことについての所見、この２点について、お伺いしま

す。 

 



 

●議長  

 町長。 

 

●町長  

 まず１点目、人口減少傾向と、いわゆる、理事者を含めて職員も先ほど森岡議員の質

問にあったように、削減するということについてでございますが、まずは、そのことで

申し上げたいと思う次第でございますが、やはり先ほど答弁申し上げましたように、少

なくても町民の先頭に立つ、我々自身が改革精神をきちっと持たなければいけない、こ

ういうことで、この必要性がせまったわけでございますが、同時に、今、あわせて、話

あったように、人口減少、少子高齢化傾向が非常に強くなってきているということも、

その内容の大きな理由の一つであるということも申し上げなければならない。 

 ただ、率直に申し上げまして、これ人口増やすということはなかなか難しい。という

ことは、率直な話、農業者もそうでしょ、農業だって、なんといいますか、経営形態が

非常に大きくなってきたと。 

 しかもファミリー的な農業でなくなってきていると。しかも更には大規模農業が非常

に大きくなってきた。大規模改造もしておりますから、農地再編ということでございま

す。国が推し進めているところでございます。 

 ある面では強靭な農業、ただ、人口については、比例していかないわけで、逆に、減

っていくというのが実態でございますから、そういう意味もあると。 

 今一つは、スーパー法がございます。 

 二十何年前にご案内のように、商店街が本当にことごとく無くなっていって、これも

やはり人口減少に大きな意味があるわけでございますから、農業、商業、更には、各般

にわたって、今、最近は土建業が、従業員が少なくなってきている、これは、どちらに

行くかといいますと、逆に東京オリンピック、パラリンピックがあるということで工事

が始まっているわけでございます。 

 したがって、そちらに人的な吸収がされていっているということもこれまた事実でご

ざいますから、そういった意味では人口減少の懸念があるというともに、我々自身がや

はり改革精神を身について、丁寧な説明の中で、住民が理解して頂かなければいけない

と、こんな思いを強く持っているところでございます。 

 それから今一つは、病院の問題でございます。 

 病院経営について、諸般の環境が非常に厳しくなっている、医療環境が厳しくなって

いる、ですから、奈井江町でいう病病連携、病診連携を引き続きやっているわけでござ

いますし、また、そういった配慮もあるわけでございます。 

 ただ、定着している先生方を、どうやってより定着してもらうか、いうことの工夫と

いうものを、今、お話ございましたけれども、より一層努力を重ねながら、定着しても

らうような努力をなお一層していきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思うところでございます。 

 いずれにしても、患者さんを、きちっと、信頼関係を得て、今も得ているわけでござ

いますから、先生方、大変な努力をしてもらっているわけで、そういう点での私どもも、



 

それをバックアップするような形をより進めていきたいと、こういうふうに考えており

ますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

●議長 

 鈴木議員。 

 

●９番 

 今ほど町長説明頂きましたけれども、多分、農業の問題につきましては、２つのこと

があろうかと思いますが、１点は、大規模化、もしくは、農地の大規模化によって投資

をしなければならないということが一つと、農地が１戸当たりの面積が増えることによ

って、その分、人口が減る、農家戸数が減ったということを、町長おっしゃりたかった

んでないかと思いますけれども、私もその点については理解をしております。 

 最初の話に戻りますが、いずれに致しましても、理事者をはじめ、職員の皆さんが、

身を削って、このまちづくりに必死に頑張っておられると、頑張っていきたいというこ

とについては、私自身議員ですけれども、心から敬意を表したいし、また、議会として

も、私一議員ですけれども、何らかの対応をしなければならないというふうにも考えて

おりますことを申し上げておきたいと思います。 

 以上、大綱質疑を終わります。 

 

●議長 

 大綱質疑を終わります。 

                                       

                                       

予算審査特別委員会の設置について               （１４時３８分） 

 

●議長 

 おはかりします。 

 一括議題については、議長を除く全議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 一括議題については、議長を除く全議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定しました。 

 特別委員会構成のため、しばらく休憩致します。 

 



 

（休憩）（特別委員会構成） 

                               

                                       

（互選結果報告）                       （１４時４４分） 

 

●議長 

 会議を再開致します。 

 休憩中に、特別委員会の正副委員長の互選結果が、議長に届いておりますので、事務

局長に報告させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

 予算審査特別委員会の正副委員長の互選結果についてご報告申し上げます。 

 委員長には、鈴木議員、副委員長には、森岡議員、以上でございます。 

 

●議長 

 只今の報告のとおり、委員長には鈴木議員、副委員長には森岡議員を選任することに

ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 委員長には鈴木議員、副委員長には森岡議員を選任することに決定しました。 

 おはかりします。 

 只今、予算審査特別委員会に付託しました一括議題につきましては、会議規則第４５

条第１項の規定により３月１９日までに審査が終わるよう期限をつけたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

  

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 一括議題については、３月１９日までに、審査が終わるよう期限を付けることに決定

しました。 

 

                                       

日程第１６ 請願第１号の上程・説明              （１４時４６分） 

 



 

●議長 

 日程第１６、請願第１号「ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書」を議題とします。 

 請願書の写しをお手元に配布しておりますので、表題のみ事務局長に朗読させます。

事務局長。 

 

●事務局長 

（請願第１号）朗読 

 

●議長 

 ここで、紹介議員の補足説明があれば発言を許します。 

 ６番森議員。 

 

●６番 

 それでは、紹介議員の立場から少しばかり補足説明を致したいと思います。 

 今、国は、昨年の総選挙で中断していました日米協議が、年明けから急進展の様相を

見せております。 

 今迄においても、日米協議の後に環太平洋連携協定、ＴＰＰの交渉官会合が開かれる

のが通例であり、今回も、１月２６日から２月１日までニューヨークで１２カ国の交渉

官会合が開催されております。 

 そして、このタイミングを見計らったかのように、１月２５日の日本経済新聞はトッ

プ記事で、コメの特別輸入枠や牛肉・豚肉の関税引き下げなどが報じられました。 

 その中において、聖域中の聖域であるコメで日本が譲歩するという、メッセージを送

ったことのインパクトは、あまりにも大きく大変危惧するところであります。予断を許

さない状況が続いております。 

 今年の１月１５日に発行した日豪・経済連携協定、ＥＰＡを含め、日本はこれまでに

１４の国・地域と自由貿易（経済連携）協定を結んでいますが、コメは今まで「除外」

以外の扱いをしたことがありませんでした。 

 また、牛肉の関税率については、報道によっては多少の違いがあるものの、最終的に

は、１０パーセント前後という報道もあり、セーフガードにおいても、せっかくＷＴＯ

で５０パーセント獲得したものが、すでに日豪ＥＰＡでオーストラリア産牛肉は基本的

に、３８．５パーセントまでにしか戻りません。 

 その上に、現在日米間で検討されている仕組みでは、セーフガードが発動されても２

０パーセントまでにしか戻らない案が報道されているような状況の中において、今日か

らハワイにおいて、１２カ国の首席交渉官会合が行われ、交渉が一気に進展することも

予想もあります。 

 ＴＰＰは決して農業だけの問題ではありません。 

 国民一人ひとりの暮らしや、地域社会の将来に極めて大きな禍根を残す問題でありま

す。 

 つきましては、ＴＰＰ交渉に係る衆参農林水産委員会決議の遵守とＥＰＡやＦＴＡ等



 

すべての国際貿易交渉において重要品目などの関税など必要な国境措置を維持すること

政府に求めるものであります。 

 どうか全議員の賛成を持って可決決定をお願い致します。 

 

●議長 

 おはかりします。 

 請願第１号は、奈井江町議会会議規則第９０条第１項の規定により、所管のまちづく

り常任委員会に付託をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 請願第１号は、まちづくり常任委員会に付託をすることに決定しました。 

 

                                       

日程第１７ 請願第２号の上程・説明              （１４時５０分） 

 

●議長 

 日程第１７、請願第２号「農協関係法制度の見直しに関する請願書」を議題とします。 

 請願書の写しをお手元に配布しておりますので、表題のみ事務局長に朗読させます。

事務局長。 

 

●事務局長 

（請願第２号）朗読 

 

●議長 

 ここで、紹介議員の補足説明があれば発言を許します。 

 ６番森議員。 

 

●６番 

 農協関係法制度の見直しに関する請願を、紹介議員の立場から、少し補足説明を致し

たいと思います。 

 政府は、昨年の６月に、「規制改革実施計画」を閣議決定をし、２月９日には、農協

改革の骨格がまとめられましたが、事業改革にどう繋がるのか、不明な結末となってお

ります。 

 また、監査などを通じて、中央が地方の自由度を縛ってきた農協組織体制の改革だと

国はいっておりますが、中央会にそのような権力があるとは思われず、農協事業改革で

はとても農家所得が向上するとは思われません。 



 

 しかし、これを真摯に受けて、北海道のＪＡグループは、先頭を切って改革プラン、

実行計画指針を策定し組合員の所得向上・農村地域の活性化による持続可能な北海道農

業と豊かな地域社会の実現をするために自己改革の具体的実践に向けて着手したところ

であります。 

 また、生産現場などからも、北海道のＪＡグループの自己改革が尊重されない農協改

革では、農協系統組織の持つ機能が損なわれ、本道農業や地域の持続的発展に支障をき

たす恐れがあります。 

 今後、農協関係法制度の見直しにあたっては、次のことを要望するものであります。 

 食料の安定供給、地域の振興について農協法の目的に明確に位置づけし、事業目的の

見直しにあたっては、協同組合の基本的性格を維持することとし、準組合員は農業や地

域経済の発展をともに支えるパートナーであり、人口減少への対応や雇用の創出など政

府の考えている「地方創生」を担っております。 

 そのためにも、准組合員の制限は行わないこととし、ＪＡ・連合会の協同組合として

の事業・組織を制約する一方的な事業方式、業務執行体制、法人形態の転換等は強制し

ないことを、国にお願いするものであります。 

 どうか全議員の賛成を持って可決決定をして頂きますようにお願い致します。 

 以上です。   

 

●議長 

 おはかりします。 

 請願第２号は、奈井江町議会会議規則第９０条第１項の規定により、所管のまちづく

り常任委員会に付託をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 請願第２号は、まちづくり常任委員会に付託をすることに決定しました。 

 おはかりします。 

 只今、まちづくり常任委員会に付託しました請願第１号、請願第２号につきましては、

会議規則第４５条第１項の規定により、３月１９日までに審査が終わるよう、期限を付

けたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 請願第１号、請願第２号については、３月１９日までに、審査が終わるよう期限を付



 

けることに決定しました。 

                                       

                                       

閉会                           

 

●議長 

 おはかりします。 

 ３月１０日から１２日までの３日間は、議案調査のため、休会としたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 ３月１０日から１２日までの３日間は、休会と決定しました。 

 以上で、本日予定した議事日程を全部終了しましたので、本日はこれで散会とします。 

 なお、１３日は１０時００分より会議を再開します。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

                                       

                               （１４時５５分） 
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                               （１０時００分） 

                                       

開会 

 

●議長 

 皆さん、おはようございます。 

 定例会ご出席、大変ご苦労さまです。 

 只今、出席議員１０名で定足数に達していますので、会議を再開します。 

 

                                       

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

●議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、６番森議員、７番笹木議員を

指名します。 

                                       

日程第２ 総括質問                       

 

●議長 

 日程第２、平成２７年度町政執行方針、並びに平成２７年度教育行政執行方針に対す

る総括質問を行います。 

 なお、質問は再々質問を入れて、３０分以内でお願いします。 

                                       

                                       

（１．７番笹木議員の質問・答弁）               （１０時０１分） 

 

●議長 

 笹木議員。 

 

（７番 登壇） 

 

●７番 

 皆さん、おはようございます。 

 7番笹木利津子です。 

 先の通告に従い、町政執行方針・教育行政執行方針の中から町長・教育長にお伺い致

します。 



 

 新年度から「第６期まちづくり計画」がスタートし、先の調査特別委員会では「前期

実施計画」の施策や事業が審議されました。 

 これらの計画に基づき、新たな町政が進められていく中で、山積する課題を解決しつ

つ、安心して暮らせるまちづくりのために町長を先頭に、職員の皆様にご尽力して頂く

ことを期待しております。 

 質問に入りますが、子ども・子育て支援事業計画(第１期)の中の「子育て環境ニー

ズ・調査結果」にあるように、奈井江町において子育てしやすいという回答が６０％を

上回っております。 

 特に妊婦健診や医療費の無料化を始め、これまで子育て支援のため、奈井江町として、

積極的に取り組まれてきた多くの施策がこの数字に表れているものと考えます。 

 そこで「ママ友クラブ」開設についてお伺い致します。 

 妊婦及び生後３、４か月児を持つお母さんが対象になっておりますが、現在奈井江町

において対象になる方が何人いらっしゃるのか。また、参加周知については、どのよう

な方法がとられているのか。 

 事業計画にもありますが、親になることの意識啓発、子育ての疑問や不安解消に繋が

る大切な施策であると考えます。 

 対象になるお母さん全員の参加を希望しますが、参加できないお母さんには、どのよ

うな対応がとられているのかお伺い致します。 

 また、一昨年から実施されています「５歳児健康相談」についてお伺い致します。 

 ３歳児検診から就学時検診まで、育児について相談する機会がない中での５歳児健康

相談の実施は、子育ての不安を解消して頂くための大きな役割を果たしているものと思

います。 

 昨年、事業を利用した若いお母さんから、感想を聞かせて頂くことが出来ました。 

 「子育ての不安などを相談できてよかった」また「子どもの状況を客観的に知ること

が出来る」「食育の不安を相談できた」などの意見を頂き、安心して子育てが行われる

ための環境づくりに繋がっていることを実感致しました。 

 そこで質問ですが、相談内容により時間や、相談回数が必要とされる場合、どのよう

な対応をされているのか町長にお伺い致します。 

 

●議長                            （１０時０４分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 皆さん、おはようございます。 

 大変、ご苦労さまでございます。 

 笹木議員の総括質問にお答え申し上げたいと思いますが、まずは、子育て支援につい

てということで、ママ友クラブに対象者全員が参加できる啓発と手当について、今１つ



 

は、５歳児健康相談で手当が必要とされる場合、充分な体制がとれるのかどうかと、こ

ういうことだと思うわけでございますが、１点目の「ママ友クラブ」につきましては、

参加者の減少していました「パパママ教室」を見直しまして、平成２６年度から開催し

ている事業でございまして、妊娠中の方に加えまして、子育て中のお母さんたちにも、

ご参加を頂きまして、平成２６年度は８月と１１月の２回、開催を致しましております。 

 開催にあたりましては、妊娠中の皆さんには、母子健康手帳の交付の際に直接、事業

の案内をしているほか、文書による案内と電話による勧奨をしているところでございま

して、６名のご参加を頂きました。 

 また、子育て中の皆さんについては、３カ月～４カ月児とその母親を対象としており、

対象者に文書や電話での個別にご案内をしているほか、保健センターで実施致しており

ます乳児健診の際に呼び掛けるなど、７名に参加頂きました。 

 より多くの皆さんにご参加を頂くことで、お母さん同士が気軽に情報交換できる環境

を作っていくことが重要でありまして、今後もより効果的に参加を呼び掛ける方法を考

えながらいきたいと思うところでございます。 

 併せて、開催場所や開催時間の検討を行いまして、より多くの皆さんに参加を出来る

だけ頂ける事業を目指して参りたいと考えているところでございます。 

 ２点目の５歳児健康相談でございますが、手当が必要とされる場合、充分な体制がと

れているかということでの質問でございますが、５歳児健康相談につきましては、お子

さんの健やかな成長、発達を確認致しまして、コミュニケーション能力や社会性を高め

るよう、奈井江町独自の子育て支援策として平成２５年から実施してきた所でございま

して、相談体制につきましては、保育士や保健師、栄養士による育児、食育等、子育て

に関する相談・助言を行うと共に、相談の際に得られたお子さんの情報については、関

係機関相互に、情報共有を行っている所でございまして、支援を必要とするケースが確

認された場合においても、関係機関によるケース・カンファレンスを速やかに行いまし

て、必要な支援策の検討を行っているところでございます。 

 より専門的な分野の関わりが必要な場合については、道などの機関とも連携のもとに

対応しております。 

 ２年間で６２人の健康相談を実施してきた中で、一定の成果は得られているところで

ございまして、保護者の不安解消のためには、関係者が継続して関わりを持ち、しっか

りとフォローしていくことが何よりも大切でございまして、必要に応じ、的確な対応に

繋げられるよう、これからも支援して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思うところでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１０時０８分） 

 笹木議員。 

 

●７番 

 今、町長から答弁頂きましたけれども、この「ママ友クラブ」私、とっても良い施策



 

だなと思っているんです。 

 というのは、よく、言われますけれども、妊娠時ですよね、妊婦の方、また出産直後

のお母さんの不安だとか、ストレスは大変大きいものだというふうに、私も感じますし、

また声も聞いています。 

 ここで、今、先ほどですね、参加が妊婦の方が６名、子育てされている方が７名とい

うことでしたが、多分対象になる方は、もっともっと沢山いらっしゃると思うんです。 

 それで、出来るだけ、参加されない、大変でしょうけれども、出て来られない、参加

されないお母さん方へ、一度でも二度でもそういう機会を与えて頂けるように、町とし

て配慮して頂ければありがたいなと思いますので、よろしくお願い致します。 

 それともう１点、５歳児健康相談ですが、相談受けながらですね、時としては、入学

前健診までフォローが必要な場合もあろうかと思います。 

 少しでも子供さんも含めて、親御さんの不安が解消されるように、長いスパンで見て

あげれるような体制を、今ほど町長から答弁あって、しているということでありますの

で、是非、またこちらの方もよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 今ほど町長から答弁を頂いた「ママ友クラブの開設」また「５歳児健康相談」を含め

た子育て支援の施策と共に「健康と福祉の推進」の中の、各種健康教室・運動事業・栄

養改善事業・心の健康相談窓口・など、実に多くの施策があります。 

 高齢化の歯止めがきかない現実の中、その施策の大半がおもいやり課、健康ふれあい

課が、担当所管であります。 

 町長が常におっしゃっている町民と共に、協働の町づくりを進める事には、私も共感

しておりますし、町民が主体の事業の展開も期待しておりますが、今ほどあげた施策の

実施に係わる、職員の体制についてお伺い致します。 

 私は以前にも、保健師の増員について町長にお伺いした事があります。 

 様々な施策で、直に町民に係わり、時間を共有し、いわば町民から頼られている存在

が保健師であると私は感じております。 

 生まれる前から終末まで、町民の安心のために頑張って頂いていることは、皆さん共

通の思いではないでしょうか。 

 私も町民相談を頂く中で、保健師との接点が大変多く、その都度迅速に対応して頂い

ておりますが、反面忙しい思いをさせてしまっているのでは、との思いがあるのも事実

です。 

 本会議・初日には、障がい者福祉計画・高齢者福祉計画を各所管から説明を受けたと

ころでありますが、これらの計画も含め、速やかに、かつ有効的に事業が推進されるこ

とについても、人員の配置や見直しが必要ではないのかと思うところです。 

 これまで行財政改革のもと、多くの削減をし、又町民にも最大限の協力を頂く中で、

財政の健全化に努力されてきた経緯も承知しております。 

 今後もなお一層の行財政改革が必要とされる事も想定されますが、削減すべきは削減

しつつ、町民にとり必要な人員は見直す時期ではないのかとの思いで、今後の職員配置

について町長にお伺い致します。 



 

 

●議長                            （１０時１３分） 

 町長。 

 

●町長 

 笹木議員の２点目の質問でございますが、健康と福祉の推進についてという中で、保

健介護予防事業など、町民や地域の協力がますます重要になるのではないかと。  

 現行の人員配置で対応できるのかと、こういうご質問かと思う所でございます。 

 ご案内のとおり、介護保険も地域に委ねると、地域が主体に、軸になってやるという

ことが、次年度から明確に示されているところでございますから、そういうことも含め

て、総合的に考えなければいけないとこういうふうに思っております。 

 団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年に向けまして、今後、これまで以上に地域

包括ケアシステムの構築が重要となっているところでございまして、奈井江町の人口推

計では、高齢者率が今後も高くなっていく見込みでございまして、介護予防等の各種施

策についてもますます住民の皆さんのご協力を得ながら進めていくことが必要と考えて

いるところでございます。 

 このため、平成２７年度介護保険制度が改正されまして、高齢者自らも積極的に社会

参加し、住民が主体となった介護予防事業等の実施を市町村の判断により実施すること

が出来る仕組みとなりました。 

 この考え方に基づきまして、今後、住民主体のサービスを充実していくための取り組

みが進められていくことになりますが、この構築に向けた検討を行う協議会の設置と、

住民主体のサービス構築や、利用のコーディネイトを中心となって行う、生活支援コー

ディネーターの配置が必要とされます。 

 本町におきましては、協議会の設置のため、４月以降、早急に検討会議を立ち上げま

して、協議会の構成や住民主体サービスの必要性等について検討を行いまして、地域の

実情にあった協議組織となるよう、進めて参りたいと考えているところでございます。 

 生活支援コーディネータについては、個人への委嘱の他、団体への委託などの方法も

あることからどのような形で進めていくことが本町にとって、良い方向になるか、協議

会の中で十分に協議致しまして、決定して参りたいと考えているところでございます。 

 また、今後、地域包括支援センターが中心となりまして、保健センターや、社会福祉

協議会など、関係機関との連携を図りながら、進めることになるため、２７年度より支

援センターを１つの係から２つの係と致します。 

 現行の３人体制を４人体制に増員する予定でございまして、今後も町民の皆さんが地

域で安心して生活できる支援体制づくりを進めて参りたいと思いますので、よろしくお

願い申し上げたいと思います。 

 

●議長                            （１０時１６分） 

 笹木議員。 

 



 

●７番 

 今ほど、町長もおっしゃいましたけれども、高齢化率が高くなるというのは、これは

もう奈井江町に限らず、国全体の問題でもあります。 

 答弁にもありました。 

 私は、今回のこの質問させて頂くのは、今この高齢化率が上がる中で、奈井江町で独

居世帯が本当に大変に多くなっているという状況です。 

 私の家の周りぐるりを見回しても、本当に一人で暮らしている方が沢山いらっしゃる

んですね。 

 そんな中で、私が、あくまでも希望ですけれども、保健師さんに一番して頂きたい事

業が、訪問事業なんですね。 

 それで、本当に困りごとがあったり体調不良があったりして、地域の方が素早くキャ

ッチをして、行政にまた保健師さんなりに、要するに結び付けてくれるといいんですけ

れども、そうじゃなく、本当に一人で悩んでいる方が、これだけ多くの方ですから、い

らっしゃる、また奈井江町でも痛ましい孤独死の状況もありましたし、そういうこと、

それが全部ね、保健師さんが防げるということではないんです。そうではないんですが、

まずこの訪問事業がどうなっているのか、今のこの人員で、本当にこれだけある高齢者

の方にしっかり訪問事業が行き届いているのかという点を、もう一度お聞きしたいと思

いますし、地域医療連携室が町立病院の中にあります。 

 町民にとっては、まず１番の相談窓口ですよね。 

 あそこに行くと色々教えて頂く、また色々なことに対して手当をして頂く、申請もそ

うですけれども。 

 でも、今現在２名の職員で、地域医療連携室の窓口を、事業としてされていますけれ

ども、本当に時々空席になっているんですね。 

 私も行って、空席になっていることもあります。 

 その時、私なんかは、またちょっと他の仕事をして、また来るか、と時間を改めて来

ること出来ますが、高齢者の方、わざわざ、例えば営業車を使って、相談を受けに来た

時に、あそこに人がいなければ、本当に帰って来るまで待つという状況もあります。 

 何故あそこに人がいないんだということを私は言うのではなく、本当に素早く対応し

て下さる、要するにあそこに、相談窓口として在席して欲しい体制が作れないのかとい

う思いがあるんですね。 

 うちの保健師さん、本当に素晴らしい方で、本当に保健センターに相談があって出掛

けても、なかなかいらっしゃらなくても、すぐ出先から戻って来て下さったりするんで

すね。 

 それはやっぱり何かしらの仕事で出て行っている部分も戻ってきて下さるということ

も、何度かありましたし、私の目から見たらですね、本当に忙しくしているという思い

があるんですね。 

 どうなんでしょうか、職員さんの中で、また、ミーティングの中で、今の事業を含め

て、なかなか行き届かない、大変なんだという声があがっている現実があるのかという

部分もちょっと知りたいような気が致します。 



 

 それから、本当にいつ行っても、どんなに忙しくても本当に笑顔で良い対応してくれ

るんですね。 

 それで、いわば、反対に何か、忙しくさせてしまっていることが、申し訳ないなと、

本当に最後の最後、結果をみるまで対応して下さいますし、素晴らしい保健師さんたち

だと思うんですよね。 

 それで、なお一層、様々な事業に頑張って頂くために、職員体制の見直し、今回、町

長に質問という思いでさせて頂いております。 

 これについて町長から答弁お願いします。 

 

●議長                            （１０時２０分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、先ほど答弁したとおりでございますが、今、お話ありましたように、窓口が非常

に忙しいと。対応が出来ない。 

 ただ、職員は笑顔で、対応して頂いていると、こういう経緯の話もありましたが、い

ずれに致しましても、一番大事なのは、窓口であり、受付であり、その中で、どう連携

して、充実して、発展させていくかということが、連携室として、欠かせないことだと

思いますので、その辺についても、よく調査しながら、対応して参りたいと、こういう

ふうに考えておりますので、ご理解頂きたいと思います。 

 よろしくお願い致します。 

 

●議長                            （１０時２１分） 

 笹木議員。 

 

●７番 

 是非ですね、現場の職員さんの声を聞きながら、改善すべき点がありましたら、前向

きに検討して頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 最後の質問になりますが、「未来を担う子供たちの育成について」教育長にお伺い致

します。 

 昨年提示していただいた教育委員会事務事業の点検及び評価報告の「学びの充実」の

冒頭に、子供たちが変化の激しい社会において自立していくためには、基礎的・基本的

な知識・技能を確実に身に付けた「確かな学力」を育むことが、学校の使命であります。 

 そして児童生徒一人ひとりが学ぶ意義を理解し、わかる喜びを実感できる様な、きめ

細やかな指導の充実が大切である、とあります。 

 また質の高い教育の提供には、直接子供たちの教育に携わる、教職員の力量に負うと

ころが大きい、ともあります。ともすれば家族が子供と共に過ごす時間より、子供と共

有の時間を多く過ごす教職員の果たす役割は、大変大きいものであります。 

 執行方針には、主要な施策や教育委員会としての基本的な考え方が提示されておりま



 

すが、子供たちの育成や成長に大きくかかわる先生一人ひとりがこれらの施策に対し、

どれだけ本気で取り組んでいただけるか、という事です。 

 子供や家庭からのアンケート調査結果などを通して、頑張っているところ、また弱い

ところなどが明らかになり、子供たちの為に良い成果が得られる手がかりが有るにもか

かわらず、先生の本気なくして、結果は伴わないと考えます。 

 教育委員会として、先生が子供と向き合い、子供の育成を第一と考える思いを共有す

るために、今後どのような連携や方法が必要であるのか、教育長のお考えを、お伺い致

します。 

 

●議長                            （１０時２３分） 

 教育長。 

 

（教育長 登壇） 

 

●教育長 

 おはようございます。 

 定例会のご出席大変、ご苦労さまでございます。 

 只今、笹木議員より、ご質問のございました、教職員と一体となった取り組み等々に

ついてご答弁申し上げたいと思います。 

 お話のとおり、学校教育の充実を図るためには、教育現場の第一線で子供たちを指導

する教職員とそれと私ども教育委員会が一体となった取り組み等々が、必要というふう

に考えております。 

 そのようなことから、新たな取組みということで、来年度冒頭、小中の教職員が一堂

に会する、教育振興会の総会において、私から直接、「教育行政執行方針」を説明をし、

１年間の取り組む内容をしっかりと理解をして頂き、私どもと同じ思いに立った教育の

実践に取り組んで頂きたいというふうに思っております。 

 また、義務教育の目的は、基礎学力の定着であります。 

 教職員の研究団体でもある「教育振興会」の中に、校長会をはじめ、小中学校・教育

委員会のそれぞれの代表による合同委員会を設けまして、「チーム奈井江」として、

小・中が一貫した授業スタイル等の実践に向けた調査・研究を行いたいというふうに考

えております。 

 それら取り組みを通しまして、教育ビジョンにも示されております将来の「小中一貫

教育」を見据えた取り組みともなればというふうに考えてございますので、ご理解を賜

りたいと思います 

 以上と答弁とさせて頂きます。 

 

●議長                            （１０時２５分） 

 笹木議員。 

 



 

●７番 

 今、教育長の答弁を頂いて、ワンステップですね、前に一歩出て、何か改革していく

んだなという思いが私の中で感じたところです。 

 教育振興会の総会において、教育長が直接、先生方の前にお話しするということです

が、今まで先生たちの前で、これらの施策だとか、方針だとか、様々な思いを直接お話

しするという機会は今回が初めてなんでしょうか。 

 それと、今ありましたチーム奈井江ですか、調査を行って、改善方向にということで

すが、このチーム奈井江、どのようなメンバーが集われて、精査をしていくのか伺いた

いと思います。 

 

●議長                            （１０時２６分） 

 教育長。 

 

●教育長 

 先ほど申し上げました教育振興会総会においての私どもが直接お話をさせて頂くとい

うのは、今回が初めてという事でご理解を賜りたいと思います。 

 それと、チーム奈井江ということでの取り組みの関係でございますけれども、先ほど

申し上げましたとおり、教育振興会の中に、校長会、教頭会、それから小中学校の教職

員、それから私どもの教育委員会のそれぞれの代表、合わせて６名から７名ほどになろ

うかと思いますけれども、まず検討委員会を設けさせて頂きたい。 

 そして、調査・研究の目的ということでございますけれども、標準学力検査、または、

全国学力状況調査等の分析、それから考察等をどのような方法で、奈井江で独自でどの

ような方法で進めて行ったらいいか等々の研究をさせて頂きたい。それと合わせて授業

の進め方、板書、ノートの取り方等々も、授業スタイルの研究、それと、私ども小中と

も、本町の課題とされております家庭学習の在り方等々についても、その委員会の中で

検討させて頂き、そして、どのようなスタイルが良いか、いうことを、ある意味、マニ

ュアル化等々を踏まえて考えさせて頂ければというふうに考えてございますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

 

●議長                            （１０時２８分） 

 笹木議員。 

 

●７番 

 大きくスタートをするんだなというふうに今の答弁を伺いました。 

 チーム奈井江の調査を行う中で、検討委員会進められていくんですけれども、奈井江

町の子供たちの育成、成長、全てをある意味全てを、先生方に託しているわけです。 

 それで、先の質問にもありましたけれども、本当になかなか予習、復習、家でね、勉

強する機会が少ないというデータの結果をみても、まずそこで家で勉強をしなさいとい

うことよりも、先ほどもありましたけれども、分かる喜びですか、ここが子供の心の中



 

に感じれたら自主的な勉強にも進んでいくんだろうと思います。 

 いずれにしましても、奈井江町の先生方の努力に大きく期待を致しまして、質問を終

わらせて頂きます。 

 ありがとうございます。 

 

●議長 

 以上で、笹木議員の総括質問を終わります。 

                                       

（２．５番森岡議員の質問・答弁）               （１０時３０分） 

 

●議長 

 ５番森岡議員。 

 

（５番 登壇） 

 

●５番 

 それでは、平成２７年の第１回定例会におきまして、昨日提案のありました、平成２

７年度予算案並びに町政執行方針に対し、大綱３件、町長に質問をさせて頂きます。 

 初めの質問は、新年度予算の中で最重要施策として取組む「まちづくり定住促進対策

事業」についてであります。 

 定住対策につきましては、昨日可決を致しました「奈井江町第６期まちづくり計画」

更に「基本構想」における政策大綱の冒頭にも示されていますように、「人口減少や少

子高齢化の中にあって定住対策は喫緊の課題」であり、執行方針の中でも、「定住対策

は住宅施策だけを指すものではなく、保険や医療、福祉、介護、産業施策など、様々な

政策が多重に機能してかなえられるもの」ということを捉え、今年度の最重要課題とし

て多くの関連予算が計上されております。 

 その中でも特に住宅関連施策については、一部、空知管内のローカル新聞であります

が、一面に「目玉事業」ということで、大きく取り上げられておりましたけれども、今

年度は新築住宅に対し町外の方が町内企業で新規に住宅を建設の場合、世帯主が３５歳

以下か、１８歳以下の子育て世帯のであれば、これは最高額の３００万円という、これ

本当に思い切った施策を打ち出して頂いたと思いますが、もちろん町民の場合にも要件

に沿った助成がありまして、更にはアパート建設においては、最大一戸当たり１３０万

円で最高が１，３００万円ということで、本当に大きな計画を立てて頂いて、予算措置

をして頂いたと思っております。 

 更には、新しく中古住宅に対する助成や、賃貸住宅に入居する若年、子育て世帯に対

する家賃補助、昨年も町民には大いに好評頂いた住宅リフォーム事業の継続、これは５

年間実施するということで打ち出して頂きましたけれども、その他、子育てに関しても

新規や、更に拡充された支援対策を含めて、定住に関わる、これは住宅関連以外のこの、

この子育て、福祉に関しても全てですが、関わるものにおいて大きな予算を町長、今年



 

度は計画をされて、定住対策にかける町長の並々ならない決意を感じております。 

 特に、先ほど申しました、住宅関連施策におきましては、働き世代の町外からの移住

に対する期待が非常に大きく含まれているものなんだなと理解をしております。 

 そこで改めて今年度、最大の課題との認識の中で重要施策として取組みを進める、ま

ちづくり定住促進対策事業に対する、町長の思いと決意をお伺いしたいと思います。 

 また更に、当然ながら力を入れて実施をする以上、成果が上がる事が望ましい事では

ありますけれども、そのためには関係機関を含めて、町内はもとより、町外に対する広

報と申しますか、宣伝することも、出来うる限りの方法をもって、多くの人に事業を知

ってもらうことが非常に重要な事であると思われますけれども、今年はどのような方法

で取り組むのかということも、合わせて伺います。 

 

●議長                            （１０時３４分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長  

 森岡議員の質問にお答えして参りたいと思うところでございますが、まず、質問の内

容については、今年度取り組む定住対策についてということで、１つ目は、定住対策に

かける町長の、私自身の決意ということでございますし、各種事業の周知方法、２つ目

としては、そういうことだと思うわけでございます。 

 １点目の定住促進対策事業については、私の思いと決意について伺いたいということ

でございますが、奈井江町の人口が６千人を割る状況にありまして、１０年先の奈井江

町の人口動態を試算したところ、人口については２０％減と、このままでいきますとで

すよ、このままでいきますと４，７６０人、高齢化率が約５０％となり、強い懸念を感

じる中にありまして、第６期のまちづくり計画の最重要課題を定住対策としたところで

ございます。 

 我が町には、素晴らしい立地企業がある一方で、社員の約７割強が、町外からの通っ

ておられる。通勤されているということでございます。 

 そこで、これらの人たちにも数多く奈井江町に住んで頂きたいと考えているところで

ございまして、昨年の春から３度にわたってプロジェクト会議を開催致しまして、「ど

うしたら奈井江町に住みたいと思うのか」について、率直な意見交換を行って参ったと

ころでございます。 

 頂いた意見を最大限生かすために、検討に検討を重ねて、家賃助成の新設や住宅購入

時の助成金の大幅な増に取り組んだほか、子ども園や小学校、中学校における教育支援

の充実など、様々な施策について、新設や拡充を行ったところでございます。 

 次期まちづくり計画が始まる平成２７年度が、「奈井江町の創生元年である」との強

い想いを持って新年度に臨みたいと思ったところでございます。 

 幸い、新年度予算がプレス発表された直後から、数多くの問い合わせを頂くなど、大



 

きな反響を呼びまして、手ごたえを感じているところでもございます。 

 町民の皆さん、議会の皆さんにもご協力を頂きながら、１人でも多くの方に定住、結

婚、そして子育てと、「奈井江に住んで良かった」と感じて頂けるよう取り組んで参り

たいと考えているところでございます。 

 ２点目の定住施策の広報活動についてでございますが、従来どおり、住宅施策に留ま

らない、子育て支援策なども含めた新規、拡充事業を中心とした広報誌での特集記事、

町外も含めて新聞折り込みをするチラシなどによりまして、奈井江町の充実した支援策

について周知を行うほか、奈井江町の応援団であります「札幌奈井江会」の皆さんにも、

配布をして参りたいと思うところでございます。 

 町内外のハウスメーカーを対象とした制度説明会の開催、立地企業に対する直接的な

ＰＲとして、社員寮や「芝桜まつり」での宣伝活動、コーナーを設けてやろうと思って

いるところでございます。 

 また１０月頃を目途に致しまして、ホームページの全面改修を行いまして、スマー

ト・フォンなどにも対応して参りたいと考えております。 

 立地企業の若い人たちにも直接、届くよう広報活動に務めて参りたいと考えていると

ころでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１０時３９分） 

 森岡議員。 

 

●５番 

 只今、町長から今年の定住対策にかける意気込み、決意等を説明頂きました。 

 本当に、この事業、大成功して頂きたいと思いますし、多分２月２６日、予算がプレ

ス発表した後の新聞に、今、町長言って頂いたように、ローカル新聞ですけれども、家

を持つなら、奈井江でしょ、ってインパクトありますよね。 

 新築住宅に最高３００万、これは確かに自分も見た中では、これはちょっとインパク

トがあるなと思ってみておりました。 

 その中で、今、多くの問い合わせが来ているということで、非常に、成果を期待する

ところでありますけれども、それで、今年新たに、取り組みをして頂く部分で自分なり

に、中古住宅に対する支援ということと、それから働き世代の家賃を補助するという、

これは今年新たに計画されていることですけれども、これは非常に良いことだなって自

分も思っております。 

 本当に色々検討されて、計画されてくれたんだなということで、本当にこの取り組み

は評価するといったら生意気ですけれども、本当に良いことをやってくれてありがたい

と、そんな思いもしております。 

 それで今、広報の手法については、従来のということと、とにかく多くの人に知って

頂きたいということと、町内外のハウスメーカーさんにも説明会をされるというような

ことも言っておりましたけれども、やはり、もちろん町外の企業さんも当然、権利とい



 

うか資格があるわけですから、ただ、自分の思いとしては、町内にも沢山、建設、それ

も家を建てれる企業もあるし、更に、リフォーム等、含めると関連企業が沢山あります。 

 地元の企業は、町民であってね、これは奈井江町のまちづくりの、僕らのパートナー

だというように、僕も思っておりますので、その辺も含めて、先ほどは、町内外という

ことで、同じように聞こえたんですけれども、地元企業に関して、商工会、窓口になる

のかどうかその辺よく検討頂いて、これはきっちり僕は説明を頂いて、協力をもらうと

いうか、共に奈井江町に住んでもらう人を増やそう、それから定住してくれる人を増や

そうという事で、そこは、深く連携して欲しいなと思うんですけれども、その点につい

て、もう一度伺います。 

 

●議長                            （１０時４２分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、森岡議員からのお話ございましたように、町内企業といいますか、地元企業も連

携して、しかも積極的にお互いに、共に努力し合うという事でございますが、全くその

通りでござしまして、私ども、そういうふうに考えているところでございます。 

 よろしくお願い申し上げるところでございます。 

 

●議長                            （１０時４３分） 

 森岡議員。 

 

●５番 

 それでは、ちょっと直接定住に関わらないのかもしれませんが、僕ちょっと思ってい

ることがありまして、今回、アパートの建設にかなり、先ほども申し上げましたように、

多くの予算が計上されて、１戸あたり１３０万ということ、要件はありますけど、それ

で町長が考えているのは、あくまでこの世帯で住んで頂きたいという思いがきっともっ

て含まれているものだというように思っているんですけれども、それで１つ、提案とい

うか、私の思いなんですけれども、町長もご存知かと思いますけれども、私の町内の隣

の隣の隣に民間のアパートがあるんですよね。 

 あそこ、基本コンセプトは高齢者が一人で安心して、自立できる方でありますけれど

も、介護保険とか、そういう行政の関わり合いではなく、あくまで、自分で自立が出来

る方が住みやすいというような形のアパートが、これ結構、満床で、空いても、すぐ申

込みがあるというようなことも伺っておりますけれども、福祉の施策なるのかもしれま

せんけれども、先ほど言ったアパート要件は世帯向けということでありますけれども、

僕が一つ思うのは、そのようなこれから、さっき笹木議員の質問にもありましたけれど

も、高齢者の独居が増える、奈井江町でアパート建てるのは大変だという事を、それは

財政上も分かっているんですが、ただ、民間で例えば、そのような高齢者的なアパート、

当然、さっきの要件にあうような広さではなく、個室、個室になるのが、多分、高齢者



 

向けとなると、そうなると思うんですけれども、その辺も何か、町内に民間がもしね、

建てて頂くようなことがあると、非常に、住む人も、家賃のことはね、多少高くなるの

はこれは仕方がないと思うんですけれども、その辺をちょっと福祉の施策と連動した中

で、高齢者も一人でも安心して奈井江に暮らせるようなという、ある意味では僕は定住

じゃないかなというように思っているんですけれども、その辺についての誘導も是非検

討頂けないかなと思っているんですけれども、今、町長の見解をお伺いしたいと思いま

す。 

 

●議長                            （１０時４５分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、お話ありましたように、高齢者人口が非常に多くなってきていると、しかも一人

暮らしが大変多くなってきている。 

 したがって、そういうことを含めた総合的な考え方で、公的に作るわけには、なかな

かいかないと思いますから、そういった面で、民間にやって頂くと、そういうアパート

が今、奈井江町に１か所ありますけれども、非常に、満杯だということを聞いておりま

す。 

 私もちょくちょく顔を出すんですが、そういった話も聞いております。 

 そういうことも含めて、民間がどういうふうに、奈井江町に建てて頂けるかというこ

とも含めて、今後も検討していきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解

を賜りたいと思います。 

 

●議長                            （１０時４６分） 

 森岡議員。 

 

●５番 

 それでは、次の質問に入らさせて頂きます。 

 ２件目の質問は、今年度策定をされる、「まち・ひと・しごと創生法」における「地

方版総合戦略」の、奈井江版のですけれども、概要と策定まで、どういうプロセスでや

るんだということについてお伺いをしたいと思います。 

 昨年１１月に国会において成立を致しました「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、

今年度中に地方自治体として独自の「地方版総合戦略」の策定が必要となります。 

 地方創生につきましては、現在の内閣が担当大臣を任命を致しまして、昨年末に行わ

れました総選挙におきましても最大の公約でありまして、１丁目１番地の重要施策とし

て、これは地方の活性化を目指して、活力をもった地域となるよう、様々な支援を含め

進める事業でありまして、その基本がこの「まち・ひと・しごと創生法」であります。 

 その「地方版総合戦略」は、それぞれの地域が目的を果たすための具体的な基本目標

や基本的方向、それに向けての具体的な施策を示すものとされております。 



 

 執行方針におきましても、策定にあたっては「これまでの施策についての整理検証を

行いつつ、町の資源を活用しながら、新たな発想、強い意志をもって「奈井江版総合戦

略」の策定を進めるということが示されておりますけれども、この言葉でいう、奈井江

版総合戦略という事なんですけれども、理解できることもあるんですけれども、では具

体的にどういうものだろうという事については、これは、ちょっとなかなかおぼろげな

部分もあることはこれは、正直な、私の気持ちであります。 

 過日の調査特別委員会の中における質疑の中でも、町長よりこの「奈井江版総合戦

略」策定が極めて重要な取組みであり、まちづくり計画における実施事業を、この計画

に盛り込む事によって、今後の町財政の推移にも大きな影響があるということが、答弁

の中でありました。 

 私も、おぼろげとは言いましたけれども、自分なりに資料は調べさせて頂きまして、

中身については、理解をしている部分がございます。 

 私の思いと致しましては、今回の「地方版総合戦略」、奈井江の総合戦略であります

けれども、今の国の財政状況等を考えますと、これは地方自治体にとって、活力のある

地方を再生させるためには、もしかしたら最後のチャンスであるかもしれないし、しか

しながら最大のチャンスというように感じております。 

 町長もきっと奈井江町にとっては最大のチャンスでないのかという事については、き

っと同じ思いでいてくれると思っているんですけれども、そこで、今年度策定されます

「奈井江版総合戦略」について、いかに重要なものであるのかを含め、議会を通して町

民に説明をして頂きたいとの思いを込めまして、「奈井江版総合戦略」の概要と、合わ

せて、どのようなプロセスでこれを策定される計画であるのかという事につきまして、

お伺いを致します。 

 

●議長                            （１０時５０分） 

 町長。 

 

●町長 

 森岡議員の２つ目の質問でございますが、「まち・ひと・しごと創生法」、地方版総

合戦略の概要と策定、プロセスについてということでございますが、１つ目は地方版総

合戦略の概要、２つ目と致しましては、奈井江町として、どのようなプロセスで策定さ

れる計画であるのかと、こういうご質問かと思うところでございます。 

 まず、地方版総合戦略の概要でありますが、昨年１１月に、今、お話にもありました

ように、「まち・ひと・しごと創生法」が制定されました。１２月末に、国の「長期ビ

ジョン」と「総合戦略」が閣議決定されたところでございまして、市町村においても、

平成２７年度中における「地方版総合戦略」の策定が努力義務となっているところでご

ざいます。 

 奈井江町においても、国の「長期ビジョン」と「総合戦略」を勘案致しまして、人口

の現状と将来展望を提示する「地方人口ビジョン」と、今後５か年の目標、及び施策の

基本的方向性や施策をまとめた「地方版総合戦略」の策定を行うこととしております。 



 

 「地方版総合戦略」の概要につきましては、地方人口ビジョンを踏まえた上で、地域

の実情に応じた戦略の「基本目標」や、その基本目標の達成に向けた「基本的方向」に

ついて、地域特性や現状・課題などを考慮致しまして、設定するものでございます。 

 更には、「基本的方向」に沿って「具体的な施策」を立案しながら、その施策を客観

的に検証できる「重要業績評価指標（ＫＰＩ）」を設定することとされております。 

 また、総合戦略の進捗については、評価目標や指標を通じて実施した、施策の効果や

目標達成の状況等を検証し、改善を進めるためのマネジメント手法である「ＰＤＣＡサ

イクル」を確立し、必要に応じて総合戦略を改定することになっております。 

 「奈井江町として、どのようなプロセスで策定される計画であるのか」ということで

ございますが、奈井江版総合戦略については、これまで進めてきました雇用の創出、定

住対策、子育て支援など、「第６期まちづくり計画」との整合性を図りつつ、奈井江町

の現状に即した施策・事業について検討して参りたいと考えております。 

 そこで、総合戦略の策定に向けた、その施策を総合的かつ計画的に推進するため、全

庁的な組織である「奈井江町ふるさと創生本部」を３月１日付けで設置致しました。 

 また、「まち・ひと・しごと」の政策全般にわたる戦略を定めるため、産業界や教育

関係者、女性、若者、高齢者の方など、幅広い方々からの意見を取り入れるとともに、

町議会においても十分に協議しながら、平成２７年度中の策定に向けて取り組んで参り

たいと考えております。 

 今、森岡議員が具体的に、しからばですね、どんなことがあるかという話でございま

すが、このことについては、これから入り込んで、議論していきたいとこういうことを

考えておりますから、その点についてご理解を賜りたいと思うところでございます。 

 よろしくお願い致します。 

 

●議長                            （１０時５４分） 

 森岡議員。 

 

●５番 

 只今、奈井江版総合戦略といいますか、地方総合戦略の概要ということで説明頂きま

した。 

 中身についてはこれからということでありますけれども、ただと申しますか、今年度、

まち計を作って実施計画を作って、その中で、いかにリンクしていくかということも重

要なことだということで理解をさせて頂きたいと思いますけれども、この総合戦略の資

料を自分なりに、読み解きますと、今、町長が計画を策定するにあたって民間の力が必

要なんだということで、本当に幅広い年齢層、それから産業界、それから教育機関や労

働団体、メディアとか、そういう方の、産・官・学・金・労・言の参画が重要だという

ようなことも書いてありますけれども、確かに、色々な立場の色々な幅広い人がこれ本

当に、自分もね、このことは重要な計画なんだなという事は、理解をしておりますので、

その辺、十分に、連携を取って頂いて、計画づくりに参加、協力を求めて頂きたいなと

思います。 



 

 更に、これの国の場合の基本目標については、特に地方への新しい人の流れを作ると

か、今、お話があった若い世代が結婚、出産、子育ての希望を叶える、そして、時代に

あった地域間づくりということも安心な暮らしを守るということも、書いてありますし、

只今、町長言ったＰＤＣＡ、昨日の本会議でも奈井江の計画に対してもありました。 

 これも本当に重要なことだと思います。 

 それで１点、これはあくまで国の言っているやつで、国、道、市町村の役割というこ

との中でひとつ、総合戦略の中に、市町村間の連携に積極的に取り組んで、今、うちも

滝川、砂川、中空知でやってますけど、定住自立圏の計画においても、それを計画に入

れるのが望ましいというような書き方もされていたんですけれども、その辺について、

今、町長どう考えておられるかということと、もう１点、３月１日付けで、ふるさと創

生本部が立ち上がったという事は、今、初めて聞いたのか、それとも特別委員会の中で

話あったかもしれませんけど、この創生本部の今、現状について、質問させて頂きます。 

 

●議長                            （１０時５７分） 

 町長。 

 

●町長 

 まず１つ目でございます。 

 今、お話ありました幅広く意見を聞くという事は先ほど申し上げた通りでございます

ので、ご理解を賜りたいと思うところでございます。 

 それから、市町村間のこの辺は村がないですが、市町の連携、定住自立圏構想を含め

て、こういったことも含まれるのかという事でございますが、当然ながらこういったこ

とも含まれてくると、こういうふうに思っております。 

 ただ、全面的にそういう形で、定住自立圏構想のいわゆる論議がまだ定まってないわ

けで、一部分しか定まっておりませんが、いずれに致しましても、全体像と致しまして

は、地域が連携しあって、そして、お互い支え合い、市町でありたいとこういう方向性

も考えながら、進めて参りたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解を賜り

たいと思うところでございます。 

 ３月１日の、いわゆる、奈井江町のふるさと創生本部でございますが、３月１日付け

で設置をしておりまして、全庁的な連携体制で、総合戦略の策定、事業の推進に努めて

参りたいと考えておりますが、これ前にお話申し上げたような気がするんですが、私を

本部長と致しまして、副町長、教育長が副本部長、本部員に各課の課長を任命し、奈井

江町ふるさと創生本部でございますので、ご理解を賜りたいと思うところでございます。 

 以上でございます。 

 

●議長                            （１０時５９分） 

 森岡議員、このことに関して質問はございませんか。 

 なければ、質問者には誠に失礼かと存じますが、１１時１０分まで休憩と致したいと

思います。 



 

 

（休憩） 

 

●議長                            （１１時１０分） 

 会議を再開致します。 

 休憩前に引き続き、総括質問を続けます。 

 森岡議員。 

 

●５番 

 それでは、最後の質問でありますけれども、最後の質問は、町立国保病院の経営健全

化に向けた取組みということについて、お伺いをしたいと思います。 

 町立病院の運営につきましては、昨日、事業会計補正予算でもありましたように、入

院患者、それから外来患者数が、見込みより減少をしたというようなことで、事業収益

の減少がありまして、新年度予算案につきましては、最終補正をした患者数を基に計画、

提案されており、更には、今年度、介護報酬の引き下げが決まっている状況の中、予定

されている中で、今後とも、病院経営を取り巻く状況はますます厳しくなる事が予測さ

れております。 

 町立病院につきましては、これはもう本当に、町民にとって、安心をして一定レベル

の初期医療を受ける事が出来る医療機関として、なくてはならない病院でありますし、

町立病院が進める病診連携や病病連携を含めて、これからも地域医療の支えとして、果

たしていかなければならない役割があります。 

 しかしながら、今後の人口推移、社会情勢を鑑みますと、未来ずっと、遠い将来だと

思いますが、現在の規模で、規模のままで経営を維持できるのかという事については、

様々な要因を含めて、そこは不透明な部分があるんじゃないのかなというように思って

おります。 

 この病院の経営にあたりましては、従前、これは国の方針として示されてた介護療養

病床の廃止と療養病床の再編が計画されていたおりに、「経営健全化計画」を策定をし

て、安定した病院経営に向けた取組みを具体化されておりました。 

 「経営健全化計画」につきましては、平成２１年２月に作成されたものでありまして、

平成２４年度までの取組みについて計画をされております。 

 また、これは、奈井江町のホームページの町立病院のところを見ますと、平成２３年、

ちょっと古い話で申し訳ありませんが、２３年３月付で出ているのは今出ているやつで

すが、「公立病院改革プラン」の進捗状況ということが出ておりました。 

 それで、改革プランがありまして、これは、２４年度終わるということで、そして、

介護保険法の改正ということの、一部改正の中で、介護療養病床の扱いについては、一

応２９年の末をもって、今現在は、廃止の方向ということも、それは法律上で、出てい

る中で、それがまた国の方針として、延長があるのかどうかということも含めて、それ

はまだ分からない部分がありますけれども、更に病院においては、２年に１度、診療報

酬、薬価改定もあります。 



 

 外部的要因も非常に多いわけなんですけれども、２６年度の末を、今の３月をもって、

この病院改革プランということが、一応、終了するということであるのであれば、今、

考えれる中で、特にこの経営改革プランは経常収支を何とか黒字化しようということで

立てられておりますけれども、新たに今年から２７年度から、病院については長期ビジ

ョンはなかなか難しいということはまち計の時でも言われておりましたけれども、３年

なり５年なりサイクルで、新たに経営計画的なものを、策定をして、病院経営の安定化

に向けて、努力をする必要があるのではないかなということを考えておりますし、その

点について伺いたいのと、今年、実際経営を健全化するに向けてということであっても

非常に、厳しい部分もあるんですけれども、今年どのようにされて経営健全化に向ける

努力をされるのかということにつきまして、合わせてお伺いを致します。 

 

●議長                            （１１時１６分） 

 町長。 

 

●町長 

 森岡議員の３つ目の質問でございますが、町立国保病院の経営健全化についてという

ことで、１つ目は、新たに経営指針を策定し、経営健全化に向けた努力を検討すべきで

ないかと。２つ目と致しましては、今年度計画されている経営健全化に向けた取り組み

は何かということでございますが、地域医療を取り巻く環境については、医師の地域偏

在や看護師不足など依然として厳しさが続いております。 

 その中で、町立病院についても、人口の減少などの影響によりまして、患者数が減少

傾向にあることも、これまたご指摘の通りで、経営的に厳しい状況にありますが、１点

目の「新たな経営指針を策定し、経営健全化に向け検討すべき」とのことでございます

が、平成２０年度に策定致しました「経営健全化中期計画」については、特に介護療養

病床が、平成２３年度末で廃止となることに対して、病棟再編を中心に策定したもので

ございますが、その後、法律の改正によりまして、廃止が２９年度末まで延期となり、

更には、今回の介護報酬改定では、新たに「療養機能強化型」として区分されるなど、

今後の介護療養病床の重要性、あり方が問われているところでございます。 

 また、国では、将来的な地域医療体制確保に向け、本年度、都道府県において、二次

医療圏単位を基本と致します「地域医療構想」が策定されます。 

 このことを受け、市町村では、この「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」と「経

営の効率化」「再編・ネットワーク化」「経営形態の見直し」の４つの視点に沿った平

成３２年度までを標準期間とする「公立病院改革プラン」の策定が新たに求められてい

るところでございます。 

 このことから、町立病院が将来にわたって地域の中で、どのような役割、機能を果た

していくかを示すとともに、経営健全化を含めたこれからの町立病院のあり方を明確に

する上で、２７年度に改めて３１年度までの５年間の「経営健全化中期計画」を策定す

る考えをもっております。 

 ２点目の今年度計画されている経営健全化に向けた取り組みについては、現在、副町



 

長、院長、副院長等による「病院経営検討委員会」を組織して、今後の経営健全化に向

けた対策を協議して参りたいと思います。 

 ２７年度に向けては、砂川市立病院等からの紹介患者の積極的な受け入れと入院調整

の迅速化、病診連携事業のさらなる推進、健診の受入れ体制の充実、砂川市立病院との

医療情報ネットワークシステムの整備などに取り組む考えであります。 

 また、やすらぎの家の週２回の診療業務を、非常勤医師の雇用によりまして週１回に

負担を軽減致しまして、病院での診療体制に繋げていきたいと思います。 

 何よりも重要なことは、これからも病病連携や病診連携を重視しながら、どう経営に

結び付け、健全化を図っていくかでございます。 

 今後も、入院・外来患者数の確保に向けた取り組みを進めながら、地域で安心した医

療提供が可能となるよう経営の健全化に努めて参りたいと考えているところございます。 

 よろしくお願い致します。 

 

●議長                            （１１時２０分） 

 森岡議員。 

 

●５番 

 それで今、町長から、答弁を聞かせて頂いて、副町長・院長をトップに、経営改善に

向けて、努力され、これは本当に大いに期待をしたいと思いますし、老人保健施設やや

すらぎの家の老人福祉施設については、こちらも介護報酬の減で打撃があるんですけれ

ども、一定間、患者さんが入所していれば、ある程度、収入の目途がつくと申しますか、

一定の収入は必ずくる、それで収支がプラスになるとかマイナスになるとかではなく、

目途がつくものがあるんですけど、病院はさっき、申しあげたように、外来の患者さん

が、急に、少なくなったなというような状況や、更にさっき言った診療や薬価の改定の

外部的要因が非常に大きいという中では、やっぱりその３施設の中では一番、注意を重

くしていかなければならない施設であると思いますし、これをまた、色々なことをされ

ても、目に見えて増えたなという、こういう結果が出るのは非常に難しいことだと思う

んですよね。 

 その中でも最大限の努力をして頂きたいと思いますが、更に一企業であるということ

を踏まえれば、経常収支の改善を、これは目指していかなければならないということは

今、町長がおっしゃられた２７年から３１年に、新たに今年度病院経営の改革プランを

策定して、実現に向けて努力をされていくということで、努力をされるということです

ので、お願いをしたいと思いますが、それで１点ですね、執行方針の中にあるように、

これは町村会などを通して、地方における介護、医療、施設の現状を、これは国に申し

上げて、実態に即した制度設計を国に求めていくというように記されておりますけれど

も、これは僕が思うに、町長の役割としては非常に重要なものがありまして、それは、

当然わが町の町長でもありますけれども、立場も踏まえれば、町長は地方自治の、ある

意味北海道の代表のような方でありますから、このことについては色々な立場を踏まえ

て本当に努力をしてきたと思うんですが、それでまた町長は特に今までのまちづくりの



 

経過を踏まえても、特に厚労省とはパイプがあるんじゃないのかなというように思って

いますけど、これで町の現状のことを聞くわけではないんですが、現在、国は、この地

方の公営病院や介護老健施設、僕が知る限り殆ど自治体で運営している施設については、

経常収支がプラスということはなかなかないんだろうなと思っているんですけど、国は

現状、地方のそういう病院や老健施設のことを運営状況をどんなように把握しているの

かなということは、これ今、町長の分かる範囲で是非、お知らせ頂きたいと思います。 

 

●議長                            （１１時２４分） 

 町長。 

 

●町長 

 大変重要な話でございまして、はっきり申し上げますと、地方のことが国が知らない

と、これは明確に、私は厚生労働省の幹部に申し上げました。 

 そして、いわゆる、老健施設もそうですが、やすらぎの家もそうですが、１００床未

満の所が大変厳しいという状況をきちっと知って頂き、その中で、理解して頂きながら、

いわゆる、経営安定化に向けて、地方も努力するけれども、国もやっぱりそういう経常

収支が努力するところはあうようにしていかないと、これだけの高齢化時代を支えてい

くのには、大変、今の状況では無理があるということをはっきり申し上げております。 

 そして、政党に対しても、各政党にもこのことを実態を訴えてきたことも、１２月２

５日ですか、お話し申し上げてきたこともこれまた事実でございまして、いずれに致し

ましても、これらの、今、森岡議員のおっしゃるように、地方が努力して、努力すると

同時に、高齢化が進んでおりますから、こういったことを支えれるように、その経常収

支がバランスあうように、努力する市町村があうようにしていかなければだめだという

ことを国に強く申し入れているところでございますし、今後も継続してこれらのことを

申し入れていかなければならないと、こんな思いを致しておりますので、ご理解を頂き

たいと思うところでございます。 

 

●議長                            （１１時２６分） 

 森岡議員。 

 

●５番 

 今の再質問の部分は、これ、聞いていいのかどうか、自分では悩んでいたんですけれ

ども、今、町長、力強く言って頂いたので、嬉しく思います。 

 さっき言ったように、奈井江の町長としての役割も重要ですけど、町長、自分の立場、

よくお分かりだと思うので、これは本当に地方が確かに一生懸命やっていても、この経

常収支だけはなかなか改善しないというのは、本当に多分どこの市町村もそうだと思う

ので、今、１００床未満のところは特に厳しい、それは現実だと思いますので、それは

もう町長是非力を発揮して頂いて、国にはきちっと申し入れをして頂きたいと思います。 

 それで、これちょっと通告はしてないんですけど、発言訂正後：「通告に関連して」 



 

病院経営ということに関わる部分なんで、ちょっとお尋ねさせて頂きたいんですが、昨

日、町立病院の方に、母親を連れて行ったんですけれども、眼科の所に、４月より診療

日が変わりますというような張り紙がありまして、眼科、午前中ですけど、月水金、週

３回となるような、張り紙が確かあったんですけれども、これについて、もう３月、次、

４月１日からということでありますから、現状、町長の分かっている範囲内、お分かり

かと思いますけれども、現状について、ちょっとご説明を頂きたいと思います。 

 

●議長                            （１１時２７分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、おっしゃる通りでございまして、大学から来て頂いているんですが、そのお医者

さんが、眼科についてでございますが、４月１日から月水金ということになるというこ

とを聞いております。 

 出来るだけ、月水金に集中できるように、患者さんに通知をしながら、報告をしなが

ら、そういったことを十分考えながら、今後の治療にあたって頂きたいと。 

 実はですね、本当のこと言いますと、主要な病院が、主要な病院に引き上げちゃうん

です。  

 空知が、医師が、眼科の病院ですよ。 

 ただ、奈井江町の場合は、これだけ配慮してくれているという点では、聞いたらびっ

くりする病院です。 

 それが、やはり、地域偏在といいますか、そういうこともあって、そういうことにな

るんでないかなと、こんな思いをしております。 

 いずれに致しましても、月水金を、来て頂くということでございますから、集中でき

るように、今、この間も担当と話していたんですが、集中できるように患者さんに通知

しなければいけないということを話しておりますので、ご理解の程を頂きたいと思いま

す。 

 また、今後、出来るだけ、現状に戻すような、回復を含めて、お願いをしなければい

けないと、こんな思いをしておりますので、よろしくお願い致します。 

 

●議長                            （１１時２９分） 

 以上で、森岡議員の総括質問を終わります。 

 引き続き、総括質問を続けます。 

 

                                       

（３．４番大矢議員の質問・答弁）               （１１時３０分） 

 

●議長 

 大矢議員。 



 

 

（４番 登壇） 

 

●４番 

 それでは通告に従い、執行方針について大綱４点に、町長に質問させて頂きます。 

 まず最初に、奈井江商業高校の支援について質問させて頂きます。 

 奈井江商業高校は生徒数の減少や普通科志向などにより、生徒数が減少し、今年から

情報処理科１クラスになることから、このままでは、存続が危ういということで、町長

は奈井江商業高校の必要性を重く受け止めて、今回、奈井江商業高校の存続に向けての

支援策の大胆な見直しをされたことと思います。 

 ＰＲ効果にも繋がり、予想以上の入学希望者が集まりました。 

 今回の支援策が生徒や保護者の皆様に認められた結果であると私も考えています。 

 安定的な生徒確保のため、支援策を継続することは、賛成するところであります。 

 しかし、入学希望者が多いことは喜ばしいことでございますけれども、今月の１７日

に合格発表があるかと思いますけれども、希望のかなわない生徒が出ることに、私とし

ては複雑な思いでいます。 

 今回の支援策の効果について、町長の率直な所感を伺います。 

 

●議長                            （１１時３１分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 奈井江商業高校の支援についてということで、大矢議員からの質問でございますが、

今回、支援策の効果といいますか、今回、支援策を大胆に見直し致しました。 

 期待以上の出願があったことは、これまた事実でございます。 

 私も、大変、喜んでおりますが、大矢議員のおっしゃるとおり、希望のかなわない生

徒が出ることも、これまた事実でございます。 

 入試で、生徒一人ひとりが持てる力を出し切ったものと思ってはおりますが、希望が

かなわない生徒においても、将来の夢に向かい、更に、まい進して欲しいと願うもので

ございます。 

 さて、今回の出願者が増加した要因は、見直しをした支援策が功を奏したと思ってお

りますが、検証もこれまた必要だと考えているところでございまして、志望した理由が、

町の支援策の拡大なのか、進路決定率なのか、あるいは学校に協力を頂いて、確認させ

て頂きたいと思っております。 

 その上で、効果を検証致しながら、今後の支援策について、検討していきたいと思っ

ておりますので、ご理解のほどをお願い申し上げる次第でございます。 

 



 

●議長                            （１１時３３分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 私も、競い合うというのは、あまり好きな人間ではありませんから、今回、ちょっと

残念だなと思う反面、生徒が多く集まって頂けるということは、お互いに切磋琢磨して、

学校、そして生徒の力の向上に繋がってくれるものだというふうに思っているところで

ございます。 

 今ほど町長は学校に伺って、今後の検証をしたいという話をされていましたけれども、

奈井江商業高校はこれまで３年間連続して進路決定率１００％でありました。 

 これが続くということも、選んでもらえる学校として、大変重要なことだと思ってい

ます。 

 就職先の確保のために、学校と企業の連携するような取り組みが出来ないのか、今も

ある程度やっていると思うんですけれども、今まで以上に支援策は出来ないのか、また、

今までも検定料の助成を行ってきたかと思うんですけれども、一歩前に進みまして、高

度な人材育成のために、各種検定の１級合格者を表彰するとか、何かそういう就職、進

学に繋がる政策が必要だと思います。 

 入口対策だけでなく、出口対策も重要だと思いますけれども、町長の見解を伺います。 

 

●議長                            （１１時３４分） 

 町長。 

 

●町長  

 大矢議員の再質問でございますが、高校の取り組みとして、卒業式で全国商業高等学

校協会主催の検定１級３種目以上取得者の表彰を実施しております。 

 私も卒業式に行って参りましたが。 

 また、学校側では、新年度から、２年生、３年生の、町の検定料の助成は１級、２級

の上位の級での助成と致しまして、受験者の全員の合格を目指し、これまで以上に講

習・補習に力を入れるとお聞きしているところでございまして、大変、有効に活用して

頂いていると感じております。 

 いずれに致しましても、地域産業を担う人材育成のため、支援を継続していきたいと

考えておりますが、先ほど申し上げましたとおり、検証が必要だと、こういうふうに思

いながら、検証しながら、今後どういうふうにあるべきか、ということも含めて、支援

策を色々と考えていきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解のほどをお

願い申し上げます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１１時３６分） 

 大矢議員。 



 

 

●４番 

 ありがとうございます。 

 次年度以降も生徒確保が出来るように、支援策これからも続けて頂くことをお願い申

し上げまして、この質問については終わらせて頂きます。 

 次に、町立病院、老人介護保健施設３施設の利用者のニーズに適したケア内容の見直

しということが掲げられてございます。 

 これまでも３施設ともに、健全経営に向けて大変努力をされてきましたが、サービス

の質の向上のため、また施設の充実や職員体制の強化をしてきたことなどにより、経営

は大変厳しい状況にあります。 

 今まではこれまで蓄えてきた資産により運営に問題がありませんでしたけれども、今

回示された介護報酬改定も大きく影響し、経営が厳しくなることが予想されます。 

 また、全体的にみますと３施設ともに利用者が減少傾向です。 

 更には、介護報酬の見直しにより個人負担の増加も考えられる中で、利用者の確保に

向けての対策が大変必要になってくると思います。 

 今回、利用者のニーズに適したケア内容の見直しをすることとしていますけれども、

どのようなことに取り組みをされるのか、お伺いします。 

 

●議長                            （１１時３７分） 

 町長。 

 

●町長 

 大矢議員の２点目の質問でございますが、町立病院、老人介護施設の経営健全化、利

用者のニーズに適したケア内容の見直しについて、どのように取り組むのか。 

 町立病院、健寿苑、やすらぎの家の３施設につきましては、今後ますます進む高齢社

会に対する重要な施設でございまして、しかしながら、今回の介護報酬改定では、９年

ぶりのマイナス改定となりまして、今後の経営に大きな影響を及ぼすことも予想されま

す。 

 経営の健全化を維持する上では、利用者のニーズを的確に把握すると共に、サービス

の質をさらにどう高めながら、安定的な利用に繋げるかが重要であります。 

 各施設のサービス利用状況としては、身体機能の維持向上や認知症の予防、家庭の事

情による短期的な入所など多岐にわたっております。 

 また、利用者からの要望や意見として、個別リハビリテーションやレクレーション内

容の充実、利用時間の選択などを求める声も頂いております。 

 このことを踏まえながら、現在、リハビリ提供時間の拡大や楽しく過ごして頂くため

のレクレーション内容の見直しなど、利用時間の短時間設定などを検討している所でご

ざいます。 

 合わせて、施設職員の資質向上のための研修会への参加機会の拡大だとか、施設内で

のカンファレンスの充実に取り組んでいく考えであります。 



 

 いずれに致しましても、利用者が安心してサービスを受けられ、ケアの充実に必要な

ことが何かを的確に捉えながら進めて参りたいと、こういうふうに考えておりますので、

ご理解を頂きたいと思います。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１１時３９分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 今ほど、短時間の対応とか色々なことについて、これから取り組んでいきたいという

話をされました。 

 私も、前から、時間が今までの設定というのは、大変、高齢者の方には厳しいのでは

ないかという話を前からしてきているんですよね。 

 そういう意味で、そういうことにも対応して頂けるというのは、ありがたいことだと

思います。 

 それと、もう１点、気になったのは、男性の利用者が、デイケアサービスとかでは少

ないように見えるんですよね、私の目でみたところに。 

 ただ、実際の対象となる人たちがどれだけいるかというのは、私全然掌握してません

ので、分からないんですけれども、ただ、男性の方に聞くとやはり男の人はあそこに行

っても時間を持て余すという感覚なんですね。 

 女性の方はあの時間に友達と会ったりなんかして、話をするのが楽しいというのを聞

くんですけれども、男の方はあそこへ行っても何かやることがないので、退屈だし、疲

れるだけだから行かないというような話も聞くので、そこに行くことに喜びを感じても

らえるような、先ほども言いましたレクリェーションとか、色々な話がありましたけれ

ども、そういうことに取り組むことが必要なんじゃないかというふうに思うんですけれ

ども、その辺、町長、もう１回、お願いしたいと思います。 

 

●議長                            （１１時４１分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、質問の中で、ちょっと男性が少ないんでないかと、したがって、利用者が少ない

ということは、男性が今のご指摘によりますと、逆に楽しさがないと、したがって、そ

ういう意味で少ないんでないかということでございますが、対象者が、今、大矢議員の

言ったように、対象者は大概、入所されているんでないかなと思うんですが、そういう、

本当に在宅で、今。 

 今、お話しありましたように、健寿苑が３名で、やすらぎが１０名ということで１３

名待機者がいるということでございますが、その男女別ということは分かりませんが、

いずれに致しましても、そういうことのないように、男性でもあっても、女性であって



 

も、介護度３以上になりますが、入所出来るようなことで色々と検討、ケアを考えてい

きたいとこういうふうに考えておりますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 それから、喜びを感じるということでございますが、なかなかそれも難しいことです

が、様々なレクリェーションも、先ほども申し上げましたように、レクリェーションを

はじめと致しまして、入所しても退屈しないようにという話でございますが、そういう

ことも含めて、ケアをどういうふうにしていくか研究して参りたいと、こういうふうに

考えておりますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

 

●議長                            （１１時４４分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 ありがとうございます。 

 今ほど、入所の待機状況も出ていましたけれども、入所で健寿苑が若干、一時よりは

待機者が少ないのかなというふうに感じるところでございます。 

 色々なことに取り組みながらの、皆さん、出来るだけ利用してもらえるような対策を

取っていくということでございますけれども、利用者のニーズというのは、テレビなど

で先進的な施設や取り組みを紹介されていることなどで、大変多様化してきているのか

なというふうに思ってございます。 

 ニーズに応えるというのは大変対応が難しいことと思いますけれども、出来るだけ、

皆さんの要望に応えて頂いて、利用者を増やして頂くよう、期待をしてこの質問は終了

させて頂きたいと思います。 

 続きまして、空知団地への新たな企業誘致についてを質問させて頂きます。 

 空知団地を町が買い取り管理をしていますことに、空知団地を抱える茶志内地域の住

民の一人として、大変感謝をしているところであります。 

 しかし、長年企業誘致に努力してきたにも関わらす、進出企業が少ない現状でありま

す。 

 また、町財政が今後厳しくなっていくことが予想される中で、現状の管理体制が続け

られるのか、不安に思われている方もおられます。 

 昨年、岩見沢にコールセンターが誘致されました。 

 今年、美唄には規模小さいようですけれども、コールセンターが誘致されたようです

けれども、奈井江町での現在の取り組み状況と今後の展望について、どのように捉えて

いるか、町長にお伺い致します。 

 

●議長                            （１１時４５分） 

 町長。 

 

●町長 



 

 大矢議員の３点目の質問でございますが、空知団地の新たな企業誘致についてという

ことでございます。 

 空知団地に関しましては、昭和５９年、１９８４年に分譲を開始以来、３０年が経過

したところでございますが、これまで、国の機関、あるいは北海道、美唄市との連携に

よりまして、時々の経済情勢、社会情勢を捉えながら誘致活動を行って参りました。 

 しかしながら、グローバル経済が進展する中におきまして、１９８０年代後半からは、

国内製造業生産拠点の海外移転が始まりまして、いわゆる産業空洞化の影響を大きく受

ける状況が続いて参りました。 

 この間、空知団地においては、製造業数社との土地譲渡契約が交わされましたが、現

状は町の農業施策と致しまして、平成１２年に「ライスターミナル」が稼働し、また平

成２６年に「太陽光発電施設」が竣工し、発電が行われているところでございます。 

 空知団地の所有につきましては、平成２６年３月末をもちまして、法律に基づき、中

小企業基盤整備機構から町に譲渡がなされたところであります。 

 この時の譲渡価格の鑑定については、新たな所有者が、一定期間管理を継続する事情

を含めて、安価な価格が設定されております。 

 しかしながら、ご指摘の通り、長く所有することによって、財政にも影響を与えるこ

とも、これまた事実でございます。 

 こうした背景から、昨年３月には、企業立地促進条例を改正致しまして、助成対象業

種の拡大のほか、土地取得に対する助成措置の創設など、早期の分譲に向けた対策を講

じたところであります。 

 また、本年度から、更に北海道との情報交換等も強化しておりますが、美唄市と構成

する「空知団地企業誘致推進会議」の平成２６年度の総会においても両市町が新たに土

地を所有する環境において、より効率的なセールスを行うために、これまで以上に連携

を強めることを確認しております。 

 平成２５年度の道内の新規立地企業の特徴と致しましては、自然災害等に対処する

「リスク分散」を理由に、立地した企業が２２件と全体の２６％を占めておりまして、

また道産の食資源・原料に着目した動きが出てきているとの情報を得ております。 

 今後も、こうした社会情勢を踏まえつつ、関係機関との連携、情報の共有を図りなが

ら、粘り強く、効果的な企業誘致対策を進めて参りたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと思う次第でございます。  

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１１時４９分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 企業立地の方はなかなか厳しい情勢だというのは、分かっていますけれども、そんな

中で、近隣で太陽光発電については、情勢が変わりつつあるんですけれども、近隣では

太陽光発電施設誘致に取り組んでいる町村もあります。 



 

 また、エネルギーの地産地消ということで、団地で発電施設を持って、町内で利用す

るとかそういう取り組みもしている町村もありますけれども、そういうことに対する考

え方はどういうふうに考えているのかということ。 

もう１点、水道、下水道などが整備されていることから農地に戻すことは出来ません

けれども、菜種とかひまわり栽培して油を採取するとか新たな農業とのコラボレーショ

ンした事業とか、そういうことは出来なのか、工業団地で出来るのかお伺いしたいと思

います。 

 

●議長                            （１１時５０分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、お話しございました太陽光発電などの、自然エネルギーが注目を浴びているとこ

ろでございますが、これからも拡大されていく、発展産業と考えていることも私も同じ

考えでございまして、したがって、今度、どういうふうにしていくかということも含め

て、いわゆる太陽光発電が既に設置されているということもございまして、今後、継続

して、拡大して頂いたり、そういうことも含めて、考えているところでございまして、

町としては、直接的に事業を展開するのは大変難しいと思いますが、空知団地に既に発

電施設が、今、申し上げましたように、事例としてありますので、ＰＲ材料にもなると

思いますので、今後、ＰＲを徹底していきたいとこういうふうに思っております。 

 また、現在、下水道・奈井江浄化センターの未利用熱の事業化計画の検討をしている

ところでございまして、私も３回ほどその会議に出させて頂きました。 

 今、これらが、新聞にもちょっと載っておりましたが、いずれに致しましても、それ

らが本格的に稼働されれば、こんな思いをしながら、いるところでございます。 

 最後の質問ですが、本町は、米が主体であります。 

 これらとコラボレーションしたものが出来ないかという話でございますが、農業地帯

としての作物生産のノウハウもあることから、こうした背景も、団地活用策の有効な地

域資源として、また町としてのＰＲ材料として、活用策を検討して参りたいとこういう

ふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１１時５２分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 地方創生の話も最後にさせてもらうんですけれども、そういうことも絡みまして、人

口減少を止めるためには、企業誘致、雇用先がなければなかなか難しいということです

ので、何とか円安などの効果により、企業の国内志向も若干回復しているようでござい

ますから、なんとかＰＲを進めて企業誘致できますことを私の立場からも願いまして、



 

この質問は終わらせて頂きたいと思います。 

 次に、地方版総合戦略の策定についてを質問させて頂きます。 

 先ほど、森岡議員の質問もありましたので、重なることもあるかと思いますけれども、

ご容赦を頂きたいと思います。 

 奈井江町は、「まち・ひと・しごと創生法」が成立後、速やかに取り組みを始めてお

り、更には４月からは新体制で地方版総合戦略策定に取り組むこととしており、町長の

意気込みを感じる所であります。 

 今後、具体的な取り組みが示されてくることになりますが、２点について、町長の考

えを伺います。 

 先ほども言いましたように、人口減少を止めるためには、あらゆる施策を講じなけれ

ばなりませんけれども、地方に住みたくても、働く場所がないのが実情で、雇用の拡大

がなければ、成し得ないことだと思います。 

 国も農業、観光、そして福祉の分野の充実などで、雇用の拡大を図ることをあげてご

ざいましたけれども、雇用拡大の方策について町長の考えを伺います。 

 ２点目としまして、新たな課を中心に、平成２７年度の内に、奈井江版総合戦略を策

定することになりますけれども、その後のこの課の役割はどのように考えられているの

か、伺います。 

 また、あらゆる分野で施策を展開しなければならないことから、今までの分野ごとの

縦断的な取り組みから、課をまたいだ横断的な対応が必要だと言われていますけれども、

各課の連携をどのように図るのか、お伺い致します。 

 

●議長                            （１１時５５分） 

 町長。 

 

●町長 

 大矢議員の質問でございますが、地方版総合戦略の策定について、一つは雇用拡大の

方策、２つ目は新たな課の役割と各課の連携ということでございますが、総合戦略にお

ける雇用に関するご質問でございますが、これまで本町においては、立地企業の努力に

よりまして、７００人以上の雇用が拡大され、地域の経済基盤を支えて頂いているとこ

ろでございます。 

 人口減少に歯止めをかけるためには、「まち・ひと・しごと」の好循環を作り出す必

要がございまして、更なる地域の雇用を創出していくことが重要な課題となっておりま

す。 

 この課題を考える時、立地企業や、基幹産業である農業など、産業全体の付加価値や

生産性の向上が必要であるとともに、多様な価値観を取り込む観点からも、女性が活躍

できる環境整備が必要であると考えております。 

 また、企業の新規立地や増設・設備投資は、地域経済の活性化と雇用の場の確保に大

きく寄与することから、本町においても、条例に基づく助成等の支援を行って参りまし

た。 



 

 今後についても、立地企業との連携に加えまして、積極的な企業誘致を展開致しまし

て、企業の新規立地、事業拡大に対する支援についても継続して実施する必要があると

考えております。 

 総合戦略の策定にあたっては、雇用の創出に繋がる、地域の特性を活かした取り組み

について、幅広く検討して参りたいと考えております。 

 次に「新たな課の役割と各課の連携」ということでございますが、職員の体制につい

ては、昨年１１月、ふるさと振興課において、一部、地方創生に関する人事を実施して

いる所でございますが、４月から正式に課を設置して対応するため、本定例会において、

「ふるさと振興課」を「ふるさと農政課」「ふるさと商工課」、そして「ふるさと創生

課」の３課に再編を行うべく、課の設置条例の改正案を提案した所でございます。 

 国は、『単独の大臣である地方創生相を設け、自主的、主体的に取り組む自治体を支

援して行く』としておりまして、国との繋がり、窓口も明確にして行かなければなりま

せん。 

 そういう意味において、奈井江町の体制を充実して行くことが必要でございまして、

現行の体制内で取り組むのではなく、「ふるさと創生課」を新設する考えであります。 

 また、地方版総合戦略においては、「仕事づくり」など、ビジネスの創造に係る検討

を行っていくことも大変重要でございまして、「創生課」と共に産業を所管する「ふる

さと２課」を統括する参事職も新たに配置しながら、奈井江版の地方創生に取り組んで

参りたいと考えております。 

 なお、「各課の連携」ということで申しますと、私を本部長として、副町長・教育長

が副本部長、本部員に各課の課長を任命する「奈井江町ふるさと創生本部」を３月１日

付で設置をしておりまして、全庁的な連携体制によります総合戦略の策定、事業の推進

に努めて参りたいと思うところで、先ほど森岡議員の質問にお答え申し上げました。 

 以上でございます。 

 

●議長                            （１１時５９分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 体制について分かりましたけれども、これちょっと私は質問しようかどうしようか迷

っているところなんですけれども、私の率直な素朴な質問なんですけれども、奈井江版

の地方創生戦略計画は、奈井江町の将来に本当に関わっていることですから、まちづく

り計画とも大変関わりもあるもんですけれども、担当課がまちづくり課でなく、ふるさ

と課での対応とした理由はどういうふうに考えているのか、お伺いします。 

 

●議長                            （１２時００分） 

 町長。 

 

●町長 



 

 いわゆる、ふるさと産業課、それとの関係でございますが、先ほど申し上げましたよ

うに、各課と総合的に連携していくことは、これは、事実でございますが、どうして、

ここに位置付けだと、農業、商業、地域創生というのは、一体的なものである、こうい

うふうに私どもは理解しておりますし、考えておりますので、そういった中で、各課に

わたって、連携していくことはこれまた事実でございますが、しかし、その中で特化し

たものと致しましては、商業、農業、工業ということですね、含めた中で考えていきた

いとこういうことで、ふるさと創生課と、新たな課を設けたということでございますの

でご理解を頂きたいと思います。 

 さっきの答弁の中で、ちょっと申し上げましたけれども、国が繋がり、窓口を明確に

していかなければいけないということも、これもまたございまして、地方創生課という

ことを設けたということでございます。 

 ご理解を頂きたいと思います。 

  

●議長                            （１２時０１分） 

 大矢議員。 

 

●４番 

 課を設置しなければならない理由というのは分かりましたし、まちづくり課でなくて、

ふるさと課というにしたというのは、やっぱり産業が盛んにならなければ、地域が活性

化しないという思いだろうというふうに今の答弁で考えたところでございます。 

 やっぱり産業が盛んになって雇用が促進される、また皆さんが定着されることだろう

と思います。 

 その中で、若干、私の読んだ本の中で、分析の中なんですけれども、奈井江は大変町

長が色々な福祉や何か頑張って頂いたおかげで高齢者といいますか、今まで住まれてい

た方が住み続けることには成功して、こういう今の状況があるんだろうと思っています。 

 分析では奈井江町は若い女性が少なくなっている、減少率が高いという分析がされて

いるようなんですね。 

 奈井江町、若年女性の減少率が高いことが、近隣空知管内、全道的にそうなんですけ

れども、その中でも若干奈井江は高いというふうに統計では示されています。 

 若い女性が安心して住み続けてもらえるような、若い女性に特化したような政策が今

後必要なのかなというふうに私は思うんですけれども、その辺、女性の意見も聞きなが

ら、今後進めていって頂きたいと思いますけれども、その辺、答弁お願いを致します。 

 

●議長                            （１２時０２分） 

 町長。 

 

●町長 

 今のお話しですと、奈井江もですね、女性の、若い女性の方が少ないんでないかと、

こういうご指摘でございます。 



 

 それはデータにもちょっと出ていることも、これまた事実でございまして、そういっ

た中で、ただ、女性に特化した何か仕事がないかということが、一番大事なことであり

まして、なかなか地方全体も、そうでございますが、奈井江町に女性を特化して、来て

頂くということは、なかなか難しいと、こういうふうに思っておりますから、いずれに

致しましても、今、大矢議員の指摘にありましたように、それぞれ皆さんの意見を聞き

ながら、今後の政策に活かしていったらどうだということは、事実でございますから、

そういうことも含めて、私はこうこうあるべきだと、こういうことをすると、女性の数

も伸びるということは、なかなかここで難しいと思いますが、いずれに致しましても町

民の皆さんと相談しながら、そして女性の皆さん方に聞いて、聞きながら、女性が住み

やすい状況はどういう環境だということも含めながら、色々と考えていきたいと、こう

いうふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

 

●議長 

 以上で、大矢議員の総括質問を終わります。 

 ここで昼食のため、１時１０分まで休憩と致します。 

 

（昼休憩）                          （１２時０４分） 

                                       

<発言訂正>                          （１３時１０分） 

 

●議長 

 会議を再開致します。 

 総括質問の前に、森岡議員より本日の会議における総括質問において、一部訂正した

い旨、申出がありましたので、発言を許可します。 

 森岡議員。 

 

●５番 

 発言の許可を頂きまして、ありがとうございます。 

 私、午前中の本会議における総括質問の大綱の３点目、町立病院の経営に関しての

再々質問の冒頭におきまして、本来、「通告に関連をして」という発言をするところで

ありましたが、「通告にはありませんが」ということを発言しておりましたので、訂正

致します。 

 どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

●議長  

 森岡議員の総括質問において、「通告にはありませんが」を「通告に関連して」に訂

正することについて、会議規則第６２条の規定により、議長において発言の訂正を許可

します。 



 

 

                                       

（４．３番三浦議員の質問・答弁）               （１３時１１分） 

 

●議長 

 それでは、総括質問を続けます。 

 ３番三浦議員。 

 

（３番 登壇） 

 

●３番 

 本日は町長に３点、教育長に２点質問致します。 

 まず、地域の助け合い活動のための体制づくりについて、町長に質問致します。 

 「高齢者等支え愛条例」に基づく、災害時要援護者名簿が整備され、いよいよ、町民

が互いに支え合う地域社会の仕組みづくりが始まろうとしています。 

 条例では「支え愛活動団体等」として、連合区、行政区、自主防災組織、民生児童委

員、老人クラブ及びボランティア団体等を挙げています。 

 また、その活動内容については、１つ目として「日常的に生活の状況を見守る活動」、

２つ目として「日常生活を支援する活動」、３つ目に「災害発生時に支援する活動」、

４つ目として「そのほか、町長が必要と認めた活動」としています。 

 これらの活動団体が互いに情報を共有し、有機的に繋がることができるかどうか、そ

こが「支え愛活動」推進のカギではないかと思います。 

 「町政執行方針」には、「今後、地域助け合い体制、ボランティアの活性化などを支

援するための仕組みを構築する」とありますが、町として、具体的にどんな仕組みを考

えているのか、先ほどの笹木議員の質問と重なる部分がありますが、改めて、お答え願

います。 

 

●議長                            （１３時１３分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 三浦議員の質問にお答えして参りたいと思いますが、高齢者等支え愛条例による地域

の支え合い活動の推進についてということでございますが、高齢者等の地域での助け合

い、ボランティア活性化支援のしくみを、町はどう構築しようとしているかと、こうい

うご質問かと思うところでございます。 

 昨年４月より、「高齢者等支え愛条例」に基づきまして、高齢者や障がい者など、見

守り、支援の必要な人の名簿作成に取り組んで来たところであります。 



 

 名簿の提出のありました７割の行政区につきましては、既に社会福祉協議会を通じ、

配布を始めておりまして、また、残り１８行政区につきましても、それぞれ協力依頼を

行っておりまして、３分の１強にあたる７地区については、来週早々に名簿の配布が出

来るよう、準備を進めているところでございます。 

 さて、これらの名簿の活用によりまして、地域における見守りや支援活動、社会福祉

協議会における小地域ネットワーク事業やボランティア活動など、地域福祉事業各般に

わたっての活用がなされ、各種事業の活性化が図られるものと期待を致しているところ

であります。 

 また、町と致しましては、「高齢者等の社会参加と支え合いの体制づくりの構築」を

進めることが必要と考えておりまして、「生活支援コーディネーター」を配置致しまし

て、住民自ら、地域で円滑に活動できるための調整、更には相談役を担うほか、ボラン

ティア等担い手の養成、発掘などについても、しっかりと取り組んで参りたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと思うところでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１３時１５分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 生活支援コーディネーター等を中心にということでありましたが、先日、私は町内の

高齢者から相談を受けました。 

 他人が勝手にインターネットを接続して、その利用料金をこの高齢者の通帳から自動

的に引き落としする契約をしてしまったと、それで、自分では全く使用していないのに、

引き落としがずっと続いているんだけれども、どうしたらいいんだろうかという相談を

受けました。 

 それで、一緒に解約の手続きをしましょうということになったんですが、ネットの解

約はＮＴＴ東日本へ、引き落としの解約はＮＴＴファイナンスへ、ということで、それ

ぞれ連絡を取りました。 

 本人でなければ受け付けないということなんですけれども、本人確認がなかなか出来

ないんですね。 

 携帯に出て、本人ですかと、聞かれても耳が聞こえないので、私ですと言えないんで

すね。 

 それで、なんとか私の方の委任状を提出して、手続きを終えました。 

 そうすると今度はパソコンに接続してあるはずの端末の機械を着払いの宅急便で送り

返せということでした。 

 それもなんとか送り返しました。 

 それで、全てが終わるのに３週間ぐらいかかりました。 

 ところがこの問題を解決していく中で、実はもっと心配なことがあるんだという、ま

たお話があって、なんでしょうかと聞いたら、実は、サラ金絡みの被害にもあっている



 

ということなんですね。 

 それは、私の手に負えないということで、弁護士の無料相談を紹介致しました。 

 この経験から、高齢者等の日常生活を支援する活動というものの範囲は、ものすごく

広いと実感しました。 

 ごみ出しをお手伝いするとか、ちょっとした草取りや除雪を手伝うとか、そういうこ

とから、かなりプライベートなことに踏み込まざるを得ないことも出てくるのではない

か。そうすると、この活動の担い手側は、常に、情報を共有して、一人で抱え込まない

ということや、日頃からこういう問題はどこの関係機関へ繋いだらいいのかというよう

な研修なども必要になってくるのかと感じました。 

 今まではこういうことは、区長や民生委員の方たちが一手に引き受けていたんだと思

いますが、そのネットワークを広げるということですから、担い手側の研修がどうして

も必要だと思います。 

 そこで、町が社会福祉協議会などと連携して、経験交流や講座などを開くことが必要

になってくると思いますが、この点で町はどういうふうに考えているのか、質問します。 

 

●議長                            （１３時１９分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、具体的な例を挙げて、切実な話がありました。 

 確かにそういうことも承っているところでございますから、今、ご提案がありました

ように、講習会等を開きながら、それぞれ周知をしながら、また研修を高めていきたい

と、担い手の研修を高めていきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解を

頂きたいと思います。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１３時１９分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 地域の助け合い活動が、動き出しますと、様々な問題が浮き彫りになってくると思い

ますが、その都度必要なアドバイスや研修の場を設けると同時に、毎年、全町の活動を

総括して、それぞれの地域に返していくことが必要かと思いますが、そういうことは、

計画されているかどうか。 

 もし、計画されているとしたら、どこがそういうものの責任を持って、やることにな

るのか、伺います。 

 

●議長                            （１３時２０分） 

 町長。 



 

 

●町長 

 今のご提案でございますが、全く総括しなければいけないことは、事実でございます

から、そういう担い手といいますか、うけもちとしては、町が責任をもって、やりたい

と、こういうふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願い申し上げます。 

 

●議長                            （１３時２１分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 奈井江町も１０年後には高齢化率が５０％になる予定ですが、早め早めに手を打って、

安心して住み続けることが出来るまちづくりを進めることが、定住化対策にも繋がって

くると思いますので、是非、この取り組みを成功させるよう、町としてもきめ細かな対

応をお願いして、次の質問に移りたいと思います。 

 次に、ひきこもりがちな若者への支援について伺います。 

 厚生労働省は「仕事や学校に行かず、家族以外と交流せずに半年以上、自宅にひきこ

もっている状態」、そういう状態にある１５歳～３５歳の子供がいる世帯が、全国で２

６万世帯あるとしています。 

 また、内閣府は、今言った状況にプラスして、「趣味の用事のときだけ外出する」こ

ういう状態を加えると、１５歳～３９歳までで全国で約７０万人がひきこもり状態にあ

るという推計を出しています。 

 学校に行けないという不登校の問題については、広く知られているところですが、新

たに、社会的ひきこもりが増えているということです。 

 社会的引きこもりの定義は、社会生活を送る中で、「何らかの事情」によって、心が

深く傷つき、これ以上我慢すると、自分が自分でなくなりそうだという窮地に追い込ま

れた結果、自分を守るために外部との接触を避けて、ひきこもっている状態をいうと言

われています。 

 そしてこの社会的ひきこもりが増えた要因として、競争と儲け主義が合わさった「成

果主義」、それと、本当は国の制度や企業に問題があるのに、すべては責任はあなたに

あると責められる「自己責任論」にあるのではないかといわれています。 

 更に、心が傷つくだけでなく、身体的にも健康を害して職場をリタイアした若者も増

えています。 

 健康な若者でさえ、なかなか仕事に就けない雇用状況の中で、健康を害して、前の職

場を辞めたという、そのことだけで再就職の大きな妨げになっています。 

 私のまわりでも、こうした若者が増えていると実感しています。 

 しかし、１０年、２０年のひきこもりを経験していても、２～３年の適切な支援を受

けることで、元気になるという実践も報告されています。 

 奈井江町でも、こうした社会的ひきこもりへの対策を立てるべき時に来ているのでは

ないかと思いますが、この点について見解を伺います。 



 

 

●議長                            （１３時２４分） 

 町長。 

 

●町長 

 三浦議員の２つ目の質問と致しまして、心の健康づくり対策についてで、若者の社会

的ひきこもり対策が必要と考えるが、私の見解はということでございますが、平成２２

年度に、内閣府が実施した推計によりますと、１５歳から３９歳の若者のひきこもりに

つきましては、家や自室からほとんど出ない「狭義のひきこもり」が、２３万６千人、

自分の趣味に関する用事の時だけ外出する「準ひきこもり」が４６万人で、合計では今

お話ありましたように６９万６千人、７０万人という推計結果が出ております。 

 「ひきこもり」になったきっかけと致しましては、職場になじめなかった、学生時代

の不登校、人間関係がうまくいかなかったなど様々な点がございますが、その症状も、

無気力、うつ状態、イライラしてすぐに怒り出すなど、これらが組み合わさって、「ひ

きこもり」に繋がると言われております。 

 町と致しましては、健康づくり計画における重点課題の１つに「こころの健康」を位

置付けております。 

 保健センターでの「心の健康相談窓口」の開設や心の健康、うつ予防に関する普及啓

発としてパンフレットの全戸配布など様々な対策を進めて参りました。 

 「ひきこもり」の解決には、本人の気持ちを受け止め、その悩みに寄り添っていくこ

とが何よりも大切だと思います。 

 個別にアプローチしながら、その家庭を地域の中で孤立させないことが重要であると

考えておりますが、合わせて、「高齢者等支え愛条例」に基づく、地域内の支え合いも

大切だと思います。 

 これからも、「こころの健康」を重点課題と致しまして位置付けまして、予防対策や

支援・相談体制の充実等に努めて参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと

思う次第でございます。 

 

●議長                            （１３時２７分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 若者の生きづらさについては、当事者が意見を言うチャンスが殆どないというのが実

態だと思います。 

 個人的に、保護者を含めて、例えば保健センターに相談に行くとか、そういうことは

あるのかもしれませんけれども、若者同士が、当事者同士が集まって、生きづらさを語

り合うというような場所が必要なんじゃないかと思うんです。 

 その中で、自分たちの置かれている状況が分かってくれば、そこから抜け出すために、

何をしていったらいいのかということを自覚していくんではないかと思うんですね。 



 

 こういう問題に取り組んでいる全国のＮＰＯとかのお話を聞きますと、一人でずっと

いてはなかなか解決できないというんですね。 

 やっぱり同じような悩みを持った人たちが語り合うことで、自分だけではないという

ふうに感じることがすごく大事だというふうに言っています。 

 是非、そういう場を設けて頂きたいと思っているのですが、この点について、町長の

意見を伺います。 

 

●議長                            （１３時２８分） 

 町長。 

 

●町長 

 三浦議員の再質問でございますが、同じ悩みを持っている人がおられるということで、

心を開いて話をするという場面もあると、今、ご指摘があったとおりでございますが、

そういう集まる機会をどういうふうに作ったらいいかということも含めながら、研究し

ていきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思うところで

ございます。 

 

●議長                            （１３時２９分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 人口が、減少が進む中で、若い人は貴重な存在だと思います。 

 是非、本来の力が発揮できるよう働きかけを続けていきたいものだと思っています。 

 続けて、３つ目の質問に移ります。 

 奈井江商業高校への支援について、町長に伺います。 

 奈井江商業高校への手厚い支援により、定員を超えた応募があったことを喜ばしく思

うと同時に、これを一過性の現象にしないためには、入学した生徒がしっかりと学力を

身につけて、社会に巣立っていくことが大事だと思います。 

 同時に、卒業後の進路の確保がどうしても必要になってくると思います。 

 そこで、町内はもとより、近郊での雇用確保に町としても、今まで以上に支援をして

頂きたいと願うところです。 

 入試の結果も発表されていませんので、合格者の出身地も分かっていませんが、奈井

江中学校からの受験者も例年に比べて多いと聞いています。 

 近郊での就職が出来れば、後に続く後輩も増えてくるのではないかと思います。 

 この点について町長の見解を伺います。 

 

●議長                            （１３時３０分） 

 町長。 

 



 

●町長 

 三浦議員の奈井江商業高校への支援についてというご質問にお答え申し上げたいと思

います。 

 本当に期待以上の出願がありまして、私も大変喜んでいるところでございますが、こ

れを継続していくためには、三浦議員のおっしゃるとおり、きちんと就職や、進学する

ことが何よりも大切だと思います。 

 雇用の確保に町と致しましては、支援をするべきではないかということでございます

が、まずは、奈井江商業高校のＰＲが、重要と考えているところでございまして、教育

の明日を考える集いや、産業まつりなどのイベントには、奈井江商業高校の生徒さん達

にも参加して頂いておりますが、高校のＰＲも含めて、本町のイベント等を大いに盛り

上げて頂きたいと思います。 

 また、学校祭で、やすらぎの家の前で「よさこい」を披露するなど、町民の中へ積極

的に入って頂いています。 

 私としては、このような時に、たくさんの町民の方々にも、参加して頂きながら激励

して頂くことが、ふれあいの支援と言いますか、生徒の向上心を高めることに繋がる、

大変、大切なことだと感じとっているところでございます。 

 町民と一体となった、取組の一つひとつが、町内外の方々の目に触れ、雇用にも繋が

る、企業の人たちも奈井江商業高校の人たちは明るい、元気だと、町民とみんなで触れ

合っていると、こういう活動を聞くことによって、それがなお、雇用にも繋がっていけ

ばとこんな思いを含めているところでございます。 

 また、高校でも、就職や進学に繋がる指導をすることが重要と感じているところでご

ざいまして、本町からの検定料の助成を有効に活用し、各種資格の取得を積極的に取り

組んでいるところでございます。 

 いずれに致しましても、支援については、緒に就いたばかりでございますので、いろ

いろな課題について、議論し検討して参りたいと考えておりますので、ご理解のほどを

をお願い申し上げる次第でございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１３時３３分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 今年入学する学生が卒業するのは３年後ですけれども、町の協力をお願いするもので

す。 

 続きまして、教育長に学校教育の充実について伺います。 

 学校教育の基本に「基礎的・基本的な知識・技能を確実に身につける」ことを掲げて

いますが、これを実現するためには、少人数学級というのは避けて通れないのではない

かと思います。 

 昨年、議員視察で訪問した由利本荘市では、小学校で、ほぼ３３人以下学級になって



 

いるということでした。 

 また、「さんさんプラン」といって、県内すべての小学校で３３人以下学級の実現を

掲げた山形県では、導入前と比べて、小中学校の不登校が年々減少している、保健室利

用の減少、読書量の増加が見られたというふうに報告されています。 

 「昔の子どもは４０人学級でもきちんと学んでいた」という人もいますけれども、学

習内容や社会情勢が大きく変わっています。 

 例えば４０年前では、九九は小学校２年から３年にかけて、半年かけて学習していた

ものが、今は２年生で２ヶ月程度で九九をマスターしなければなりません。 

 また、家庭環境も貧困の拡大など、様変わりしています。 

 ですから、どんな家庭環境の子供でも、「基礎・基本を確実に身につける」ためには、

学級の生徒数を少なくする必要に迫られていて、各地で少人数学級を推進しているとい

うのが現状です。 

 本町が独自に３５人学級を実施していることに敬意を表しますが、更に一歩踏み込ん

で、せめて小学校の低学年、例えば１年生とか２年生で３３人学級の実施について、実

現できないか見解をお尋ね致します。 

 

●議長                            （１３時３６分） 

 教育長。 

 

（教育長 登壇） 

 

●教育長 

 只今、三浦議員よりご質問のございました少人数学級の考え方につきまして、ご答弁

申し上げたいと思います。 

 現在、小学校３年生で、町独自で３５人学級を実施しております。 

 １クラスで２０人程度の編成としているところでございます。 

 学級の人員数については、様々な考えがございますが、子供たちも切磋琢磨し、育つ

ためには、多種多様な考えを持つある程度の集団が必要であるという考えから、現場に

おきましては２５、２６人程度のクラスが理想ともお聞きをしているところでございま

す。 

 本町におきましても、少子化が進んでおります。 

 平成２７年度の入学生が３２人、２８年２９年度が３３人、平成３０年度には３０人

を切るというふうに推計もさせて頂いております。 

 そのようなことから、必然的に少人数化が進む現状において、現在のところでござい

ますが、３５人学級を見直す考えには、至っていないということでございます。 

 今後とも、入学者数等を注視しながら、それぞれ判断して参りたいと考えてございま

すので、ご理解をお願いを申し上げます。 

 以上、答弁とさせて頂きます。 

 



 

●議長                            （１３時３７分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 確かに、子供、出生数が減っているので、年々少人数化していくという事は分かるん

ですけれども、今、せっかく、若い人、それから子育て世代の定住ということで、町と

しても色々施策を進めているという中で、いつまでも子供の数が減っていくという事だ

けを考えているというのは、どうかなというふうに思うんですよね。 

 それで、これが、いったんは減ったけれども、段々にまた回復してきたということも

考えて、やっぱり打てる手はなるべく早く打っておくべきではないかなというふうに思

うんです。 

 北海道は、この少人数学級に関しては、全国的にいうとかなり遅れている県だと言わ

れています。 

 秋田や山形県以外にも、小学校の、１年生だけなんですけれども、３３人学級を実現

しているという県、県としてですね、青森県、それから３２人学級が新潟県、３０人学

級が福島、群馬、山梨、三重、京都、奈良、鳥取、島根、山口、高知、長崎、大分、宮

崎、鹿児島、沖縄というふうに少人数学級を推進している府や県が増えてきています。 

 なんとなく北海道にいると、３５人でいいかなというふうに思っちゃうかと思うんで

すが、学校訪問で、議員として学校訪問に行った時にもやはり３年生のクラスを見た後

に、１年生２年生のクラスに入ると、多いなという感じを持ちます。 

 それから私の近くには小学校の２年生の子がいるんですけれども、「うちの孫のクラ

スは人数多いよね」というふうにおばあちゃんが言っていました。 

 ですから、やっぱり出来る限り、３５人でいいんだというところなんとか突破出来な

いかというふうに早急に、と思うんですが、もう一度、その点でお聞きしたいと思いま

す。 

 

●議長                            （１３時４０分） 

 教育長。 

 

●教育長 

 基本的な考え方につきましては、先ほどのお話をさせて頂いたとおりでございますが、

確かに推計どおりと、いくか、いかないかはその時の数字で判断をさせて頂きたいとい

うふうに思ってございますし、私ども３５人をどうしてもということではございません

が、やはり先ほど申し上げましたように、学校現場としての考え方もそれらも十分お聞

きをしながら、それぞれまた今後の大きな課題の一つということで、させて頂ければと

いうふうに考えてございますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 以上でございます。 

 

●議長                            （１３時４１分） 



 

 

●３番 

 国や道の方針が変わっていけばまた変わっていくのかなというふうに思うんですけれ

ども、今の所、その３５人で行くという事ですけれども、本当に色々な問題が起こった

時に、現在でも行われていますけれども、チィームチィーチングで入る先生を柔軟に対

応するなどの措置をお願いしたいと思います。 

 最後の質問ですが、子どもの健全な育成について、教育長に質問致します。 

 ＮＨＫスペシャルで「子どもの未来を救え～貧困の連鎖」というドキュメンタリーが

ありました。 

 胸が締め付けられる思いでした。 

 高校生の男の子が、弟や妹の面倒をみて、炊事や洗濯をしている。何となく学校を休

むようになって、不登校になってしまっている。「せっかくお母さんが働いてくれて高

校に入れてくれたのに行けなくなってすまないと思っている」というふうに語っていま

した。 

 お母さんが朝早くに出掛けて、きつい仕事を終えて、家に帰ってきて、小さな弟、妹

たちは寝ている時間に帰ってきて、ぺたんと座り込んで「ああ疲れた」というふうに一

言語っていました。 

 番組では、そういう家庭に食料を配るＮＰＯ組織があるということを伝えていました。 

 また、２月２３日付けの北海道新聞では、一面で「貧困の子支援急げ・学校ソーシャ

ルワーカー国が増員」というふうに報道していました。 

 困窮家庭の多くは孤立している、福祉が届いていない、学校だけでは対応しきれない

ケースも少なくないというふうに言われています。 

 子供の心の問題では、スクールカウンセラーの存在が定着してきましたが、経済面も

含めて、保護者の相談にあたれるという存在が、やはり必要だと思います。 

 「少し心配な家庭がある」と支援を要請すれば、保護者の相談にのってくれる専門家

が家庭に働きかける。 

 しかし、道内では、まだ、その専門家さえも少ないんだというふうに報道されていま

した。 

 このこともまだ知られていないということでした。 

 子供の貧困対策には、学校だけでは限界があると思います。 

 不登校やいじめ、低学力の裏に家庭の貧困が原因になっているということが多々あり

ます。 

 貧困から救い出す相談に乗り、一緒に行動してくれる人が必要だという報道でした。 

 虐待や貧困の問題を抱えている児童や家庭を、児童相談所や福祉事務所の専門機関や

学校と連携して支援するスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の配置が必要と考えま

すが、これは町単独では難しいと思いますので、広域連携の中で配置する方向で検討で

きないか、見解をお尋ねします。 

 

●議長                            （１３時４５分） 



 

 教育長。 

 

●教育長 

 只今、三浦議員のご質問がございました。 

 スクールソーシャルワーカーの配置の必要性という事につきまして、ご答弁をさせて

頂きたいと思います。 

 本町につきましては、現在、スクールソーシャルワーカーの配置は行っていないとい

うことでございます。 

 ただ、ひとり親家庭の比率も決して低くはない、また、子育てに問題とされるケース

も存在しているということも事実でございます。 

 教育委員会の取組と致しましては、学校側より問題とされるケースの通報を受けた場

合ですが、時間を置かず、子育て支援係と連携の元、児童相談所などの関係機関で構成

する、ケース会議を開催を致しまして、そして情報の共有化を図り、見守りをはじめ、

適切な対応方法等の検討を行っているところでございます。 

 また、経済的に心配とされる家庭につきましても、準要保護等の就学援助の申請、生

活保護や児童扶養手当の申請の助言について、福祉係との連携を図るなど、そのケース

により主体となる担当が、ソーシャルワークを担っているところでもございます。 

 これからも、学校だけに任せるのではなく、常に学校と情報を共有し、また、関係機

関との連携も緊密にして、問題があるとされる家庭を孤立させない取り組みを今後とも

行って参りたいと考えてございますので、なにとぞご理解を賜りますよう、よろしくお

願いを申し上げます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１３時４６分） 

 三浦議員。 

 

●３番 

 先日、中学校を訪問した時に、中学校の方で、ちょっと問題のある家庭の子がいたん

だけれども、教育委員会も入って頂いて、関係機関と相談して解決することが出来て、

本当に助かったというお話をしておりました。 

 学校側からすると、意外と民生委員とか保健師という方たちの存在は意外と見えてな

いんですよね。 

 ですからそこの所を教育委員会が中に入って、上手に繋いでいくということを当面よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 少子高齢化の時代、大切な子供たちです。 

 家庭の貧困が原因でその可能性が閉ざされることがないよう、家庭を孤立させること

がないよう、子どもの権利条例を生かして、町民みんなで子供たちを守っていきたいも

のだと思っています。 

 これで私の質問を終わります。 



 

 

●議長 

 以上で、三浦議員の総括質問を終わります。 

 引き続いて、総括質問を続けます。 

 

                               （１３時４８分） 

                                       

（５．２番石川議員の質問・答弁）               （１３時４８分） 

 

●議長 

 ２番石川議員。 

 

（２番 登壇） 

 

●２番 

 私は今回の総括質問で、町長に１点質問致したいと思います。 

 午前中、先輩議員たちから、同じような質問がございましたが、私としての見解と思

いから質問させて頂きたいと思いますので、重複はお許し頂きたいと思います。 

 昨年、１１月にまち・ひと・しごと創生法が成立致しました。 

 現在の時点で、国は１９の支援策を示し、奈井江町では人事異動を行い、地方版総合

戦略の作成を進めております。  

 私は、昨年９月の第３回定例会において、日本創成会議の提言への町長のお考え、人

口縮小時代に対応した行政サービスの在り方、地域の政策形成力の向上について一般質

問を致しました。 

 今回、法律が成立し、国の支援策が示された事と、２７年度に行われる予定の、２６

年度補正予算の事業が、地方版総合戦略の事業である事などから、地方版総合戦略は、

すでに動き出していると判断し質問を致します。 

 町政執行方針の中で、これまでの施策について整理検証を行いつつ、町の資源を活用

しながら、２７年度内に、奈井江版総合戦略を策定するとございます。 

 奈井江版総合戦略は、第６期まちづくり計画と共に、少なくとも今後５ヶ年のまちづ

くりの根幹となる重要な事であると思います。 

 国では、１０月頃を目途に地方版総合戦略の提出を希望している。とも聞いておりま

す。しかし、私はそれが、タイムリミットである２７年度末までに提出するとしても、

素案が出来てから、町長がおっしゃるように町民や議会との議論を行って年度内に提出

するのは、期間が短く、充分な議論が出来ないと思いますが、町長はどのように考えら

れますか。 

 また、地方版総合戦略は２０１９年まで、５年間の計画であります。 

 国が示す総合戦略を実施する場合の基本的な考え方では、実施する２０１９年までの

５ヵ年間は、単年度ごとに、ＰＤＣＡサイクルを通じての客観的な検証を行い、施策ご



 

との重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定をしなければなりません。 

 更には、外部有識者を含む検証機関を設定するとあります。 

 事業の重要性やボリュームを考えると、人事の仕組みの変更や人員体制の充実を考慮

するべきであると思います。 

 ３月１日にふるさと創生本部を設立したとのご答弁もございましたが、実施に当たっ

ては外部有識者を含む検証機関を設けるとあります。 

 外部有識者を含む検証機関は、どのような人員構成を予定していらっしゃるのか、す

でに役場が要請しているシティマネージャー派遣の現在状況を含めながら質問致したい

と思います。 

  

●議長                            （１３時５２分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 石川議員の質問にお答えして参りたいと思います。 

 まち・ひと・しごと創生法における地方版総合戦略と、今後の奈井江版総合戦略、そ

してまた、今年年度内にそれが出来るのか出来ないのか、そういうご質問かと思うとこ

ろでございますが、まずは、奈井江版総合戦略について、これまで進めてきた雇用の創

出、定住対策、子育て支援など、「第６期まちづくり計画」との整合性を図りつつ、奈

井江町の現状に即した施策・事業について、検討して参りたいと考えております。 

 奈井江版総合戦略を策定する具体的なタイムスケジュールでありますが、人口の現状

と将来展望を提示する地方人口ビジョンについては、７月頃を目途に策定を進めて参り

たいと考えているところでございます。 

 また、この地方人口ビジョンを踏まえて、地域の課題を的確に把握し、解決するため

の具体的な施策について、行政内の組織による検討を行うとともに、今、お話ございま

したように、既存の検討組織や、産業界、教育機関などの有識者会議によります、検討

を踏まえた奈井江版総合戦略の素案については、年内を目途にお示ししたいと考えてお

りまして、町議会においても十分に協議しながら、平成２７年度中の策定に向けて、取

り組んで参りたいと思うところでございます。 

 ただ、今、お話申し上げたように、石川議員の質問にあった中で、本当にこれが、出

来るのか、期限が切られていいのかどうかと、これも全国的な課題でございますから、

私は、地方創生省に、このことを２回も申し入れを致している、発言を致しているとこ

ろでございまして、地域に根差した、そして地域に基づいたものをきちっと作るのには、

各界各層の皆さん方の意見を集約しなければいけない。したがって、これらについては

時間を要するんではないかという話でございますが、ただ、地方創生省としては、そう

いう基本方針を今のところ曲げておりませんから、そういうスケジュール内でやらざる

を得ない面もあるということをご理解を賜りたいと思うところでございます。 



 

 人事体制でありますが、４月から、地方創生を担当する「ふるさと創生課」を新たに

設置する、課の設置条例の改正案を、本定例会において提案したところでありますが、

また、国の地方創生人材支援制度による、アドバイザーの派遣について、現在、国と調

整を行っているところでありまして、派遣が決定した場合には、この人材を活かしなが

ら、総合戦略の策定、事業の推進に努めて参りたいと考えております。 

 ２０日の日に、国との関係で、発表されることになっておりますから、そういうこと

も踏まえて、スケジュールがあるということをご理解頂きたいと思うところでございま

す。 

 

●議長                            （１３時５６分） 

 石川議員。 

 

●２番 

 どうもありがとうございます。 

 国は、基本方針を変えていないということでございますが、国が決めることでありま

すから、しかしどう考えてもこういう重要な案件を自治体が策定するには、やはりもっ

と期間がいるんじゃないかと僕は強く思う次第です。 

 ですから、町長におかれましては、積極的にこういう施策を、今、策定を進めていら

っしゃることを含めて、国には期間を延長してしっかりと議論の場を設けるようにとい

うことを申し上げて頂きたいと思っております。 

 それからシティマネージャーについてですが、３月の２０日というお話がございまし

たが、もしも奈井江にそういう方が派遣されるようであれば、もちろんのことながら、

そういう方の知恵を十二分に拝借しながら、進めて頂きたいと思います。 

 次なんですけれども、内閣のまち・ひと・しごと創生本部の事務局は、未定稿、これ

はまだ完全に仕上がっていない原稿という意味でありますが、としながらも、地方人口

ビジョン・地方版総合戦略の策定に当たっての参考資料を発表しております。 

 そこには、具体的な施策として、６１の参考例が記載されております。 

 その中には奈井江町の実情にそぐわないものもありますが、非常に魅力的な参考例も

あります。 

 既に、奈井江町が取り組んでいる事もあります。 

 今後、奈井江町としては、参考例にこだわらず良いと思う事を積極的に取り組まれる

と思います。 

 さて、３月７日の北海道新聞には地方版総合戦略について、国会の予算委員会の中で、

石破大臣が、「何が地域に一番寄与するかが大事で、自治体ごとにと言う狭い考え方は

もたない。」との答弁がございました。 

 町長は、当然協力はあると、先ほどの答弁にもございました。 

 ということで、私は理解をしたいと思います。 

 この参考資料によれば、総合戦略の基本目標は４項目であり、その内３項目が現役世

代、特に子育てに関連していると認識しております。 



 

 町長は、日頃、すべての事業が人口減少対策であり、地域の活性化対策であると言っ

ておられます。 

 町政執行方針の中でも、定住化政策は、様々な政策が多重に機能して叶えられるもの

であるとおっしゃっておられますが、その中で最も重要な対策はどのようなことを考え

られますか、今後どのような施策に重点を置かれるのかを伺いたいと思います。 

 

●議長                            （１３時５９分） 

 暫時休憩します。 

 

（休憩） 

 

●議長                            （１４時０３分） 

 会議を再開します。 

 町長。 

 

●町長  

 今ほど、前者の質問と重なったので、違った答弁書に書いてあったものですから、ち

ょっと内容にそぐわないなということで、大変失礼致しました。 

 お詫び申し上げたいと思います。 

 新年度予算編成については、定住・子育て・教育など、様々な分野において、地域づ

くりに配慮をしたところでございますが、この姿勢がまさしく地方創生に結びつくもの

と考えているところでございまして、したがって、奈井江版総合戦略の策定にあたって

も、本町が有する優れた資源と、秘められた可能性を引き出しながら、総合的かつ、効

果的な戦略創りに努めて参りたいと考えているところでございます。 

 それから、広域連携の話ありましたが、これらについても、今後の定住者自立、先ほ

ど質問の中にありましたように、定住者自立構想と含めて、どんなことが出来るかとい

うことも関連した事業でございますから、これらも結び付けながら、将来展望を考えて

いきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思う次第でござ

います。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１４時０５分） 

 石川議員。 

 

●２番 

 私の質問の仕方がちょっと不手際、まずかったので、混乱させまして、申し訳ござい

ません。 

 これで再々質問になるということで、質問させて頂きますが、町長、私は、本当に言

い古された言葉ですけれども、まちづくりは人づくりという言葉が好きであります。 



 

 地域や自治体は、もっと言えば国が若い人達がつくり上げる、そうでなければならな

いと思っております。 

 その若い世代の人達の中には、仕事を含めた生活環境が整えば多少苦労しても奈井江

町で住み暮らしたい人達がいると思います。 

 少なくとも私の周りには、数名いらっしゃいます。 

 私は行政が中心になってＵターン、Ⅰターン、Ｊターンを問わずに、人を迎え入れる

政策を充実させ、農業、工業、商業にこだわらず新規就業者や若手後継者の育成への手

助けを積極的に行うべきであると思っております。 

 また、その中のやる気のある人たちが率先して町内の団体や行事に参加することで行

政区の充実を図ることが大切であり、このことが将来、奈井江町をつくる最大の原動力

になると考えております。 

 以前も申し上げましたが、奈井江町は既に医療・福祉・教育等の様々な施策が充実し

ております。 

 この定例会においても、子育て世代への支援策も示されております。 

 加えて、今、奈井江町に住んでいる若者たちや、これから住む若者たちへ更に踏み込

んだ施策を行うべきであると思います。 

 是非、奈井江版総合戦略に、このことを取り入れることを強く要望致したいのですが、

いかがでしょうか。 

 

●議長                            （１４時０７分） 

 町長。 

 

●町長 

 まさしく、今、私が答弁したそのとおりでございまして、地域全体の発展のためにど

んな底上げするか、そして若い人たちも含めて、町民が一体となって、何を目指してつ

くり上げていくかということをみんなで考え、みんなでつくり上げていきたいと、こん

な考えを持っているところでございます。 

 それが、地方創生であると、こういうふうに思っておりますから、予算編成について

も、そういうことを全般加味して、今回、思い切った予算編成にしましたが、これらに

ついても、まさに地方創生だと、こういうふうに思っているところでございまして、そ

ういった意味で、今、石川議員のおっしゃったとおり、これらの推進についてより力を

尽くしていきたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解のほどをお願い申し

上げる次第でございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長 

 以上で、石川議員の総括質問を終わります。 

 ここで２時２０分まで休憩を致します。 

 



 

（休憩）                           （１４時０８分） 

                                       

（６．１番遠藤議員の質問・答弁）               （１４時２０分） 

 

●議長 

 会議を再開します。 

 総括質問を続けます。 

 遠藤議員。 

 

（１番 登壇） 

 

●１番 

 この度の質問は、町長に大綱３点伺います。 

 町長は、この度の町政執行方針では、１頁目から子育て支援の充実について挙げられ

ました。 

 まずは、妊娠や出産時の支援、そして、認定こども園の充実した施策と、５歳児の健

康相談、子育て世代の助成の拡大、そして小学校による少人数学級の実施、そして奈井

江商業高校の最大限の支援と、いかに多くの若い世代の方々に、この奈井江町に住んで

頂きたいという願いが、ひしひしと伝わって来るような気が致しました。 

 さて、１点目と致しまして、妊娠から出産、子育て期までの支援について伺います。 

 現在の妊産婦を取り巻く環境は、日々変化をしており、昔は地域ぐるみで子供を育て

る環境がありました。 

 しかし、今はと言えば核家族化が進行し、地域のコミュニティが希薄になっている中、

出産後の子育てに不安や孤立を感じる方も多く、産後のうつ病や、虐待などに発展する

場合もあります。 

 奈井江町には、子育て支援センター、保健センターや、みなクルなどの気軽に行ける

施設がありますが、残念ながらそうした所へ出かけづらい親子や、専門機関の支援を受

けるほど問題は重篤ではないが、ストレスを感じている親、うまく子育てに関われない

方など、今現在これらの状況はどのようになっているのか、また、奈井江町として子供

を産み、育てやすい町を実現するために、妊婦から出産、子育て期までの切れ目のない

支援が大切だと思います。 

 今、子どもを持つ親がなかなか外に出ない、また出れないというそういった人がいる

中で、どんな理由があるか、ちょっと調べてきたんですが、頼る人がいない、初めての

子育てで疲れている、小さな子供を何人もいると、外に出るのが大変である、夫の転勤

で引っ越しをしてきたが、地域事情が分からない、夫は仕事が忙しくて子育てに関われ

ない、家を留守にする事に家族に協力が得られない、母親が忙しくて余裕がない、人の

集まる場所が苦手、または子供がなじめないなどの理由があるようです。 

 小さな悩みが一人で抱えることで、大きくなってしまう前に、研修を受けたボランテ

ィアが訪問する、家庭訪問型子育て支援の人材の育成と事業の導入について伺います。 



 

 

 ●議長                           （１４時２３分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 遠藤議員の質問にお答えして参りたいと思いますが、子供を産み育てやすい町を実現

するため、研修を受けたボランティアが訪問する家庭訪問型子育て支援の人材育成と事

業の導入についてというご質問でございますが、地域のコミュニティが昔と比べて希薄

になっていることと合わせて、子育て世代が減少していることから、「地域の中で気軽

に子育てに関する悩みを相談する相手が、なかなかいない」という実態があることは、

ご指摘のとおりだと思います。 

 また、集まる機会が苦手なことや仕事との両立でなかなか参加出来ないという課題も

あります。 

 このような悩みを抱える方が、地域の中で孤立せず、子育て中の皆さん同士が繋がり

を持つことが大切であることから、保健センターでは、「ママ友クラブ」を開催致しま

して、お母さん同士の繋がりと共に、出産や子育てに関する生の声を直接、聞くことの

できる場として、参加を頂いております。 

 子育て支援センターでは、乳児を連れた保護者の利用もありまして、その中で親同士

の交流や育児相談を行っております。 

 併せて、保健師と保育士との連携による、乳児家庭訪問事業を実施しておりまして、

新年度からは、保健センターで実施していたベビースクールを子育て支援センターで行

う予定でございます。 

 より多くの方に育児に関する相談や子供との遊び方などに係る情報提供ができるもの

と考えております。 

 ご質問のありました、家庭訪問型の支援については、昨年２月に実施致しました「子

ども・子育て支援ニーズ調査」において、既に調査をしておりますが、提出のあった１

５１世帯中、２７世帯１８％が「利用したい」と答える一方で、４２世帯２８％が「必

要ない」との回答を得ているところでございますが、一定のニーズはあると思われます

が、現在行っている保健師等による家庭訪問事業に加えて実施する地域のボランティア

による訪問事業の必要性については、今後、先進事例等の状況も確認しながら、研究し

て参りたいと、こういうふうに考えておりますので、ご理解を賜りたいと思う次第でご

ざいます。 

 

●議長                            （１４時２６分） 

 遠藤議員。 

 

●１番 



 

 今ほどの町長の答弁、理解致します。 

 また、子育て経験のある地域住民がメンバーとなる事で、担当職員が１カ月に１回訪

問する時に、その間にもう１回か２回、地域のそういったボランティアの人たちが声掛

けだとか、何かそういったことをすることで、訪問支援のすそ野がずっと広がって、地

域の子育ての底力がずっと上がって来るんでないかなという気が、私はしてます。 

 地域の機関との連携が図ることが最も重要だと、そんなふうに思います。 

 私も子育て支援センターに、農閑期の中で数回おじゃますることがあります。 

 その時の催しの内容によっても、お母さんたちが来る、来ないということもあります。 

 本当に、食べることを実施すれば沢山の人たちが来るし、例えば、手先で何かを作る

といった時は、そんなに来ないといったこともあるんですけど、やっぱりそこのメンバ

ーの中でも、毎回来る人はいいんですけど、来ない人はどんなになっているんだろうね、

というやっぱりそういう心配を持ってもいるところです。 

 そういったところで私たちがそういう若いお母さんたちと顔見知りになることで、買

い物に行った時でも気楽にお互いに声を掛け合って、元気でやっているかいだとか、ち

ょっと病気がでて大変なんだよという、そんなような様子を伺ったりだとか出来るので、

そういった繋がりが、私はとても大切だなというふうに思ってきてます。 

 見守りというのは、これまでは高齢者の見守りという事をよく言われてきましたけれ

ども、今後においては、子育て中のお母さんを対象としてやっぱりそういった人たちも

中に入れながら、見守っていくという日々の生活が大事ではないかなという気が私はし

ております。 

 なぜ、私がこのボランティアにということにこだわるかといいましたら、先ほど、笹

木議員の方から保健師さんの人材不足ということを少しお話されておりましたが、私も

色々なことを提案していく中で、仕事の量は増えるわ、人数はいないわ、ということに

なったら、仕事が沢山持ってやっているのに、大変かと思っているんですよね。 

 色々な提案していく中で、人員の不足ということも、私も頭の中にあるんですけれど

も、こういった考え方の中で町長の見解をもう一度、お聞きしたいと思います。 

 

●議長                            （１４時２９分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、遠藤議員がおっしゃったことは、本当にそのとおりだと思います。 

 まさに限られた財源の中で限られた人材の中で、どう地域が、お母さんたちがきちっ

と前向きに人生を歩んでいくかということが、子供達に対する影響が非常に強いと思い

ます。 

 ボランティアを含めて、そういった協力という繋がりがものすごい大事だと、こうい

うふうに思っておりますから、そういう意味で遠藤議員のおっしゃったことを、全体を

底上げするためにはどういうふうにしたらいいかということをもっともっと現場と協力

し合いながら、底上げしていくための努力をしていきたいと、こういうふうに考えてお



 

りますので、よろしくお願い申し上げるところでございます。 

 

●議長                            （１４時３０分） 

 １番遠藤議員。 

 

●１番 

 子供達は、しっかりと親の背中を見て育っていると思います。 

 時が変わり行く中で、将来の子供たちの教育に影響があってはならないというふうに

思っています。 

 こうした悩みを、研修を受けたボランテアが活動する中で、おせっかいにならず、出

過ぎず、更にさりげなく声かけをしていければとよいのではないかなというふうに、私

は思います。 

 今後における妊産婦の産前産後の支援や、子育て支援など、待つ支援から届ける支援

といったものが重要かと私は思っております。 

 安心して子育てが出来る体制づくりを是非お願いしたいなと思いまして、この質問を

終わります。 

 ２点目と致しまして、地域公共交通について伺います。 

 今後の高齢化社会に対応するため、町民の足の確保を目的として、交通網を整備し１

年半が経過をしました。 

 時折循環バスとのすれ違いの際に見ると利用がとても少ないなというふうに見ており

ます。 

 本格運行を始めてからまだ実証調査を行っていないという事もあり、冬場の利用がわ

ずかに多くなる、この時期に調査をという事でしたので、その後どのような事が見えて

来たのか。１点目として、それによって効率的な運行をどのように考えていかれるのか。 

 ２点目として、地域主体のバス運行についてですが、まずは外に出て地域の実情を知

る事が重要ではないかなというふうに思います。 

 各連合区ごとによって、どのような運行であれば利用ができるのか、地元を良く知る

住民の意見や要望を聞き取る事も大切ではないかと思いました。 

 例えば、料金では大人２００円、これはどうなのか、ひょっとして高いのか安いのか、

もしかしたら１２０円なのか１５０円なのか、そういったところや、バス停の位置は町

民が今、利用しやすい場所に設定されております。そこの地域ではまた他の場所の要望

があるかもしれない、そんな思いやら、また今、ある路線の中で手を上げるとどこでも

乗り降りが出来るとか、そういったことも含めながら住民との相談というのか、会話が

必要ではないのかというふうに思いました。 

 これからの時期、各連合区で総会などを予定をされておりますので、そういったとこ

ろで議論をしていくだとかというのには、いい時期ではないかなというふうに思います。 

 また３点目として、オンデマンドバスについての考え方について伺います。 

 このバスの特徴としては、発着時刻が柔軟で予約によって運行する事が出来る。バス

停の位置は、自由で玄関から玄関までの運行が可能である。１回の運行で複数の乗合が



 

出来ることなど考えれますが、以上３点について伺います。 

 

●議長                            （１４時３４分） 

 町長。 

 

●町長 

 遠藤議員の地域公共交通の整備ついてということでございまして、３点あげられまし

た。 

 効率的な運行についてということと、２つ目は、地域主体のバス運行の実施について、

今１つは、オンデマンドバスの考え方について。 

 オンデマンドというのは予約制でございますが、大綱２点目の公共交通の効率的な運

行について、お答え申し上げたいと思います。 

 高齢化が進む中、平成２５年１０月、買い物や通院に係る支援を目的に、従来線の向

ヶ丘線に加えまして、市街地循環線、乗りあいタクシーの２路線を新たに追加致しまし

て、全町を網羅する地域公共交通の運行を開始致しました。 

 運行ルートや停留所の位置、料金等につきましては、今、遠藤議員がお話にありまし

たように、住民アンケート、連合区ごとに実施してきた説明会での意見交換をもとに検

討をしてきたところでございます。 

 また、郊外で交通安全に支障のない地域での降車については、すでに実施をしている

所であります。 

 降りる、停留所のないところでの、手上げ方式による乗車につきましては、運行会社

から、「乗客や後続車等に対する交通安全の確保が難しいことから、導入はできない」

との申し出がございまして、実施には至っていない状況にあります。 

 このことは、ご承知おき頂きたいと思うところでございます。 

 さて、ご質問のありました「効率的な運行」「地域主体のバス運行」についてでござ

いますが、２月２３日から、２週間にわたって乗降調査を行ったところでございます。 

 向ヶ丘線では、１便あたり２．３人、市街地循環線では、南ルート線で０．９人、北

ルート線では０．２人となっておりまして、乗り合いタクシーは、１便あたり１．６人

との結果でありました。 

 向ヶ丘線につきましては、最大乗車人員が８名の便もありまして、東町地区も含めた

地域住民の生活路線としての役割を確立しているほか、乗り合いタクシーについても、

前日までの予約制であるため、効率的な運行がなされているといえます。 

 しかしながら、市街地循環線、特に北ルート線につきましては、ほとんど利用がない

状況にありまして、国は本年１０月から、「１便あたりの利用者が１．０人以下の場合

は補助対象外とする」としておりまして、より効率的な運行が課せられている所であり

ます。 

 今後、事務局でよく検討を行いまして、地域住民、そして地域公共交通会議にお諮り

をしながら、運行便数や経路、停留所等について、見直しを行って参りたいと考えてお

りますので、ご理解を頂きたいと思うところでございます。 



 

 ３点目のオンデマンド バスについてでありますが、本町では、乗り合いタクシーが、

予約制による運行でありまして、オンデマンド方式に該当する訳でありますが、地元タ

クシー会社、バスの運行会社からは、「車両の台数や人員配置の関係から、たいへん難

しい」との回答を得ているところでありまして、今後、遠藤議員のご意見についても、

参考にしながら、効率的な運行方法について、よく検討をしてみたいと考えております

ので、ご理解を賜りたいとお願い致すところでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１４時３８分） 

 遠藤議員。 

 

●１番 

 今ほどの町長の答弁、理解致しました。 

 特にオンデマンドバスは無理だというお話ではありましたが、ちょっと調べたところ、

都会で１５，０００人の住民のいる市でしたが、公共の交通バスがなかなかうまく運行

出来ないということで、やめようかという、何かそんな話があった時に、大学との連携

でこのオンデマンドバスがあるということを提案されまして、それを導入した結果、も

のすごくこのバスに乗ってくれる人が増えたと、そういった事例がありましたので、こ

の再質問の中に私、これどうですかと、声を大にしてこれを言おうと思ったんですけれ

ど、ちょっとがっかり致しました。 

 町民の方々と、たまにちょっと話する機会があって、なぜ、こう利用が出来なのかな

という話をした時に、一番に、やはり皆さん、元気なんだと思うんですね。 

 健康を意識されて、歩くようにしているという方々が、とても多くおりました。 

 出かける時間に、時間が合わないだとかという人もいましたし、バス停があるんです

けど、そこに行くまでが自分の家がちょっと遠いので、タクシーを頼んで行ったりする

という声もありました。 

 先日、私、滅多に病院にかかることがなかったんですが、町立病院に何十年ぶりで伺

った時に、知っている方々が何人もいて、バスの話をちょっとしてみたんですね。 

 バスで来たのかどうか、タクシーで来られたのか、聞いてみたんですが、私が病院に

ついた時は９時、大体１０分ぐらいでした。 

 その時には、あそこのフロアも患者さんでいっぱいだったんですね。 

 大体１０時半から１１時ぐらいにはフロアには患者さんがいる状態ではなかったんで

すね。 

 その時のバスのその時刻がどうなのかなと思ったら、その時にはやはり行きも帰りも

この患者さんが来る時間帯にはバスが合わない、時間帯と、患者さんの来る、来たい時

間が合わないんだなというふうなことが、私は気が付いたんですけど、やはり、乗り合

いタクシーを利用されたお客さんは、びっちりこのタクシーを頼んでいるので、快適で

ならないと。 

 病院だけでなく、用事でもタクシー頼んで行くんだと、またちょっと時間が空いた時



 

間あるんだけど、私らは年寄りだから、その待つ時間は苦でないんだと。それで、結構

１週間に何回かこのタクシーを使っているんだけれども、便利ですよというお話を頂く

ことが出来ました。 

 先ほども、オンデマンドバスのちょっとお話致しましたけど、無理だといったお話で

したので、それは具体的にはお話はしませんけれども、そういったことも踏まえて、

色々と町民の話を聞いて頂ければなというふうに思います。 

 今後において、バスのＰＲ、そういったことも重要ではないかと思いますし、今まで

以上に、利用が高まって事業費の負担が少しでも抑える事が出来るよう、もっともっと

多くの町民の方々と議論を交わしながら、町民に喜ばれる地域公共交通であってほしい

との願いをこめて、この質問を終わらせて頂きたいと思います。 

 ３点目に、最後になりますけど、障がいのある人の雇用の促進について伺います。 

 奈井江町では、誰でも分け隔てなく、安心して暮らせる町づくりを目的として、２５

年４月から奈井江おもいやりの障がい福祉条例が施行されました。 

 障がいのある人もない人も平等で、地域での役割を担い、心を通じ合わせ、共に暮ら

せる事が重要であるかと思います。 

 これまでフォーラムの開催など、障がい福祉への関心を高める良い機会ではあったか

と思います。 

 そうした中で、障がいの程度にもよりますが、地域移行により、地域の繋がりがゆっ

くりではありますが、出来てきているように、私は、見えます。 

 今、障がい者に対する問題として、特に障がい者に対する雇用が少ない中で、福祉施

設内での作業所や、地域交流センター内の喫茶店や清掃業務、そして近隣でのスーパー

での雇用、また、時期的には、トマトの選果場で、サンテナの洗浄だとか整理整頓、ま

たキュウリの選果場でも、キュウリの先についている枯れた花があるんですけど、それ

を取る作業だとか、サンテナの洗浄だとか、そういった整理整頓をされているというこ

とで、また奈井江のメロンの選果場では荷扱いでの雇用がなされれているということで、

これもどれも時期的な、一時的な雇用だけですんでいるんですが、今、一般就労を目指

し訓練を受け、職場の内容とかにもよりますけれども、働く意欲があっても職場の確保

が困難である状況の中、１点目として、今後における、障がい者に対する雇用の支援策

について伺いたいと思います。 

 ２点目として、コミュニティカフェと、障がい者の雇用の取り組みについてというこ

とで伺います。 

 カフェの開設には高齢者が社会参加に意欲を持って、住み慣れた地域で、生き生きと

して生活が続けられるように、１０月から開設の予定をしているところですが、オープ

ンと同時に雇用という事ではなくても、障がい者も利用者しつつ、日を重ねて行く事で、

雰囲気に慣れ親しみ、地域との繋がりが出来き、ボランティアスタッフと共に、役割分

担をしながらカフェでの社会参加が出来ればというふうに思いますが、２点について伺

います。 

 

●議長                            （１４時４４分） 



 

 町長。 

 

●町長 

 遠藤議員の障がいのある人の雇用の推進についてというご質問でございますが、１つ

は、障がいのある人の雇用の場が少ない中、どのような支援を考えているのかというこ

とと、２つ目では、コミュニティ・カフェによります障がい者雇用の取り組みについて

というご質問でございますが、１点目の障がいのある人への雇用支援について申し上げ

たいと思いますが、地域で自立した生活を送るためには、「おもいやりの障がい福祉条

例」の基本理念に掲げたとおり、かねてから雇用と就労が大変重要であると認識してい

るところでございますが、国は、事業主が障がいのある人を雇用する場合に活用できる

助成金や支援制度のほか、平成２５年度からは「障がい者の法定雇用率を引き上げる」

といった法改正が行われまして、民間企業における障がい者の実雇用率が増加をしてお

りまして、当町においても、自立支援給付サービスを受けながら、就労移行訓練を経て、

町内外で一般就労に結びつくケースも見受けられております。 

 さて、遠藤議員の質問にありました「障がいのある人に対する雇用の場が少ない中、

どのような支援を考えているのか」とのことでございますが、障がい者の雇用について

は、官公庁では類のない、知的障がい者１名の臨時職員雇用を役場で率先して実施して

いることは、ご案内かと思うわけでございます。 

 奈井江町では、障がい者の一般就労の推進のため、町の独自施策として、障がいのあ

る人を雇用する企業等に、賃金の一部を助成する「障がい者短期就労パワーアップ事

業」を平成２５年度に創設致しまして、より多くの方々が就労に結びつくよう企業やハ

ローワーク等への訪問紹介も行っているところでございます。 

 依然、福祉的就労と一般就労の間には大きなハードルがありますが、この制度が浸透

し、就労に結びつくよう、積極的にＰＲを行って参りたいと思いますので、ご理解を賜

りたいと思う次第でございます。 

 次に、コミュニティ・カフェにおける障がい者雇用の取り組みについて申し上げます

が、今年、みなクルにおいて実施を予定しております「コミュニティ・カフェ」につき

ましては、１０月に向け、担当課および関係部署が検討を進めているところでございま

すが、ご質問のありました、障がいのある方の雇用につきましては、コミュニティ・カ

フェは、営利を目的として開設するのではなく、ボランティアの協力を得て運営を行う

こととなっております。 

 しかしながら、遠藤議員からのご質問のとおり、コミュニティカフェは、憩いの場と

して、町民誰もが集い、交流を深めるために開設することから、障がいのある人の交流、

社会参加のためのボランティアとしての協力など、積極的にご参加を頂きたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと思うところでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１４時４８分） 

 遠藤議員。 



 

 

●１番 

 今ほど町長の答弁の中に、奈井江町障がい者短期就労パワーアップ事業ということを

話されておりました。 

 私もちょっと障がい者福祉計画の計画書を先日頂いた資料を見ました時に、第４節の

４の部分で、自立と参加において雇用の確保と促進という部分がありました。 

 その中でも、町内に住所を有する障がい者を雇用した事業主に対して賃金の一部を助

成するといった部分がありましたので、こういうことを今後に向けて、ここらへん、ち

ょっと力を入れて行って頂けるものであれば、障がい者にとって、また環境変わってく

るのかなという思いもあって、これから力を入れて推進していってほしいなというふう

に思っておりました。 

 雇用について、色々とハードルが高いというようなお話も先ほどありましたけれども、

少しちょっと時間をかけながら、この計画に沿って、どのようなことが障がい者のため

になるのか、考えて頂けたらというふうに思いますし、カフェにおいては、ボランティ

アということで考えているということでしたけれども、例えば、簡単な作業で、食器を

洗うだとか、清掃するだとか、そこらへんの整理整頓だとかといった軽い仕事とかとい

う部分では私は、どうだったのかなというふうに考えていました。 

 開設以降ですね、時間をかけて、障がい者もみながら、様子を見ながら、長い目で見

て頂きたいなというふうに思いました。  

 障がい者にとって、働く意欲があっても職場の確保がとても困難であるという中で、

やはりこれからは、事業所の理解を得る事や、情報の提供をも積極的に発信し、支援し

ていって頂ければなというふうに思いますが、もう一度町長の答弁を伺いたいと思いま

す。 

 

●議長                            （１４時５１分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、遠藤議員の再質問でございますが、今、お話のありましたように、障がい者にど

う支援していくかということも含めて、コミュニティカフェについては、自由に参加で

きますが、茶碗洗いするだとか、そういうことも含めて、ボランティアで出来るだけや

って頂きたい、こういうふうに思いますし、また、就労の機会をどういうふうに作って

いくかと、自立と参加ということは、もちろんでございますが、そういう立場でより力

を入れて、今、お話ございましたように、力を入れて、そして、皆さんが理解して頂け

る、会社も含めてでございますが、それぞれ地域社会において、どういうふうに受け入

れられていくかということも含めて、奈井江町には、障がいの施設が２箇所ありまして、

大変大勢の方がおられますから、そういうことも含めて、今、お話がありましたように、

時間をかけて、じっくり考えてともに成り立つように、どういうふうにしていくかと、

そして自立できるようにどういうふうにしていくか、また、就労の場をどういうふうに



 

開けていくかということも含めながら、考えていきたいと、こういうふうに考えており

ますので、よろしくお願い申し上げるところでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１４時５２分） 

 遠藤議員。 

 

●１番 

 先ほど町長から前向きな、時間をかけてゆっくりとじっくりと前向きに考えて頂ける

ということでしたので、私もゆっくりじっくり待って町長のこれからの障がい者に対す

る支援、見守っていきたいなと思います。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 以上で、質問を終わります。 

 

●議長 

 以上で、遠藤議員の総括質問を終わります。 

 引き続き総括質問を行います。 

                               （１４時５３分） 

                                       

（７．６番森議員の質問・答弁）                （１４時５３分） 

 

●議長 

 ６番森議員。 

 

（６番 登壇） 

 

●６番 

 定例会の出席、午前中に続いての出席、大変、お疲れさまです。 

 私、今定例会がこの総括質問最後の質問者となりました。 

 また、私自身も本議会をもって最後の質問となりますので、よろしくお願い致したい

と思います。 

 質問は簡潔に致しますけれども、答弁の方は、内容濃いものにして頂きたいと思いま

す。 

 よろしくお願い致します。 

 それでは、第１回定例会におきまして、総括質問を町長と教育長にそれぞれ、大綱一

点ずつ質問を致したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 はじめに、町長にお伺いします。 

 町長の執行方針の１頁の初めのところで、少子高齢化、過疎化の進行で、不安材料は

ありますが、今まで私たちには皆で議論を行いながらつくり上げた知恵とアイデアがあ



 

り、それらは第６期まちづくり計画に結実しています。これからの１０年、この計画を

ベースに引き続き、「皆で考え、共に町を創る」という不断の改革の姿勢を持って、新

年度から新たに始まるまちづくりに着実に取り組んで参りますとあります。 

 ここのところで町長に質問を致したいと思います。 

 今のわが町の人口は、私が初めて、議員になった平成１５年には７，３２８名の人口

がありました。 

 それが１２年経った今年の２月では、５，８１９人になっております。 

 １２年間の間で１，５０９人も減り、年間平均では１２５名も減っているような状況

であります。 

 かつてはエネルギーが石炭の時代は、奈井江町にも１万９千人が住んでいた時もあり

ました。 

 エネルギーが石炭から石油へと、国の政策の転換がなされたことによる影響が非常に

大きな要因であることは間違いありません。 

 そういった中で、産炭地域では人口減少に歯止めがかからないような状況ではないか

と思います。 

 過去の、エネルギー政策の大転換による影響が今なお、産炭地域においては、厳しい

自治体運営を強いられております。 

 それも、早いもので平成になってから、もう２６年が過ぎてしまいました。 

 こうした状況の中おいて、北町長は、公用車の廃止や、理事者や職員給与の削減を行

い、町の施設は指定管理者に委ねるなど、いち早く行財政改革に取り組んでこられてき

ました。 

 この結果、平成２６年度末の基金残高は１３億４，５００万まで積みあがり、この結

果については、私は大いに評価する者の１人であります。 

 このことは、まちづくりにも、大いに繋がって行くものと思います。 

 そこでお聞きします。 

 １つ目には、少子高齢化、過疎化の進行具合を、町長はどのように認識しておられる

のか、まずお聞きします。 

 ２つ目には、「皆で考え、共に町を創るという不断の姿勢を持って取り組む」とあり

ますが、町長の大変強い意志を感じられますが、不断の改革についてお伺いします。 

 この２点についてお伺いしますので、よろしくお願い致します。 

 

●議長                            （１４時５７分） 

 町長。 

 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 森議員の質問にお答え申し上げたいと思いますが、まちづくりへの姿勢についてとい

う基本的なことでございますが、少子高齢化、１つ目は、過疎化について。 



 

 ２つ目は、皆で考え共に創るまちづくりについてということでございますが、１点目

の少子高齢、過疎化の進行に対する認識について、お答えしたいと思います。 

 全国の自治体で、少子高齢化・過疎化の大きな課題を抱えながら、特効薬の処方に頭

を悩ませているところでありますが、奈井江町においても、急激な人口減少こそありま

せんが、毎年１００人ほどの減少がございまして、「第６期まちづくり計画」の期間中

においても、１０年後の人口が４，７６０人、高齢化率が５０％との推計をしていると

ころでございます。 

 人口減少や少子高齢が進むことは、単に「町民の人数が減る」「単身世帯、老々介護

の世帯が増える」といったことに留まらず、地域コミュニティの構築やまちの活性化に、

大きな支障をきたして行くことは、改めて申し上げるまでもないわけでございますが、

このため、「少しでも多くの方たちに、この奈井江町に住んで頂きたい」との強い思い

を持って、定住対策を最重要課題の１つとした第６期まちづくり計画を策定した所でご

ざいます。 

 次に、皆で考え、共に町を創るという不断の改革の姿勢について、答弁したいと思い

ますが、私が変わらず実践してきた町政運営の最も基本的な点は、平成１７年、「まち

づくり自治基本条例」にも表したとおり、子どもからお年寄りまで、町民皆が参加する

「町民主体のまちづくり」であります。 

 昨年、１年にわたる月日を費やして、まちづくり計画の策定を行った際にも、各界各

層、多くの町民の皆さんと情報を共有し、対話を重ね、素案の策定を行って参りました。 

 今後も、交付税の削減など、大変厳しい行財政運営を強いられることになると思いま

すが、奈井江の町民には、知恵とアイディアがあり、それは枯渇することはありません。 

 健全財政を維持しながら、将来にわたりまちを守り育てていくため、第６期まちづく

り計画についても、実践と検証、改革について町民皆で考えながら、着実に取り組んで

参りたいと考えておりますので、森議員を始めと致しまして、議会の皆さんにも、ご協

力をお願い申し上げ、私からの答弁と致します。 

 

●議長                            （１５時０１分） 

 森議員。 

 

●６番 

 今、町長の答弁ありがとうございます。 

 町長も平成１３年からですか、行財政改革に取り組んで、これは本当に不断の改革か

なという私は認識しております。 

 町長も不断の改革というフレーズが好きな町長かなと。 

 私も、不断の改革というのはすごく好きなフレーズなんです。 

 そういったことに加えて、まちづくりを進めてこられたと思います。 

 しかしながら、ただ町長の考えの中で進んできたのではなく、町民との対話の中で、

この計画がなされてきたと思っております。 

 そのことにおいて、今後とも今後においても、町民との対話の姿勢をしながら、改革



 

をなさっていくかと思います。まちづくりもしていくかと思います。 

 そういったことにおいて、私は今後において、人口推計が少しずつ、これはどうして

もやむを得ない環境の中で、人口推計が少しずつ減っていく経過があるんですけれども、

まちづくりとしては、いつまでも、これ、住民の意思を反映した住民の要望ばかり聞く

ばっかりじゃなくて、本当に、今後において、このものは必要なのか、必要でないのか

というものを、ある程度検証も必要かなという思いがします。 

 そういったものでありまして、ことを考えますと、やっぱり、いいものは継続して取

り組んでいかなければいけないし、必要でないものはやっぱり用途廃止だとか、そうい

うことも考えていかなければいけないかと思います。 

 また、１９年からわが町は、行財政改革の中で、指定管理者制度を用いながら、公の

施設を指定管理者のところに渡しているんですけれども、１９年から管理者制度に任せ

ているんですけれども、なかなか一向に成果が表れない場所も、私自身見えていると思

います。 

 そういったことも考えますと、指定管理者制度、受け手の方なんですけれども、そこ

やっぱり選定の仕方も今後において、検討していくことが十分考えられるのかという思

いがします。 

 そういったことももう一度、町長のその辺の考えをお聞きしたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

 

●議長                            （１５時０３分） 

 町長。 

 

●町長 

 今、森議員から再質問の中で、不断の改革ということが非常にその考え方というのを

賛同して頂けるということで、これは、決して、今、お話ありましたように、私が考え

たというよりも、町民がみんなが考えて頂いているという、町民と共に歩むと、町民と

一体になって、地域をつくっていって、ともに考え、ともに作り上げていく、こういう

姿勢がということで、私自身には能力も何もないですが、町民がしっかり支えながら、

町民の意見を聞きながら、取り入れていくということによって、前進していくと、その

ためには、情報を共有するということが何よりも大切でありまして、情報を共有しあい

がながら、そして、町民の意見も聞きながら、ともに歩んでいくという姿勢を今後とも

続けていきたいと、こういうふうに考えているところでございます。  

 その中で、必要、不必要なものがあるじゃないかと、そして、改革が必要でないかと

いうことも中にはあります。 

 指定管理者制度についても、見直しをはかるのかどうかという話はありましたが、こ

れらについても、じっくり話し合いながら、関係機関もあります、関係団体もあります

から、指定管理者と指定されているところもありますから、そういうことも含めながら、

じっくり相談しながら、話し合いながら変更するところは変更していかなければならな

い。 



 

 そして奈井江町ばかりでなく、地域全体でどういうふうに、広域連携的なことを作り

上げていくかということも、これまたまちづくりについて欠かせないことでございます

から、そういう意味では指定管理者制度の範囲を広げながら、色々と考えていきたい。

こういうふうに考えておりますので、ご理解とご協力のほどをお願い申し上げる次第で

ございます。 

 以上、私からの答弁に代えさせて頂きます。 

 

●議長                            （１５時０６分） 

 森議員。 

 

●６番 

 今、町長から再度答弁して頂きまして、ありがとうございます。 

 今後においては、町長の姿勢自身が、とにかく町民と対話しながら、町をつくってい

くという姿勢は、これはもう、この姿勢は本当に素晴らしいものがあると思います。 

 今後においても、段々町が小さくなって、キャパシティが小さくなるとやっぱり、そ

れにあった町政運営をしていく必要があると思いますので、是非、そこの方をより一層、

住民との対話をしながら、まちづくりを進んでいって頂きたいと思います。 

 続きまして、教育長に１点だけ質問させて頂きます。 

 教育長の行政執行方針について、質問を致したいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 執行方針の１頁のはじめの所で、本年は、第６期まちづくり計画の初年度であり、本

計画の「自ら課題を発見し、考え、取り組み・解決しそれを発信する力の育成」、また

「心の豊かさを育み優しさある奈井江人の育成」、そして「生涯を通して選択し学べる

よう幅広い学習機会の創出」の３つの目標に向けてとあります。 

 ここのところで質問させて頂きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 心の豊かさを育み優しさある奈井江人を目指すとありますが、この奈井江人というこ

の言葉を、先ほども、町長の時にも言いましたけれども、私は、教育委員の時から含め

ると、もう１９年近く望んできた言葉であります。 

 近年、全国的にみてではありますが、子供たちの心は全てではありませんが、大変病

んでいる子が、目立つようになってきて見えるのは、私だけではないと思います。 

 多くの人は、私と同じように思っているのではないかと思います。 

 昔とは違い、ものは豊富にあり、また環境も申し分ないのに、ただ人と人のコミュニ

ケーション不足になり、自分の中に閉じこもって、心が病んでいくように見受けられま

す。 

 このような子供たちを一人でも減らし、奈井江の町を心のそこから愛し、ふるさと奈

井江に将来戻って活躍するという心を持った子供たちを育てることだと、私は理解しま

すが、奈井江人を目指すにあたり、私は、学校の力だけではとても厳しいのではないか

と思います。 

 家庭の力はもちろんのこと、地域の協力も必要で、この学校・家庭・地域の連携がよ



 

り一層に重要になってくることと思われますが、この連携をどのように密にしていかれ

るのか、このことについてお伺いします。 

 

●議長                            （１５時０９分） 

 教育長。 

 

（教育長 登壇） 

 

●教育長 

 森委員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 心の豊かさを育むためには、体験学習等を通して社会の一員としての自覚を促すよう

な指導を行い、倫理観を高めることが大切だというふうに考えております。 

 本町での体験学習の代表的なものは、まず、稲作体験であります。 

 稲を育てることを通して、命の大切さや食の大切さを学び、また、地域の方々に多大

なご協力を頂いていることを、子供たちが肌で感じ、感謝の心の育成にも繋がるものと

実感しております。 

 これは、稲作体験だけではございません。 

 トマト栽培やジャガイモ栽培を通しての、奈井江福祉会の皆さんとの交流も、同様と

ういうふうに考えております。 

 そして、中学生の職場体験学習におきましても地域の多くの企業、事業所等のご協力

の下、実施をさせて頂いております。 

 職場体験に関する生徒の感想からは、働く喜びを実感したこと、お世話になった企業

や事業所等の皆さんへの感謝の気持ちが伝わって参ります。 

 また、新年度からは、コンチェルトホールにおいて、全中学生を対象に、クラッシク

コンサートを開催をし、また、小学生には音楽の授業をコンチェルトホールで出来ない

か、検討しているところでもございます。 

 優れたホールの音色を心に刻み、聴くマナーを習得させることで、規範意識の向上に

も繋がるものと考えております。 

 合わせて、自分たちのふるさとには、小さい町ながらも道内でも３本の指に入ると言

われる音楽堂を有し、町民各位が各種コンサートを通じ、一流の音楽等を楽しんでいる

町であることを、ふるさとの誇りとして、心に刻んで頂きたいというふうに思ってもお

ります。 

 奈井江町の基幹産業の一つである農業を学び、コンチェルトホールで音楽を体感させ、

奈井江福祉会の皆さんとの交流により、障がいのある方への思いやりの心を育て、たく

さんの地域の、ご協力に感謝し、ふるさと奈井江を誇りに思う、心優しい奈井江人の育

成を目指して参りたいと考えてございますので、ご理解をお願い申し上げます。 

 以上、答弁と致します。 

 

●議長                            （１５時１２分） 



 

 森議員。 

 

●７番 

 答弁、ありがとうございました。 

 今、教育長の答弁では、色々な体験やら交流の場を設けて、その中で育んでいくとい

うお話でなかったかと思います。 

 確かに私はそのことも大変需要なことだと思っております。 

 そのことについて、人と人との心が触れ合っていくことが本当に大切な場面ではない

かと思います。 

 私自身、思うのは、今、学校だより、本当に学校で精力的に地域の中に溶け込んでい

くように、学校だよりは地域に配布して頂いています。 

 これは地域に少しでも学校の中を理解して頂くという施策の中で、先生方、また校長

先生方含めてやって頂いているものと思ってます。 

 そういった取り組みを今、学校の中ではやっておりますけれども、家庭の中にも教育

委員会としてできるものが、やっぱりまだあるのではないかなという、ことを考えてお

ります。 

 そういったことの中で、地域、家庭と、私は情報を共有するという事は大切なことだ

とは思っておりますし、その情報を共有するにあたり、また、心の繋がりが持てるよう

な情報の共有の仕方があるのではないかというふうに思っております。 

 是非、この連携の中の協力というのは大変必要だと思っております。 

 そういったことを踏まえて、心の連携、繋がりの連携を持てるようなこの３者の連携

を取って頂くことが、私はお願いしたいんですけれども、そのことについて、教育長の

答弁をお願いします。 

 

●議長                            （１５時１３分） 

 教育長。 

 

●教育長（マイクなし） 

 今、森議員のお話の中で学校だよりのお話がございました。 

 今、学校運営の中で、開かれた学校ということと、それから情報を学校から地域、そ

れから保護者の方へ、お知らせするという取り組みの一つが、今、お話ありました小中

での学校だよりを、配布をさせて頂いております。 

 また町民各位で今、評価委員会を設けさせて頂きまして、ある意味学校運営の評価を、

そこでさせて頂いているところでございます。 

 そういった取り組みの中で、町民のご意見等々もお伺いしながら、子供たちの心の連

携といいますか、そういった部分も含めて、ご協議させて頂きたいというふうに考えて

ございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

●議長                            （１５時１４分） 



 

 森議員。 

 

●６番 

 どうもありがとうございました。 

 最後に、私１２年間、これで終わるんですけれども、理事者方の皆さん方に、本当に

今まで、奈井江町理事者の皆さん方は、町民との対話の中で、まちづくりをしてこられ

ております。 

 そのことに対しましては本当に厚く感謝申し上げます。 

 今後においても町民との対話の中で、奈井江のまちづくりを、まだまだ、明るい奈井

江の町を目指して、つくって行って頂くよう、お願い申し上げまして、私の最後の質問

と致します。 

 どうもありがとうございました。 

 

●議長 

 以上で、総括質問を終わります。 

                               （１５時１５分） 

                                       

閉会 

 

●議長 

 おはかりします。 

 議案調査及び予算審査特別委員会開催のため、３月１４日から３月１９日までの６日

間を休会としたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 ３月１４日から１９日までの６日間を休会とすることに決定しました。 

 以上で、本日予定した議事日程を全部終了しましたので、本日は、これで散会と致し

ます。 

 なお、２０日は、午前１０時００分より会議を再開致します。 

 皆さん、大変ご苦労さまでした。 

 

                                       

                               （１５時１６分） 

 

 



 

平成２７年第４回奈井江町議会定例会 
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   議案第１６号 奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を改正する条例 

   議案第２０号 奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す 

る条例 

   議案第２２号 奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例 

      議案第２４号 奈井江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育 

料に関する条例 

   議案第２６号 公の施設に係る指定管理者の指定について（奈井江町屋内体 
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いて 

   議案第１３号 平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算について 

   議案第１４号 平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算につい 

           て 

第３ 議案第２９号 平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第９号） 

第４ 議案第３０号 平成２７年度奈井江町一般会計補正予算（第１号） 

第５ 議案第１７号 地域振興基金条例の一部を改正する条例 
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  第７  議案第２１号 奈井江町課設置条例の一部を改正する条例  

 第８ 議案第２５号 奈井江町税及び奈井江町都市計画税の納期の特例に関する条 

           例 

  第９  議案第２７号 奈井江、浦臼町学校給食組合の規約の変更について 

  第１０ 議案第２８号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  第１１ 請願第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書 



 

  第１２ 請願第２号 農協関係法制度の見直しに関する請願書 

  第１３ 意見案第１号 ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書 

  第１４ 意見案第２号 農協関係法制度の見直しに関する意見書 
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  第１６ 会議案第１号 奈井江町議会委員会条例の一部を改正する条例 

  第１７ 会議案第２号 奈井江町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例 

   第１８ 調査第１号 議会運営委員会の調査の付託について 

 

○ 出席議員（１０名） 

    １番  遠 藤 共 子      ２番  石 川 正 人 

    ３番  三 浦 きみ子      ４番  大 矢 雅 史 

    ５番  森 岡 新 二      ６番  森   繁 雄 

   ７番  笹 木 利津子      ８番  森 山   務 

９番  鈴 木 一 男     １０番  堀   松 雄 

 

○ 欠席議員（０人） 

 

○ 地方自治法第１２１条により出席した者の氏名（１６名） 

    町 長  北   良 治 

    副 町 長  三 本 英 司 

    教 育 長  萬   博 文 

    会 計 管 理 者  篠 田 茂 美 

ま ち づ く り 課 長  相 澤   公 

くらしと 財務課 長  小 澤 克 則 

    ふるさと 振興課 長  碓 井 直 樹 

    お も い や り 課 長  馬 場 和 浩 

    ま ち な み 課 長  大 津 一 由 

    健康ふれ あい課 長  小 澤 敏 博 

    やすらぎの家施設長  表   久 義 

    教 育 次 長  山 﨑   静 

    くらしと財務課長補佐  秋 葉 秀 祐 

    教 育 委 員 長  堀   美 鈴 

    農 業 委 員 会 会 長  大 関 光 敏 

代 表 監 査 委 員  中 野 浩 二 

 

○ 職務のために出席した者の職氏名（２名） 

    議 会 事 務 局 長  岩 口   茂 

    庶 務 係 長  栗 山 ひろみ 

 



 

                               （１０時００分） 

                                       

開会 

 

●議長 

 皆さん、おはようございます。 

 第１回定例会最終日となりますが、出席大変ご苦労さまです。 

 只今、出席議員１０名で定足数に達しておりますので、会議を再開します。 

                                       

                                       

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

●議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、１番遠藤議員、２番石川議員

を指名致します。 

                                       

                                       

日程第２ １５議案一括報告 

 

●議長 

日程第２ 

 日程第１５  

 議案第１５号「奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

 議案第２３号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例」 

 議案第１９号「特別職の給与の臨時措置に関する条例」 

 議案第１６号「奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を改正する条例」 

 議案第２０号「奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」 

 議案第２２号「奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例」 

 議案第２４号「奈井江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関す

る条例」 

 議案第２６号「公の施設に係る指定管理者の指定について（奈井江町屋内体育センタ

ー、奈井江町農業構造改善センター）」 

 議案第８号「平成２７年度奈井江町一般会計予算について」 

 議案第９号「平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算について」 

 議案第１０号「平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算について」 

 議案第１１号「平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算について」 



 

 議案第１２号「平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算について」 

 議案第１３号「平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算について」 

 議案第１４号「平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算について」 

以上、１５の議案を一括議題とします。 

 １５の議案については、予算審査特別委員長より、審査報告書が議長に提出されてお

りますので、事務局長に報告させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

（審査報告書）朗読 

 

●議長                            （１０時０７分） 

 予算審査特別委員長の細部報告について、発言を許します。 

 予算審査特別委員長、９番鈴木議員。 

 

（９番 登壇） 

 

●９番 

 皆さん、改めまして、おはようございます。 

 それぞれのお立場で定例会に最終日、ご出席大変お疲れさまでございます。 

 予算審査特別委員会報告書。 

 最初に結論から申し上げますと、全１５議案については、いずれも原案通り全会一致

をもって可決されました。  

 付されました意見要望をご報告申し上げます。 

 総体的に申し上げますと、人口減少や少子・高齢化が進み、未だ景気回復が実感でき

ない不透明な経済情勢にあります。 

 本町をとりまく環境が変化する中、行財政改革を引き続き実行する一方で、先に議決

いたしました、第６期まちづくり計画が着実に推進されるよう、期待するところであり

ます。  

 予算においては、若年層を中心とした住宅施策、子育て支援、教育施策といった定住

対策やコミュニティー事業等に重点が置かれ、さらに地方創生と合わせて、町民の暮ら

しに身近な施策を拡充するなど、その工夫に対し、心より敬意を表するものであります。 

 それでは、主だった会計の意見要望を申し上げます。 

 「一般会計」では、１点目として、「ふるさと納税」についてであります。 

 地元経済の活性化に結び付くことや、利便性を高める工夫について大変評価するとこ

ろであります。 

 一方で、他自治体の例では、謝礼品競争となることも懸念されおり、様々な取り組み

により自主的な納税に繋がるよう望むものであります。 

 ２点目として、「町の広報」についてであります。 



 

 町の情報を発信する上で、ホームページは欠かせないものとなっています。 

 町の広報活動として、多くの世代がより使いやすく、必要な情報が提供できるよう、

魅力的なホームページとなるよう期待するものであります。 

 ３点目として、「マイナンバー制度」についてであります。 

 行政を効率化し、様々な場面において住民の利便性を高めるため、発行の準備が進め

られています。 

 町民が安心・安全に利用できるよう、啓発等に努めていただきたい。 

 ４点目として、「公共施設等総合管理計画」についてであります。 

 町として多様な施設を管理しており、施設の長寿命化や適正な維持管理など、長期的

な視野に立った計画が求められています。 

 計画策定にあたり、施設のあり方、管理・運営について幅広い見地から策定されるよ

う望むものであります。 

 ５点目として、「農業・商業の振興」についてであります。 

 本町の農産加工品などは、特にゆめぴりかは産地ブランドとして定着してきました。 

 更なるブランド化の推進に向け、品質向上施策と共に、ＰＲなど情報発信に努めてい

ただきたい。 

 また、多機能型交流施設については、交流プラザみなクルと連動して、農協・商工

会・町の３者による連携により、新たな町民の交流の場として期待するものであります。 

 ６点目として、「教育の充実」についてであります。 

 子ども達の学力の基礎・基本を確実に身につけるため、きめ細やかな教育施策の充実

に取り組まれていることは、大変評価するところであります。 

 小中学校における検定料助成などは、子ども達の基礎的な知識の定着・学習意欲の向

上に繋がるものとして期待するものであります。 

 次に、「国民健康保険事業」についてであります。 

 医療費の動向を押さえることは難しい側面もありますが、今後とも中期的展望に立ち、

税率改正等も含めて、健全な運営に努めていただきたい。 

 次に、「病院事業、老人保健施設事業、老人総合福祉施設事業」の３会計についてで

あります。 

 患者数や利用者の減少と共に、介護報酬等の削減が見込まれるなど、非常に厳しい経

営環境にあります。 

 地域の安定した医療や施設運営に努力されていることに敬意を表するところでありま

す。 

 今後とも、砂川市立病院との病病連携や地元開業医との病診連携の更なる充実により、

町民が安心して医療を受けられることができるよう、安定した地域医療体制の確保に努

力願いたい。 

 以上が、当予算審査特別委員会で付託された案件の審議の概要であります。 

 委員会審議において、出された意見要望も含めて充分検討され、事業遂行にあたって

いただきたい。 

 これをもちまして、予算審査特別委員会報告といたします。 



 

                                       

                                       

議案第１５号の討論・採決                   （１０時１３分） 

 

●議長 

 議案第１５号「奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に対する討

論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第２３号の討論・採決                   （１０時１３分） 

 

●議長 

 議案第２３号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 



 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第１９号の討論・採決                   （１０時１４分） 

 

●議長 

 議案第１９号「特別職の給与の臨時措置に関する条例」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第１６号の討論・採決                   （１０時１５分） 

 

●議長 

 議案第１６号「奈井江町老人福祉寮設置条例の一部を改正する条例」に対する討論を

行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 



 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第２０号の討論・採決                   （１０時１５分） 

 

●議長 

 議案第２０号「奈井江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」

に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第２２号の討論・採決                   （１０時１６分） 

 

●議長 

 議案第２２号「奈井江町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２２号を採決します。 



 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第２４号の討論・採決                   （１０時１６分） 

 

●議長 

 議案第２４号「奈井江町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関す

る条例」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第２６号の討論・採決                   （１０時１７分） 

 

●議長 

 議案第２６号「公の施設に係る指定管理者の指定について（奈井江町屋内体育センタ

ー、奈井江町農業構造改善センター）」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 



 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第８号の討論・採決                    （１０時１７分） 

 

●議長 

 議案第８号「平成２７年度奈井江町一般会計予算について」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                        

                                       

議案第９号の討論・採決                    （１０時１８分） 

 

●議長 

 議案第９号「平成２７年度奈井江町国民健康保険事業会計予算について」に対する討

論を行います。 

 



 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第９号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第１０号の討論・採決                   （１０時１９分） 

 

●議長 

 議案第１０号「平成２７年度奈井江町後期高齢者医療特別会計予算について」に対す

る討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１０号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第１１号の討論・採決                   （１０時１９分） 

 

●議長 



 

 議案第１１号「平成２７年度奈井江町下水道事業会計予算について」に対する討論を

行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第１２号の討論・採決                   （１０時２０分） 

 

●議長 

 議案第１２号「平成２７年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計予算について」に

対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       



 

議案第１３号の討論・採決                   （１０時２０分） 

 

●議長 

 議案第１３号「平成２７年度奈井江町老人保健施設事業会計予算について」に対する

討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

議案第１４号の討論・採決                   （１０時２１分） 

 

●議長 

 議案第１４号「平成２７年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計予算について」に対

する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 



 

 本案は、委員長の報告のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第３ 議案第２９号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時２２分） 

 

●議長 

 日程第３、議案第２９号「平成２６年度一般会計補正予算（第９号）」を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 おはようございます。 

 追加でお配りをしております議案書をお開き頂きたいと思います。 

 議案書１９５頁。 

 議案第２９号「平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第９号）」 

 平成２６年度奈井江町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，０５９万

４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億４，０１６万７千円と

する。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費、第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越し

て使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 平成２７年３月２０日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１４款国庫支出金４，９０９万４千円を追加し３億１，３２４万６千円、１５

款道支出金１５０万円を追加し３億２，９１５万９千円、歳入合計５，０５９万４千円

を追加し４７億４，０１６万７千円。 

 歳出、２款総務費５，０５９万４千円を追加し３億７，２８０万円、歳出合計５，０

５９万４千円を追加し４７億４，０１６万７千円。 

 第２表、繰越明許費。 

 ２款総務費１項総務管理費、事業名は地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業で５，

１４５万２千円であります。 

 補正予算の第９号の概要について、ご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、国の平成２６年度補正予算による地方創生関連事業の補



 

正であります。 

 補正予算の内容について、歳出から説明致しますので、１９９頁をお開き下さい。 

 総務費総務管理費の一般管理費では、地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業に要

する経費で総合戦略の策定、プレミアム付き商品券、子育て応援券の発行、民間賃貸住

宅家賃助成、多機能型交流施設補助金などの費用合わせて５，１４５万２千円を追加計

上致しております。 

 次に、歳入について、１９８頁でご説明を申し上げますが、国庫支出金では地域活性

化・地域住民生活等緊急支援交付金で４，９０９万４千円を追加、道支出金では地域ふ

れあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金で１５０万円を追加計上致しておりま

す。 

 以上における歳入歳出の差８５万８千円につきましては、歳出予算の２００頁で、財

政調整基金積立金を同額、減額計上し収支の均衡を図っております。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２９号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました 

                                       

                                       

日程第４ 議案第３０号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時２６分） 



 

 

●議長 

 日程第４、議案第３０号「平成２７年度奈井江町一般会計補正予算（第１号）」を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書２０１頁をお開き下さい。 

 議案第３０号「平成２７年度奈井江町一般会計補正予算（第１号）」 

 平成２７年度奈井江町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，７３９

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億９，２６１万円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２７年３月２０日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１８款繰入金１，７３９万円を減額し４億２，７１７万３千円、歳入合計１，

７３９万円を減額し４７億９，２６１万円。 

 歳出、２款総務費２１９万円を減額し３億３，１８７万円、７款商工費１，５２０万

円を減額し１億５，１５４万４千円、歳出合計１，７３９万円を減額し４７億９，２６

１万円。 

 ２７年度の一般会計補正予算の第１号の概要でありますが、今ほど、ご決定を頂きま

した平成２６年度一般会計補正予算で計上致しました地方創生関連事業に係る減額、ま

たふるさと創生アドバイザーに係る費用の追加を行うものであります。 

 歳出から説明を申し上げます。 

 ２０４頁をお開き下さい。 

 総務費総務管理費の一般管理費では、地方創生に要する経費で、ふるさと創生アドバ

イザーの報酬、費用弁償等合わせまして１８６万９千円を追加計上。 

 財産管理費ではまちづくり定住促進対策事業に要する経費で、定住対策用ＰＲ用の消

耗品、チラシ、ポスター印刷代、新聞折り込み手数料、民間賃貸住宅家賃助成、合わせ

まして４０５万９千円を減額計上致しております。 

 次２０５頁をお開き下さい。 

 商工費では、商工業振興に要する経費で、多機能型交流施設建設費補助金１，５２０

万円を減額計上致しております。 

 以上における歳入歳出の差１，７３９万円につきましては、歳入予算の２０３頁、財



 

政調整基金繰入金を同額、減額計上して収支の均衡を図ったところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第３０号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第５ 議案第１７号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時３１分） 

 

●議長 

 日程第５、議案第１７号「地域振興基金条例の一部を改正する条例」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書ＮＯ.２の１６９頁をお開き下さい。 

 議案第１７号「地域振興基金条例の一部を改正する条例」 



 

 地域振興基金条例の一部を次のように改正する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 地域の元気臨時交付金基金につきましては、国が平成２６年１月に決定した、緊急経

済対策に対応するために設置し、病院、やすらぎの家の外部改修工事の財源として活用

致して参りました。 

 本年度事業が完了したことに伴い、この基金を廃止するものであります。 

 以上、地域振興基金条例の一部を改正する条例について説明致しましたので、よろし

くご審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第６ 議案第１８号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時３２分） 

 

●議長 

 日程第６、議案第１８号「奈井江町行政手続条例の一部を改正する条例」を議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 



 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書１７０頁をお開き下さい。 

 議案第１８号「奈井江町行政手続条例の一部を改正する条例」 

 奈井江町行政手続条例の一部を次のように改正する。 

 次の頁になりますが、平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本案につきましては、行政手続法の改正に伴い、１つとして行政指導を行う際に、相

手方に対し、根拠法令の条項とその理由について示さなければならないこと。 

 ２つ目として、行政指導を受ける側がその指導が不適切であると考える場合にはその

理由等を記載した申出書により、新申出をすることができること。 

 ３つ目として、法令に違反する事実がある場合に何人もその理由等を記載した文書を

持って行政指導等を求めることが出来ること。 

 このことについて、定めるものであります。 

 なお、附則において、条例の施行日を平成２７年４月１日とするとともに、町税条例

において記載されている行政手続条例の文言の整理も行っております。 

 以上、奈井江町行政手続条例の一部を改正する条例について、説明致しましたので、

よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１８号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

  



 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第７ 議案第２１号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時３５分） 

 

●議長 

 日程第７、議案第２１号「奈井江町課設置条例の一部を改正する条例」を議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 １７４頁をお開き下さい。 

 議案第２１号「奈井江町課設置条例の一部を改正する条例」 

 奈井江町課設置条例の一部を次のように改正する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 本案につきましては、ふるさと振興課を改めて、ふるさと創生課、ふるさと農政課、

ふるさと商工課と３つの課で業務を行うものでありますが、地方創生への対応と第６期

まちづくり計画の推進及び行政サービスの向上を図るということで、組織機構を見直し

たく、提案をするものであります。 

 なお、この条例につきましては、２７年４月１日から、これを施行しようとするもの

でありますので、よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 



 

 討論なしと認めます。 

 議案第２１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第８ 議案第２５号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時３７分） 

 

●議長 

 日程第８、議案第２５号「奈井江町税及び奈井江町都市計画税の納期の特例に関する

条例」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書１９０頁をお開き下さい。 

 議案第２５号「奈井江町税及び奈井江町都市計画税の納期の特例に関する条例」 

 平成２７年３月９提出、奈井江町長。 

 本案につきましては、固定資産の評価替えに伴いまして、固定資産税及び都市計画税

の第１期目の納期を１カ月遅らせて、５月３１日までとするものであります。 

 そのための特例条例を制定しようとするものでありますので、よろしくご審議の上、

ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 



 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第９ 議案第２７号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時４６分） 

 

●議長 

 日程第９、議案第２７号「奈井江、浦臼町学校給食組合の規約の変更について」を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書１９２頁をお開き下さい。 

 議案第２７号「奈井江、浦臼町学校給食組合の規約の変更について」 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、奈井江、浦臼町学校給食組合規約を次の

とおり変更する。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 奈井江、浦臼町学校給食組合規約の一部を変更する規約。 

 奈井江、浦臼町学校給食組合規約の一部を次のように変更する。 

 本案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が一部改正されたこ

とに伴い、これまで教育委員の中から教育委員会が教育長を任命して参りましたが、首

長が議会同意を得て、直接任命することになったことと、合わせまして、教育長の任期

が４年から３年になったため、本規約の一部を変更しようとするものであります。 

 平成２１年４月１日から施行するものでありますけれども、経過措置が適用され、現

教育長の任期満了後に新しい制度へ移行しようとするものでありますので、よろしくご



 

審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第１０ 議案第２８号の上程・説明・質疑・討論・採決    （１０時４１分） 

 

●議長 

 日程第１０、議案第２８号「監査委員の選任につき同意を求めることについて」を議

題とします。 

 暫時休憩します。 

 

（監査委員 退席） 

 

●議長 

 会議を再開します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 



 

（町長 登壇） 

 

●町長 

 おはようございます。 

 定例会連日、ご苦労さまでございます。 

 それでは、監査委員の選任につき同意を求めることについて説明申し上げたいと思い

ます。 

 監査委員、中野浩二氏が平成２７年４月３０日付けを持ちまして、任期満了となりま

すので、引き続き、中野浩二氏を選任致したく、地方自治法第１９６条第１項の規定に

よりまして、町議会の同意を求めるところでございます。 

 平成２７年３月９日提出、奈井江町長。 

 なお、履歴については次頁に記載されておりますので、よろしくご同意の程を、お願

い申し上げます。 

 

●議長 

 人事案件ですので、特に質疑があれば発言を許します。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２８号を採決します。 

 本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、これに同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

 

（監査委員 入室） 

                                       



 

                                       

日程第１１、１２ ２請願の報告                （１０時４３分） 

 

●議長 

 会議を再開します。 

 日程第１１、請願第１号「ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書」 

 日程第１２、請願第２号「農協関係法制度の見直しに関する請願書」 

以上、２請願を一括議題とします。 

 ２請願につきましては、まちづくり常任委員長より、審査報告書が議長に提出されて

おります。 

 常任委員会報告書について委員長の発言を許します。 

 まちづくり常任委員長、８番森山議員。 

 

●８番 

 皆さん、定例会出席、大変ご苦労さまです。  

 まちづくり常任委員会審査報告書を報告致します。 

 まちづくり常任委員会の審査報告をいたしますが、３月９日本会議において付託され

ました、請願第１号「ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書」及び、請願第２号「農

協関係法制度の見直しに関する請願書」の審査を、１８日役場３階議員控室にて委員会

を開催し審査を行い、結果を得ましたので、ご報告申し上げます。 

 補佐人として、新砂川農業協同組合奈井江支所長 林 尚行 氏が同席され、紹介議員

からの現状等の説明を受けた後、質疑を行い、慎重かつ熱心に審査を行い、全会一致で

採択すべきものと決定致しました。 

 あわせて意見書(案)３件につきましても、審議したことをご報告申し上げます。 

 以上、常任委員会の報告と致します。 

 

                                       

請願第１号の討論・採決 

 

●議長 

 請願第１号「ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る請願書」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 請願第１号を採決します。 

 本請願に対する委員長の報告は、採択であります。 

 本請願は、委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 



 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本請願は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

                                       

請願第２号の討論・採決 

 

●議長 

 請願第２号「農協関係法制度の見直しに関する請願書」に対する討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 請願第２号を採決します。 

 本請願に対する委員長の報告は、採択であります。 

 本請願は、委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本請願は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 ここで、休憩をはさみたいと思います。 

 会議の再開は１１時００分と致します。 

 暫時休憩致します。 

 

（休憩） 

                                       

日程第１３ 意見案第１号の上程・説明・質疑・討論・採決    （１０時５９分） 

 

●議長 

 会議を再開します。 

 日程第１３、意見案第１号「ＴＰＰ交渉等国際貿易交渉に係る意見書」を議題としま

す。 

 事務局長に、一部を省略し朗読させます。 



 

 事務局長。 

 

●事務局長 

（意見案第１号）朗読。 

 

●議長 

 本案に対する質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 意見案第１号を採決します。 

 本案は、提案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、提案のとおり可決されました。 

 

                                       

日程第１４ 意見案第２号の上程・説明・質疑・討論・採決    （１１時０１分） 

 

●議長 

 日程第１４、意見案第２号「農協関係法制度の見直しに関する意見書」を議題としま

す。 

 事務局長に、一部を省略し朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

（意見案第２号）朗読。 

 



 

●議長 

 本案に対する質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 意見案第２号を採決します。 

 本案は、提案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、提案のとおり可決されました。 

 

                                       

日程第１５ 意見案第３号の上程・説明・質疑・討論・採決   （１１時０４分） 

 

●議長 

 日程第１５、意見案第３号「農業委員会改革に関し慎重な議論を求める意見書」を議

題とします。 

 事務局長に、一部を省略し朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

（意見案第３号）朗読。 

 

●議長 

 提案者の補足説明があれば発言を許します。 

 ８番森山議員。 

 

●８番 



 

 農業委員会改革に関し慎重な議論を求める意見書の補足説明を申し上げます。 

 政府は成長戦略の一つに「農業委員会等の一体的改革」を掲げ、昨年６月２４日には、

農業委員会等の見直しなどを盛込んだ「規制改革実施計画」を閣議決定したほか、農林

水産業・地域の活力創造本部が決定した「地域の活力創造プラン」の改訂版に農業委員

会等の改革を盛込むなどその方向性を示しています。 

 今回の農業委員会の見直しは、農業者、担い手から見て、農業委員会が良くなり、地

域の農地利用の最適化を進めることを目的に検討が進められてきたところでありますが、

大規模かつ専業性の高い農業を展開してきている本道においては、担い手への農地集積

率は８０％を超え、耕作放棄地の占める割合も１.６％と非常に低い水準にあるなど、

全国的に誇れる成果を実現してきたところであります。 

 今後も本道の農業が我が国の食料安定供給に重要な役割を果たしていくためには、地

域の実情にあった農業政策が必要であり、農業委員会等の見直しの検討にあたっては、

当事者である農業委員会や農業者など、関係者の意見を広く聞き、地域の実情を十分把

握したうえで、慎重な議論を尽くすことが求められております。 

 よって、国においては農業委員会制度・組織のあり方を見直すにあたり、今ほど、局

長が朗読された記の事項に十分留意し、慎重かつ丁寧な検討を行うよう、強く求めよう

とするものであります。 

 全議員の賛同を頂きますよう、お願い申し上げ、補足説明とさせて頂きます。 

 

●議長 

 本案に対する質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 意見案第３号を採決します。 

 本案は、提案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 



 

 本案は、提案のとおり可決されました。 

                                       

                                       

日程第１６ 会議案第１号の上程・説明・承認          （１１時０９分） 

 

●議長 

 日程第１６、会議案第１号「奈井江町議会委員会条例の一部を改正する条例」を議題

とします。 

 事務局長に表題のみ朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

 （会議案第１号）朗読。 

 

●議長 

 提出者の説明を求めます。 

 ６番森議員。 

 

●６番 

 皆さん、おはようございます。 

 只今の条例改正案につきましては、内容は、事務局長が朗読されたとおりであります

が、提出者の立場から補足説明を致したいと思います。 

 教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明

確化を図り、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に

対する国の関与の見直しを図るために行うものであります。 

 このことを円滑に進める上において、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にお

いて、教育委員長と教育長を一本化し、新たな教育長を置くことに伴い改正する会議案

を提案するものであります。 

 どうか全議員のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 



 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 会議案第１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

 

                                       

日程第１７ 会議案第２号の上程・説明・承認          （１１時１２分） 

 

●議長 

 日程第１７、会議案第２号「奈井江町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する

条例」を議題とします。 

 事務局長に表題のみ朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

 （会議案第２号）朗読。 

 

●議長 

 提出者の説明を求めます。 

 ６番森議員。 

 

●６番 

 提案者として補足説明を致したいと思います。 

 結論は議員定数を現在の１０名を１名削減して、９名とする内容であります。 

 本町は、いち早く行政改革に取り組み、町民、町理事者、町職員のたゆまぬ理解と協

力のもと、今日までまちづくりを進めてきたことに心から敬意を表すところであります。 

 今、人口減少や地方創生など、地方自治体を取り巻く環境が大きく変化する中、第６

期まちづくり計画の基に新年度がスタートするとところであります。 

 さて、議会は、町民を代表する議事機関として、町政の意思決定や、民主的な町政を

運営しているかチェックすることに努めています。 

 これまで、本町議会では、議員報酬、定数の削減をはじめ、議会改革、議会活性化に



 

取り組んできたところであり、今後、更なる議会の改革・活性化が必要であり、その一

つとして、町民との情報の共有、町民への理解などから、議会広報誌、議会懇談会、議

会中継の取り組み、議員の資質向上のための研修の充実などの検討を進めています。 

 議員定数を検討するに当たり、社会環境の変化に的確に対応し、組織として適正な数

や、町民の意思を受け止め、町民の信頼が得られるよう、議員定数を、定めることが必

要と考え、来月には、次期改選期を迎える１か月前とのことに対し、数々の意見はあり

ますが、これらのことを総合的に判断し、議会としてしなければならないことは何かを

真剣に考え、熟慮した結果、議員定数を９名とする提案です。 

 議員定数を減らすことで民意が損なわれないよう、議会改革を一層進め、全力を傾注

しその役割を果たし、町民の付託に応えていかなければならないと考えております。 

 どうか、全議員の賛同を頂きますよう、お願い申し上げまして、提案者の説明と致し

ます。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 三浦議員。 

 

●３番 

 本議案は議員提案ではありますが、私は反対の立場で発言致します。 

 一斉地方選挙での定員割れの問題については、３月１４日付の北海道新聞でも、栗山

町や剣淵町の例を挙げて、議員定数や議員報酬の削減が進んでいること、また議員の高

齢化やなり手不足に多くの議会が悩んでいることが報道されました。 

 栗山町の例では、議員報酬の削減で議員報酬だけでは生活できないことが原因かとし

ていますが、地方交付金が減らされる中、議員定数の削減が進み、１人１人の議員にか

かる負担が増えていること、また、さらに議員年金の廃止で、老後の生活保障が無くな

ったことも、若い人の立候補を妨げる要因のひとつではないかと思います。 

 栗山町議会の議長は「地域の経済が疲弊し、議員活動ができる経済的な余裕がある町

民が減っているのが、議会の担い手不足の原因だ」と語っています。 

 また、剣淵町の例では、２０１３年１１月、定数１０の町議選で９人しか立候補せず

欠員無投票になったこと、人材の供給源でもあった一次産業をめぐる環境の変化の一例

として、農家の減少により、１戸あたりの耕作面積が拡大し、農家のゆとりがなくなっ

たことが定員割れの原因としていました。 

 また、３月１２日付の毎日新聞電子版では、長崎県の小値賀（おぢか）町議会が、現



 

在１０人の定数を２削減し、その分を満５０歳以下の議員に限り、議員報酬を月額１８

万円から３０万円に引き上げることを決めたと報道していました。小値賀町は人口約２，

７００人のうち６５歳以上が約４５％を占め、平均年齢は６５．３歳だということです。 

 若い世代の政治参加を促すのが狙いで、来月の統一地方選挙の当選者から適用される

そうですが、今のところ立候補予定者８人に新人はおらず、最年少が現職の５７歳だと

いうことでした。 

 奈井江町も立候補者数が、２００７年には１１人、前回の２０１１年は１０人、そし

て今年は今現在９人ということで、４年ごとに１人ずつ減少してきました。 

 担い手不足の原因をじっくり検討し、対策を立てないかぎり、候補者減少の傾向が今

後止まるという保障はどこにもありません。 

 また、議会改革の一環として定数を減らすということについても疑問です。 

 ２００６年に第２次地方町村議会活性化研究会が出した最終報告「分権時代に対応し

た新たな町村議会の活性化方策～あるべき議会像を求めて～」によると、「全国や都道

府県の町村議会議長会や各個別の町村議会のこれまでの議会活性化の努力にもかかわら

ず、住民の議会への風当たりは一向に弱まる気配が見られず、どこでも定数削減圧力は

とどまるところを知らないのが現状である。 

 また、厳しい財政予測や「市」への上昇志向から、ここへきて一挙に駆け込み合併で

町村数は激減、残った町村もその多くは合併不能の山村や島などの弱小町村であり、ま

た合併拒否の選択をしたところも交付税の減額傾向のなか、議員定数を最低限まで落と

さざるを得なくなっている。 

 この逆境を乗り切る方策の大前提は、議会が民主的地方自治の根幹たることの認識を

住民の間に広め、その縮減が結局は住民に不利益となって跳ね返ってくることを身をも

って体験してもらうほかない」と言っています。 

 そもそも、地方分権の推進に伴う自己決定権と自己責任の拡大などに対応し、地方公

共団体の意思決定、執行機関に対するチェックなどにおいて、地方議会の果たすべき役

割はますます大きくなると考えられ、そのために議会の機能強化が必要です。 

 議員定数の上限を撤廃したのも、今までの上限を超えた議員数で、議案提案ができる

議会が求められているということです。 

 奈井江町議会も積極的な情報公開に着手する方向に一歩踏み出しました。 

 大いに議会を見てもらい、町民の議会や議員に対する意見もきいて、奈井江町民の多

元的な意思を総合し、町の方向を決定するためには、議員定数がどうあるべきかも町民

とともに考えるべきだと思います。 

 定数を１減らすのも、１議席欠員でいくのも、ひとり分の議員歳費が使われないこと

には変わりありません。 

 あわてず、時間をかけて問題点を検討すべきだと判断し、今議会での議席を減じる条

例の改定に反対します。 

 

●議長 

 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 



 

 笹木議員。 

 

●７番 

 条例改正議案に賛成の立場で討論を行います。 

 先程、森議員から補足説明がありましたが、１つ目には、奈井江町の基幹産業の一つ

であり、地域・国土を支えて頂いている農業者皆さんの代表から議員定数の削減要望が

提出されたことを、重く受け止めております。 

 要望書には「適正化について検討」ではなく「削減を検討していただきたい」という

要望があり、強い民意であると考えます。 

 要望書にありますように、時期は大変切迫した状況の中ではありますが、議会がその

姿勢を表さなければならないと思います。 

 ２つ目として、最近の議員削減の歴史を振り返ると、平成１４年に「２名削減案」と

「１名削減案」の議論を経て、１名削減になりました。 

 しかし１名削減になったにもかかわらず、翌年の４月選挙直前の臨時会でさらに１名

削減して１３名になりました。 

 又、平成１７年に１３名から１０名に削減した時は、本会議で全会一致で可決してお

りますが、そこに至るまで全員協議会やまちづくりに関する調査特別委員会での議論に

おいて、激論があったことを記憶しております。 

 いずれに致しましても、長所と短所がある中で、現職議員は、苦渋の決断をしながら

その時々で、議員削減をして参りました。 

 ３つ目として、今ほど反対討論の中で「人口規模や他の要因と定数を他町村と比較し

たとき、今の定数でも良いのではないか」との意見もありますが、行政改革がスタート

した以降、町長を先頭に、今奈井江町が抱えている課題、進めようとしている重要施策

は、他の自治体がやっているから行うのでしょうか。 

 もちろん対比は必要であります。 

 しかし議会として対比する相手は、町民や町長始め町職員の頑張りであると思います。 

 したがって定数については、我が奈井江町のまちづくりの中で判断するものと考えま

す。 

 今ほど申し上げた観点から、少なくなった人数の中で、お互いに議員として資質を高

める方策を検討しながら、町民の負託に応えていくべきであるとの思いで、条例改正議

案に賛成するものであります。 

 以上。 

 

●議長 

 討論を終わります。 

 会議案第２号を起立により採決します。 

 本案に、賛成の方の起立を求めます。 

 

（起立） 



 

 

●議長 

 着席下さい。 

 起立多数であります。 

 本案は、原案のとおり、可決されました。 

                                       

                                       

日程第１８、調査第１号の上程・説明・付託           （１１時２７分） 

 

●議長 

 日程第１８、調査第１号「議会運営委員会の調査の付託について」を議題とします。 

 事務局長に朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

（調査第１号）朗読 

 

●議長 

 本案は、議会運営委員会に付託することに、ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、議会運営委員会に付託することに決定しました。 

                                       

                                       

閉会 

 

●議長 

 以上で、本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

 平成２７年奈井江町議会第１回定例会を閉会致します。 

 皆さん大変ご苦労さまでした。 

                               

                                       

                               （１１時２８分） 

 

 


